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論⽂要旨 
 
 所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号及び消費税法 28 条３項１号は、個⼈
事業主が棚卸資産を⾃家消費した場合に、「その消費の時における資産の価額」
を、総収⼊⾦額に算⼊あるいは、課税標準に加えることを要求している。 
 農業においては、⽣産、販売される棚卸資産が農産物であることから、⾃家消
費が⾏われていることは確実であるが、その計上は法が要求するものとは乖離し
ている可能性がある。仮に、法と実際の計上に乖離が認められ、それを課税庁が
看過しているとすれば、課税要件明確主義、合法性の原則、これらを基礎に置く
租税法律主義、及び租税公平主義等、租税法の諸原則に反し、問題となる。 
 筆者はこのような問題意識から、農業における⾃家消費の計上について、理論
と実務の乖離を明らかにし、その乖離を解消するための提起を⾏うことを本稿の
⽬的とした。 
 乖離を明らかにするためには、まず理論上、⾃家消費がどう扱われるのか（ど
うあるべきか）、を明らかにしなければならない。⾃家消費とは何か、その本質
はどのようなもので、なぜ課税が⾏われるのか、適⽤範囲はどこまでなのか、計
上⾦額はどのように算定するのか。実務上の⾃家消費と対⽐されるべき、理論上
の⾃家消費が明確になって初めて、その乖離が明らかになるためである。本稿で
は理論上の⾃家消費を明確にすることに、多くの紙幅を要している。 
 その上で、⽂献調査とアンケート調査により、農業における⾃家消費の取扱い
の実態を確認し、理論と実務の乖離の存在を明らかにした。多くの農家は理論上
とはかけ離れた⽅法により、⾃家消費の⾦額を計上していたのである。そして筆
者は、その乖離が⽣まれる主たる原因が、多くの農家は価格決定権を有さない、
という農業特有の事由にあることを突き⽌めた。これは多くの農家が、⾃家消費
の計上をする上で最も重要な、「消費の時における資産の価額」が分からないこ
とを意味する。 
 それは同時に、理論と実務に乖離が⽣じている原因が、農家も他の事業者と同
様、当然に価格決定権を持つという、法が置く前提の誤りであることも意味す
る。したがって、乖離の解消には法の解釈論では限界があり、⽴法論によること
もやむを得ないとの結論に⾄った。 
 農家は、価格決定権を有する少数の農家と、価格決定権を有しない⼤多数の農
家に分けられる。筆者はこの価格決定権の有無に応じて、適⽤できる計上⽅法に
差異を設けるべきだと考え、簡便法（みなし⾃家消費率法）と、市価法という、
農業における⾃家消費の計上⽅法を 2 つ提起した。簡便法とは、価格決定権を
有する農家が、⾃家消費の⾦額を原則の⽅法により 5 年間計上した場合には、
その 5 年間以後の各年において、みなし⾃家消費率を⽤いた算式により算出し



た⾦額を、その年の⾃家消費⾦額として計上することを認めるものである。市価
法とは価格決定権のない農家について、消費の時における農産物の市場価格を⽤
いた算式により算出した⾦額を、その年の⾃家消費⾦額として計上することを認
めるものである。そして、これらの計上⽅法によれば、法が要求する「消費の時
における資産の価額」に近似する⾦額を計上できると結論づけた。 
 本稿は、農業における⾃家消費を、所得税法と消費税法という 2 つの視点か
ら検証することを意識した。所得税法 39 条は、昭和 25 年にその前⾝である条
⽂が創設された。戦後の⾷糧不⾜の最中、農家は⾃給⾃⾜が可能で、それだけ⾼
い担税⼒を持つことになるから、⾃家消費の課税を承認する要因になったとも⾔
われる通り、農業と⾃家消費には深い結び付きがあり、⾃家消費は農業を抜きに
しては語れない。その後、消費税法 4 条 5 項 1 号の前⾝となる条⽂が、平成元
年に創設されている。両法の⾃家消費は、条⽂の構成こそ似ているものの、創設
時期には時間的な隔たりがあり、社会環境も異なることから、法の意図する所を
整合させることには困難も多かった。しかし、両法における⾃家消費を論点ごと
に⽐較説明することに腐⼼した結果、その異同が浮き彫りとなり、筆者の結論を
打ち出す⾜がかりとなったことは、⼤きな成果である。 
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はじめに  

 
（本稿の結論） 

農業における⾃家消費は、理論上と実務上で取扱いに乖離が⽣じている。乖 離
を存置することは、租税法の諸原則に抵触する恐れがあるが、その解消は現⾏ 税
法の解釈では限界がある。 

したがって、乖離を解消するためには新たな⽴法によることもやむを得ない 。
本稿は、その⽴法の⼀案として、個別通達に変わる新たな⾃家消費の計上⽅法（簡
便法・市価法）を提起する論⽂である。 
 
（問題の所在） 

⽥舎暮らしを望む⼈が増えている。平成 29 年度国⼟交通⽩書では、三⼤都 市
圏に住む各世代のうち特に 20 代の約４⼈に１⼈が、地⽅移住に関⼼があるこ と
が⽰されている 1。その理由として、⽥舎には豊かな⾃然があることや、新しい ⼟
地での⽣活を始めたい、といったものとともに、⾃給⾃⾜ができる環境がある こ
とが挙げられている。そこからは移住先の地で農漁業を営み、⾃らが作った、 あ
るいは捕ったものを⾷し、⾃給⾃⾜の⽣活をすることに憧れを抱く若者の姿が 窺
える。 

筆者はかつて農家から野菜を仕⼊れる仕事に携わっており、実際に農家を訪ね 、
畑から収穫したばかりの野菜を⾷べたことがあるが、こんなに旨いものがこの 世
にあるのか、と衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚えている。⾃らが育てた野 菜
を採りたての状態で⾷べることができるのは農家の特権とも⾔え、筆者⾃⾝も ⽥
舎暮らしに少なからず憧れを抱いたものである。 

この⾃らが育てた野菜つまり農産物を、⾃ら⾷べるという⾏為は、税務上「 ⾃
家消費」あるいは「家事消費」などと呼ばれ、⾏為⾃体は⾄極単純でありながら、
複雑な問題を内包している。すなわち、所得税法、消費税法 2においては、 

 
1 国 ⼟ 交 通 省 「 三 ⼤ 都 市 圏 の 若 者 は 地 ⽅ 移 住 に 強 い 関 ⼼ 〜 平 成 29 年 度 国 ⼟ 交 通 ⽩ 書 を 公 表  

〜 」 国 ⼟ 交 通 省 総 合 政 策 局 政 策 課
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo08_hh_000135.html（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2
⽉ 14 ⽇ ）。 同 様 の 調 査 結 果 は 、 総 務 省 「『 ⽥ 園 回 帰 』 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 」 ⾃ 治 ⾏ 政
局 過 疎 対 策 室 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei10_02000053.html 
42 ⾴ （ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  

2 消 費 税 に は 、 分 類 に 応 じ て 様 々 な 呼 称 が あ る が 、 本 稿 で 単 に 「 消 費 税 」 と い う 場 合 、 法 令
番 号 昭 和 63 年 法 律 第 108 号 の 消 費 税 法 に よ り 課 税 さ れ る 、 ⼀ 般 的 に 税 率 10％ で 認 知 さ れ
る 間 接 消 費 税 の 消 費 税 を 指 す 。  
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・⾃らが育てた農産物を 100％⾃家⽤として消費するのか。 
・⾃らが育てた農産物を専ら⾃家⽤として消費し、余剰分は農協や卸売市場 3へ 
 出荷するのか。 
・⾃らが育てた農産物を専ら事業⽤として出荷し、⾃家⽤でも消費するのか。 
・消費するのは個⼈事業主⾃⾝なのか、配偶者なのか、知⼈なのか。 
・有償なのか無償なのか。 
 

･･･つまり何の⽬的で農産物を育成し、誰が消費するのか、⾦銭等の授受はある
のかにより取扱いが全く異なるのである。では現実にその取扱いの別ごとに、 正
しい経理がされているのかというと、農業と税務のいずれにも携わった筆者の 経
験上、そうとは⾔い難い。 

税法上、⾃家消費の計上については⼀定の基準が設けられているにもかかわ ら
ず、実務上は杜撰な経理がなされ、本来それを正すべき⽴場にある課税庁も、 そ
の杜撰な経理を黙認している状態となっているようである。 

このような理論上の⾃家消費と、実務上の⾃家消費との乖離が⽣ずる背景には 、
農業が元々有する特殊性に加え、法令そのものの曖昧さや、適⽤範囲の不明確さ、
関係法令間の不整合が深く関係していると考えられ、これを放置すれば予測可 能
性、法的安定性が担保できず、課税要件明確主義に反することにも繋がる。 

さらに⾔えば、⾃家消費の問題を⾦額の重要性から些末な問題として取り合 わ
ず、法に規定したものと異なる取扱いを課税庁が認めてしまえば、租税法律主 義
を構成する合法性の原則に抵触するのみならず、法が有名無実化してしまい、 法
に則り適正な経理を⾏っている他の事業者との課税の公平も図れないことにな る。 

⾃家消費について考えることは、課税物件について検討を加えることであり 、
所得とは何か、という所得税法の根源的な問題や、帰属所得（インピューテッ ド
インカム）に対してどこまで課税するかという、より広範な問題に検討を加え る
ということでもある。⾦⼦宏は帰属所得について、「法律学の世界では⼈⼝に膾炙
していない」4と述べており、筆者も同感である。研究が進んでいないというこ と

 
3 本 稿 で は 「 卸 売 市 場 」 と 「 市 場 」 と い う ⽂ ⾔ を 使 ⽤ す る 。「 卸 売 市 場 」 と は 、 売 ⼿ と 買 ⼿

が 特 定 の 商 品 を 規 則 的 に 取 引 す る 場 所 で 、 具 体 的 市 場 を 指 す 。「 市 場 」 と は 、 ⼀ 定 の 場
所 ・ 時 間 に 関 係 な く 相 互 に 競 合 す る 無 数 の 需 要 ・ 供 給 間 に 存 在 す る 交 換 関 係 で 、 抽 象 的 市
場 を 指 す 。 広 辞 苑 デ ジ タ ル 版 （ 第 7 版 ）。「 市 場 」 は 「 卸 売 市 場 」 よ り 広 い 概 念 で あ る 。 本
稿 に お い て 「 市 場 価 格 」 は 、 具 体 的 市 場 、 抽 象 的 市 場 ど ち ら の 価 格 に も ⽤ い る が 、 特 に 農
業 に 関 連 し て 「 市 場 価 格 」 を ⽤ い る 場 合 に は 、「 卸 売 市 場 」 の 相 場 を 意 味 す る 。  

4 ⾦ ⼦ 宏 「 租 税 法 に お け る 所 得 概 念 の 構 成 （ 3・ 完 ）」 法 学 協 会 雑 誌 92 巻 9 号 1112 ⾴
（ 1975）。 続 け て 、 脚 注 に 帰 属 所 得 を 扱 っ た ⽂ 献 を 幾 つ か 挙 げ て い る こ と か ら 、 帰 属 所 得
に 関 す る 研 究 が 多 く な い こ と を 例 え た も の と 推 測 す る 。 ⾦ ⼦ 宏 の ⾔ は 1975 年 当 時 の も の
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は、実務を⾏う上で拠るべき法の解釈が確⽴されていないということになる。 
また、⾃家消費⾦額の多寡は特に消費税法においては、免税点制度や簡易課 税

制度の判定基礎となる課税売上⾼や、課税売上割合にも影響を及ぼすため、看 過
できない問題であると考える。 

本稿は所得税法、消費税法における⾃家消費が抱える種々の問題点を、農業 5を
中⼼として明らかにし、その上で、問題を解決するための案を提起することを ⽬
的とする。 

具体的⽅策として、まず⾃家消費の定義とその適⽤範囲を明らかにすることで 、
納税者の予測可能性及び法的安定性を確保し、課税要件明確主義の要請に応える。
同時に、簡便かつ明瞭な⾃家消費の計上⽅法を提起することにより、課税庁の 恣
意的課税が⼊り込む余地を除き、合法性の原則を堅持し、租税法律主義、租税 公
平主義これら租税法の諸原則の実現に資することとする。 
 
（研究の⽅法） 
 研究の核となるような、⾃家消費が主たる争点となった判例は数少ない。⾃ 家
消費は、主たる事業活動の中で付随的に⾏われることが多く、訴訟の対象とな る
⾦額が相対的に少なくなることから、⾃家消費の存否のみを争っても、納税者 、
課税庁ともに訴訟コストの⽅が⾼くつくためと考えられる。 

したがって、本稿は判例研究を中⼼とせず、⾃家消費に関する規定である、 所
得税法 39 条と消費税法 4 条 5 項 1 号のほか、その関係法令の解釈を学説から抽
出し、そこへ筆者の解釈を加え、⾃家消費が問題となる場⾯ごとに検証するこ と
を研究⽅法として選択した。 

その際、⾃家消費を所得税法、消費税法という 2 つの視点から検証し、税法間
の整合を図ることに努めている。⾃家消費の先⾏研究は、所得税法における所 得
概念の⼀例としての⾃家消費、消費税法における課税の対象の⼀例としての⾃ 家
消費、といったように、それぞれが別個独⽴した研究対象とされ、横串を刺す よ
うな横断的、網羅的な研究がされてこなかったためである。 

なお ⾃家 消 費を 考え る とき 、そ の 対象 は棚 卸 資産(準棚 卸資 産を 含 む)と 棚卸 資
産以外の事業⽤資産とがあるが、後者には農業固有の論点がないため、本稿で は
特に断りのない限り、棚卸資産の⾃家消費に焦点を絞って論を進めることとした。 
 

 
で あ る が 、 本 稿 の 執 筆 時 点 （ 2022 年 ） に お い て も 、 状 況 に 著 し い 変 化 は な い よ う に 感 じ
る 。  

5 本 稿 に お け る 「 農 業 」 と は 、 所 得 税 法 施 ⾏ 令 88 条 に 規 定 す る 農 産 物 を 栽 培 、 収 穫 す る 農
業 を 想 定 し て い る 。 対 象 は 植 物 で あ り 、 養 蚕 、 養 蜂 、 畜 産 な ど 動 物 を 対 象 と す る 農 業 は 、
本 稿 で は 取 り 扱 わ な い 。  
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（本稿の論理展開） 
本稿の結論に⾄る、具体的な論理展開は以下の通りである。 
第 1 章では⾃家消費とは何か、どの税法に規定があり、どのような定義付けを

されているかを確認し、本稿が取り扱う⾃家消費の位置付けを確定する。その 上
で、⾃家消費の本質を理解し、なぜ⾃家消費を計上しなければならないのか、 そ
の必要性を⽴法趣旨と、実務上の必要性、特に農業における必要性の⾯から検 証
する。 

第 2 章では所得税法における⾃家消費の所得区分を確認する。そして所得税法 、
消費税法の⾃家消費の適⽤対象の範囲（具体的には、課税対象となる⼈・対価 ・
期間・⾏為の範囲）を確認する。また条⽂と通達、判例や裁決例、学説をもと に
考察を加え、どこまでが⾃家消費の適⽤範囲となるのか、確定させる。 

第 3 章では第 1 章、第 2 章を踏まえ、⾃家消費の⾦額の計上⽅法を確認し、実
務上の⾃家消費と対⽐されるべき、理論上の⾃家消費を明確にする。その後、 実
務上での⾃家消費の取扱いを⽂献調査、アンケート調査によって明らかにする 。
そこから、理論（理想）と実務（現実）との乖離を明らかにした上で、現⾏税 法
下での農業における理想の実現性に疑問を呈す。その後、この乖離を埋めるた め
の合理的な解決案をいくつか提起する。具体的には関係法令間の相違の解消を 第
⼀の⽬的とする、⾃家消費⾦額の新たな計上⽅法の提起である。そして、この 提
起が農業の発展に寄与することを⽰すとともに、想定されるいくつかの批判に つ
いても反証を⾏う。 

おわりにでは、第 1 章から第 3 章までの議論から、筆者の提起する⾃家消費の
計上⽅法の採⽤が必要であると結論づける。 

植物⼯場や施設栽培、機械化により農業の⼯業化が進み、現地販売や産地直 送
により商流も多様化するなど、近年の農業を取り巻く環境の変化は著しい。と こ
ろが税法は、所得税法 110 条の特別農業所得者の予定納税や、所得税法 41 条の
収穫基準に代表されるように、専業農家による稲作中⼼の農業、出荷先は農協 や
卸売市場といった旧態依然の農業を前提としており、この著しい変化に対応で き
ていない。それが実務においても歪みをもたらしており、適正な課税を阻害し て
いると考えられる。⾃家消費の問題点の抽出と、それに対する改善案を提起す る
本稿が、今後の農業と税法のマッチングに向けた議論の⾜掛かりとなることを 切
望する。 
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第１章  ⾃家消費の定義・適⽤要件  

 
本章では、まず、⾃家消費とは何か、その概要と定義について確認を⾏う。 な

ぜなら⾃家消費は所得税法及び消費税法にその概念が⾒られるが、同時に家事 消
費、家事消費等、⾃家消費等、家事費、家事関連費、家事関連費等、事業消費 、
⾃社使⽤等など、⾃家消費と似た概念が多く存在し、かつ、これらが両法の中 で
⼊り乱れている。⾃家消費とこれらの⽤語との区別、及び関連性を明確にでき な
ければ、本稿における⾃家消費の位置付けが不明確になってしまうからである。 

本章ではこれらの⽤語の定義について、規定の⽂⾔に基づき確認を⾏う。規 定
が曖昧な場合には、別途注釈を加えるが、その場合にも⽂理解釈を離れないよ う
注⼒する。 

⽤語の定義を理解したところで、次に⾃家消費に課税する必要性を、⽴法趣 旨
と実務上の必要性の 2 つの視点から検証する。⾃家消費は⾦額が少額であること
が殆どで、その計上は重要性に乏しいと⾔われるが、それでもなお計上すべき と
され、所得税法、消費税法ともに、わざわざ本法において明⽂化されているに は
相応の理由があると考えるためである。 

以上、⾃家消費の定義と課税の必要性の 2 点を理解して初めて⾃家消費の問題
点、今後の有り様を検討することができるのである。 

 

第１節  ⾃家消費の概要 

⾃家消費とは、端的に⾔えば⾃らが購⼊した商品、あるいは⾃らが製造した 物
品を⾃らが消費、あるいは使⽤することである。したがって、DIY や家庭菜園 の
ほか、⾃家消費を広く捉えれば家庭で作る料理など、通常⽣活を営む上で当た り
前の⾏為が全て⾃家消費に含まれることとなる。とは⾔っても、これらの⾏為 に
対して課税されるなど思いもよらないことであるし、実際、このような⾏為に 対
して課税は⾏われていない。⾃家消費の⼀般的観念としては、わずかに⽀出の 削
減あるいは節約として考えられるにすぎず 6、積極的に所得として認識させるこ と
が難しいためである。 

しかし、⾃家消費を⾏う主体が個⼈事業主 7の場合に限っては、同⼀⼈に事業 者
としての個⼈と、消費者としての個⼈という異なる⽴場が併存するため、別段 の
取扱いが必要となる。 

 
6 菊 池 衛 「 ⼈ 的 役 務 所 得 を め ぐ る 若 ⼲ の 考 察 」 税 ⼤ 論 叢 4 号 276 ⾴ （ 1971）。  
7 本 稿 に お い て 「 個 ⼈ 事 業 主 」 と は 、 事 業 を ⾏ う 居 住 者 、 事 業 を ⾏ う 個 ⼈ を 指 す 。 消 費 税 法

2 条 1 項 3 号 に お い て は 「 個 ⼈ 事 業 者 」 と 定 義 さ れ る が 、 本 稿 で は 同 義 と し て 扱 う 。  
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⾃家消費について、直接的な取扱いを定めた規定は、所得税法 39 条及び消 費
税法 4 条 5 項 1 号である。 

以下に原⽂を⽰す。 
 

所得税法 39 条 
居住者がたな卸資産（これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。）を 
家事のために消費した場合･･･には、その消費した時におけるこれらの資産の 
価額に相当する⾦額は、その者のその消費した⽇の属する年分の事業所得の 
⾦額、･･･⼜は雑所得の⾦額の計算上、総収⼊⾦額に算⼊する。 

 
消費税法 4 条 5 項 1 号 
次に掲げる⾏為は、事業として対価を得て⾏われた資産の譲渡とみなす。 
⼀ 個⼈事業者が棚卸資産⼜は棚卸資産以外の資産で事業の⽤に供していた 

ものを家事のために消費し、⼜は使⽤した場合における当該消費⼜は使⽤ 
 

なお、法⼈税法に⾃家消費に関する規定はない。法⼈は法によって⼈格を与 え
られ、権利義務の主体となり得るが、⾃家消費は⾃然⼈を介在して⾏われるこ と
が通常である。したがって、消費による⼼理的満⾜が⾃家消費を含む帰属所得 の
本質であると解する 8限り、法⼈の⾃家消費は観念できないためである 9。 

そして、⾃家消費に関する規定が存在しないことを利⽤した法⼈役員の私的 消
費の防⽌には、法⼈税法では別段の定めである（役員給与の損⾦不算⼊、寄附 ⾦
の損⾦不算⼊、交際費等の損⾦不算⼊）、消費税法では（法⼈の役員に対するみ な
し譲渡、低額譲渡）がその役割を果たすことになる。 

 

第２節  各⽤語の意義（⾃家消費と関連⽤語） 

⾃家消費に関連のある⽤語として、「⾃家消費」、「家事消費」、「家事消費等」、
「⾃家消費等」、「家事費」、「家事関連費」、「家事関連費等」、「事業消費」、「⾃ 社
使⽤等」がある。 

それぞれについて、以下に出典を⽰し、同時に定義を確認し、表にした。なお、
定義は専ら所得税法、消費税法内にある⽂⾔に拠り、筆者の解釈、他書・他稿 か
らの引⽤は極⼒排している。 

 
8 ⾕ ⼝ 勢 津 夫 『 税 法 基 本 講 義 』 207 ⾴ （ 弘 ⽂ 堂 ,第 6 版 ,2018）。  
9 ⾃ 社 に 設 置 し た 太 陽 光 パ ネ ル で 発 電 を し 、 そ の 電 ⼒ を ⾃ 社 で 使 う 、 と い う 場 合 な ど は 例 外

的 に 法 ⼈ に よ る ⾃ 家 消 費 と ⾔ え よ う 。  



7 
 

【⽤語】 
⾃家消費 

【出典】 
所得税法 39 条 
所得税法施⾏令 86 条 
所得税基本通達 39-1 

【定義】 
⾃⼰の家事のために消費することをいう。 

 
【⽤語】 
家事消費 

【出典】 
所得税法施⾏規則 47 条の 3-1 
所得税基本通達 39-1 
所得税基本通達 39-3 
所得税基本通達 39-4 
消費税法 4 条 5 項 1 号 
消費税法基本通達 11-1-1 他 

【定義】 

家事消費は⾃家消費と同義である。所得税基本通達は「（･･･⾃家消費
、、、、

の場合 の

総収⼊⾦額算⼊）関係」のカテゴリに、所得税基本通達 39-1「家事消費
、、、、

⼜は贈

与等をした棚卸資産の価額」、所得税基本通達 39-3「準棚卸資産を家事消費
、、、、

し

た場合の所得区分」、所得税基本通達 39-4「⼭林を家事消費
、、、、

した場合の所得区
分」を設けているが、この使い分けに特段意味はないと思われる。 

 
【⽤語】 
家事消費等 

【出典】 
所得税基本通達 39-2 
消費税法基本通達 5-3-1 
消費税法基本通達 5-3-2 

【定義】 
（所得税法）⾃⼰の家事のための消費（＝⾃家消費）と、所得税法 40 条の贈与
若しくは遺贈をいう。 
（消費税法）家事消費(＝⾃家消費)と、家事使⽤のことをいう。 
なお、家事消費とは個⼈事業者が棚卸資産⼜は棚卸資産以外の資産で事業 の ⽤
に供していたものを個⼈事業者⼜は当該個⼈事業者と⽣計を⼀にする親族 の ⽤
に消費することをいう。 
家事使⽤とは個⼈事業者が棚卸資産⼜は棚卸資産以外の資産で事業の⽤に 供 し
ていたものを個⼈事業者⼜は当該個⼈事業者と⽣計を⼀にする親族の⽤に 使 ⽤
することとされる。 
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通達は消費税法 4 条 5 項 1 号を「個⼈事業者の家事消費等
、

」としていることか  
ら、この「等」には家事消費と、家事使⽤を含んでいると解される。 
以上の通り、所得税法と消費税法の「家事消費等」の定義が異なることに 注 意
を要する。 

 
【⽤語】 
⾃家消費等 

【出典】 
消費税法基本通達 10-1-18 

【定義】 
消費税法の家事消費等と、消費税法 4 条 5 項 2 号の役員に対するみなし譲渡を
いう。 

 
【⽤語】 
家事費 

【出典】 
所得税法 45 条 1 項 1 号 

【定義】 
家事上の経費をいう。 

 
【⽤語】 
家事関連費 

【出典】 
所得税法 45 条 1 項 1 号 
所得税法施⾏令 96 条 
所得税基本通達 45-1 

【定義】 
家事上の経費に関連する経費で、経費の主たる部分が事業所得⼜は雑所得 を ⽣
ずべき業務の遂⾏上必要でないもの。⼜は、その業務の遂⾏上必要である が 、
必要である部分を明らかに区分することができない場合の、明らかにでき な い
部分に相当する経費をいう。 
⻘⾊申告者の場合は、家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等 に 基
づいて、事業所得を⽣ずべき業務の遂⾏上直接必要であったことが明らか に で
きない部分に相当する経費をいう。 

 
【⽤語】 
家事関連費等 

【出典】 
所得税法 45 条 1 項 1 号 他 

【定義】 
家事費と家事関連費をいう。 
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【⽤語】 
事業（⽤）消費 

【出典】 
国税庁「令和 2 年分 収⽀内訳書 
（農業所得⽤）の書き⽅」4 ⾴ 

【定義】 
事業（雇⼈費の現物⽀給など）のために消費することをいう。 

なお、国税庁「帳簿の記帳のしかた（農業所得者⽤）」12 ⾴では、事業⽤
、

消費
となっている。 

 
【⽤語】 
⾃社使⽤等 

【出典】 
消費税法基本通達 5-2-12 

【定義】 
事業者が⾃⼰の広告宣伝⼜は試験研究等のために商品、原材料等の資産を 消 費
し、⼜は使⽤した場合の当該消費⼜は使⽤をいう。⽂⾔に違いこそあれ、 意 味
内容においては、事業（⽤）消費と同義である。 

 
これらの定義の関係を図で⽰すと、下記図- 1 の通りになる。 
図- 1 グレ ーの 網 掛け の部 分 が、 本稿 で 取り 扱う ⾃ 家消 費（ 棚 卸資 産の ⾃ 家 消

費）の領域であり、以下、単に「⾃家消費」という場合には、この棚卸資産の ⾃
家消費を指す。 

 
図- 1 ⾃家消費と関連⽤語の関係図 
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なお、所得税法には、漢字のみを使⽤した「棚卸資産」（例えば所得税法 47 条 ）
と平仮名を併⽤した「たな卸資産」（例えば所得税法 39 条）との表記があるが、
酒井克彦 10の指摘通り、これらの表記に別に意味があるとみるのは、あまりにも ⽂
字解釈が過ぎるというべきで、従来使⽤していた「たな卸資産」という表記を「棚
卸資産」という表記に変更している過渡期にあるとみる⽅が素直である。本稿 で
も引⽤部分を除き「棚卸資産」で統⼀する。 

次にこれらの⽤語の関連性を、本稿の研究対象である農業に当てはめると、 ど
のようにイメージ付けられるのか、⾺鈴薯 11（じゃがいも）を販売する農 家 12を例
に、図を⽤いて確認する。 

なお、農業において⾺鈴薯を栽培する場合、栽培⽤として特別に⽣育した種 芋
を植え付けるのが⼀般的であるが、⾃家消費と関連⽤語との関連性の理解を容 易
にするため、本稿では⼋百屋などの店頭で販売されている⾷⽤の⾺鈴薯を種芋 と
して栽培を⾏うことを前提とする。 

図- 2 は⼋百屋で購⼊した 3 個の⾺鈴薯のうち、1 個と半分を個⼈事業主が⾷
べ、残りの 1 個と半分を種芋として植え付け、3 個の⾺鈴薯を収穫した、という
例である。 

 
図- 2 農業における⾃家消費と関連⽤語のイメージ図 

 
 

10 酒 井 克 彦 「 租 税 法 上 の 概 念 の 不 統 ⼀ と そ の 解 釈 」 ⽉ 刊 税 務 事 例 49 巻 6 号 （ 2017）。  
11 「 じ ゃ が い も 」 の 呼 称 の ⽅ が ⼀ 般 的 で あ る と 思 わ れ る が 、 所 得 税 法 施 ⾏ 令 88 条 に 「 ⾺ 鈴

し ょ 」 の 使 ⽤ が あ る こ と か ら 、 本 稿 は 「 ⾺ 鈴 薯 」 を 使 ⽤ す る 。  
12 本 稿 に お い て 、「 農 家 」 と は 特 に 断 り の な い 限 り 、「 農 業 を 営 む 個 ⼈ で 、 そ の ⽣ 計 を 農 業 に

よ る 収 ⼊ に よ っ て 維 持 し て い る も の 」 と す る 。  
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まず、3 個購⼊した⾺鈴薯のうち、1 個を個⼈事業主が⾷べたとすると、その購
⼊のために要した⽀出⾦額は家事費となる。 

1 個を半分に割り、半分を⾷べて、半分を種芋として植え付けると、その購 ⼊
のために要した⽀出⾦額は家事関連費となり、家事と事業の⽐で按分、すなわ ち
半分が家事費、半分が種苗費として事業費となる。 

残りの 1 個を種芋として植え付けると、その購⼊のために要した⽀出額は種苗
費として事業費となる。 
 種芋として植え付けられた⾺鈴薯は事業活動の中に取り込まれ、新たな価値 、
販売⽤となる⾺鈴薯を産み出す。 

図- 2 では事業活動に取り込まれた⾺鈴薯 1 個と半分が、合計 3 個の⾺鈴薯を
作り出し、これを収穫したとする。 

収穫した⾺鈴薯 3 個のうち、1 個を農協や卸売市場などの外部へ販売すれば、
対価の額が売上となる。 

1 個を個⼈事業主が⾷べた場合、販売価額（時価相当額）が⾃家消費となる。 
残り 1 個を従業員に給付した場合には、それが労働の対価としての性格を持つ

ものであれば、販売価額（時価相当額）が事業消費となる。なお、この場合の 給
付は、本来⾦銭で⽀給すべき給与債務を⾺鈴薯という現物をもって代えたもの で
あり、実質は代物弁済である 13。 

また、⾃家消費、事業消費という⽤語は「消費」という語が付くため、⽀出 科
⽬、借⽅科⽬と誤解しがちだが、図- 2 を⾒て分かる通り、収⼊科⽬、貸⽅科⽬で

ある。この誤解を避けるためには「⾃家消費売上
、、

」、「事業消費売上
、、

」とすべき で
あろうが、法令等の⽤例に従い、以下本稿においても⾃家消費、事業消費とする。 

より具体的なイメージを持つために、図- 2 の各取引に⾦額を付し、仕訳として
表現すると次のようになる（⾺鈴薯 1 個の購⼊価格 100 円、売価［＝販売価額］
150 円、決済は事業⽤の現⾦とし、収穫基準は適⽤しない）。 

 
①  ⾺鈴薯 1 個を購⼊し、個⼈事業主が⾷べた。 

事業主貸 100/現⾦ 100 
 
②  ⾺鈴薯 1 個を購⼊し、半分ずつに割り、半分を個⼈事業主が⾷べ、もう半分 を

種芋として植えた。 
事業主貸 50/現⾦ 100 
種苗費 50 

 

 
13 消 費 税 法 基 本 通 達 5-1-4。  
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③  ⾺鈴薯 1 個を購⼊し、種芋として植えた。 
種苗費 100/現⾦ 100 

 
④  収穫した⾺鈴薯 1 個を、個⼈事業主が⾷べた。 

事業主貸 150/⾃家消費 150 
 
⑤  収穫した⾺鈴薯 1 個を、外部に販売した。 

現⾦ 150/売上 150 
 
⑥  収穫した⾺鈴薯 1 個を、給与の代わりに従業員に渡した。 

給与 150/事業消費 150 
 
 

第３節  ⾃家消費と家事費・家事関連費の異同 

語感から特に混同しやすい⾃家消費と家事費・家事関連費であるが、その異 同
は次のように整理することができよう。 
 
①  個 ⼈ 事 業 主 が 最 終 消 費 者 と な る 私 的 消 費 で あ る 点 は 同 じ だ が 、 消 費 の 認 識 時

点が⽀出時なのか、収⼊時なのかという点で異なる。認識時点が⽀出時である
のが家事費・家事関連費で、収⼊時であるのが⾃家消費である。⼊⼝と出⼝の
違いであるとも換⾔できる。 

②  「消費者」としての個⼈の⽴場から⾒た場合、⽀出の相⼿が異なる。⽀出の相
⼿が他者であるのが家事費・家事関連費で、「事業者」としての個⼈であるの
が⾃家消費である（これは観念的なものであり、実際には⾃家消費は無償取引
であるから、消費者としての個⼈の⽀出はない）。 

③  実 際 の ⽀ 出 ⾦ 額 の 裏 付 け が あ る が 、 そ の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 が 事 業 の 必 要 経 費 と し
て認められないのが家事費・家事関連費で、実際の収⼊⾦額の裏付けがないが、
その全部⼜は⼀部が収⼊として認められるのが⾃家消費である。なお、⾃らの
計算によることを前提とする⾃家消費の⽅が⽴証性に乏しい。 

④  ⾦銭が事業活動に投下されていないのが、家事費・家事関連費で、投下されて
いるのが⾃家消費である。 

⑤  直接的に課税所得を構成しないのが家事費・家事関連費で、直接的に課税所得
を構成するのが⾃家消費である。 
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第４節  ⾃家消費の本質（控除否認説と売上説） 

本章第 3 節で⾒た家事費・家事関連費との関連性から、⾃家消費の本質をどの
ように理解するべきか、2 つの説（便宜上「控除否認説」、「売上説」と名付ける ）
に区分して検証する。控除否認説は⾃家消費と家事費・家事関連費を表裏⼀体 、
不可分の取引関係とみる説であり、売上説は⾃家消費と家事費・家事関連費は 別
個独⽴した取引関係とみる説である。後者が⾃家消費に所得課税、消費課税を ⾏
うのに対して、前者は⾏わないことを意味するから、両者は理論的には全く異 な
る 14。そして、いずれの説を⽀持するかによって、本節以降の論点の結論も異な り
得るから、ここで筆者の⽴場を明らかにすることは重要である。以下、2 つの 説
についてそれぞれ論拠を⽰し、その後に、筆者が⽀持するところを明らかにする。  

なお、棚卸資産には、明らかに価値の増加を認識できるもの（例えば農産物 ）
と、認識できないもの（例えば仕⼊商品）とがあり、これらを等しく「棚卸資 産
の ⾃ 家 消 費 」 と し て ⼀ 括 り に す る こ と を 問 題 視 す る ⽴ 場 も あ る 15。 こ の ⽴ 場 か ら
は、⾃家消費の本質を単純に 2 つの説に⼆分することはできないことになるが、
本稿ではその議論には⽴ち⼊らない。 
 

第１項  控除否認説 
 

１ 概要  
控除否認説とは、⾃家消費の本質を次のように考える説である。⾃家消費と 家

事費・家事関連費は表裏⼀体、不可分の関係であり、⾃家消費の計上は、既に 必
要経費にしてしまったもの、税額控除してしまったものの取消し、否認であり 、
簿記で⾔うところの逆仕訳である、と考える。特に消費税法の研究者に、この 説
を肯定するものが多い 16。消費税法は欧州の付加価値税を参考にしており、付加 価
値 税 で は ⾃ 家 消 費 を 資 産 の 原 価 に よ っ て 課 税 す る も の が 少 な く な い と さ れ る 17の
で、そうした歴史的背景も控除否認説を肯定する論拠となっている可能性がある。 

沼⽥博幸 18は、消費税法 4 条 5 項 1 号［引⽤元は消費税法 4 条 4 項：筆者］を 、
 

14 酒 井 克 彦 「 家 事 消 費 と イ ン ピ ュ ー テ ッ ド ・ イ ン カ ム 課 税 ― 収 ⼊ ・ 必 要 経 費 を 巡 る 諸 問 題
― 」 ⽉ 刊 税 務 事 例 39 巻 4 号 57 ⾴ （ 2007）。  

15 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 264-265 ⾴ 。  
16 例 え ば 、 消 費 税 実 務 研 究 会 「 実 務 か ら 読 み 解 く ！ 消 費 税 法 基 本 通 達 の ポ イ ン ト 」 税 理 62

巻 2 号 192 ⾴ （ 2019）。 北 浦 絢 也 「 個 ⼈ 事 業 廃 業 時 に お け る 消 費 税 実 務 の 留 意 点 ― 税 率 引
上 げ と 会 計 検 査 院 報 告 で 問 題 に ― 」 税 務 弘 報 68 巻 2 号 125 ⾴ （ 2020）。 所 得 税 法 に つ き
吉 良 実 「 74 ⾃ 家 消 費 」 税 経 通 信 臨 時 増 刊 33 巻 14 号 160-161 ⾴ （ 1978） の ⾔ 及 が あ る 。  

17 ⽔ 野 忠 恒 『 租 税 法 』 750 ⾴ （ 有 斐 閣 ,第 5 版 ,2011）。  
18 沼 ⽥ 博 幸 「 消 費 課 税 に お け る 事 業 ⽬ 的 に つ い て の ⼀ 考 察 − 事 業 者 の 消 費 に 対 す る 課 税 を 中
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形式的にはみなし売上の規定であるが、実質的には、既に税額控除の権利を⾏ 使
した資産についての、税額控除の取戻しを図る事後的な調整規定とみることが 可
能だとする。その上で、この事後的調整が⾏われるのであれば、消費税法 4 条 5
項 1 号のみなし規定は、基本的に不要 19としている。つまり、事後的調整⽅ 法 の
形式としては税額控除を事後的に否認（調整）する⽅法と、新たな課税売上が あ
ったとする⽅法が考えられるが、消費税法は後者の⽅法を選択した、という。 

控除否認説は⾃家消費の計上⾦額が取得価額、課税仕⼊れの⾦額を下回らな い
こととする所得税基本通達 39-2、消費税法基本通達 10-1-18 の特例の計上基準に
合致する。⾃家消費の本質を必要経費・税額控除の事後否認であるとするならば、
否認される⾦額は当然に当初計上額（取得価額・課税仕⼊れの⾦額）となるは ず
だからである。 

また第２章第５節で後述する、⾃⼰に対するサービスが⾃家消費の適⽤範囲 か
ら除かれる理由の説明も容易となる。サービスは購⼊と同時に即時消費される た
め、家事のために使ったサービスに係る⽀出は、⽀出時に家事費とすれば完結し、
事後的な否認を必要としないためである。 

さらに適⽤範囲も明確で⼀貫性のあるものになる。⾃家消費と家事費・家事 関
連費は表裏⼀体の関係であると考えるため、家事費・家事関連費を規定した所 得
税法 45 条の適⽤範囲を、そのまま⾃家消費にも当てはめれば良いためである。 

 
２ 批判と反論  

しかし、控除否認説は⾃家消費があった場合に、販売価額で⾦額計上をする と
いう重要な原則を説明できない。⾃家消費の実質的機能は必要経費・税額控除 の
事後否認であると考えるのであれば、必要経費・税額控除の調整規定を別途設 け
れば良いのであって、敢えて販売価額で計上するという回りくどい計算⽅法を 採
⽤する必要がない。例えば消費税法には、棚卸資産に係る税額控除の事後的否 認
規定として、消費税法 36 条（納税義務の免除を受けないこととなった場合等 の
棚卸資産に係る消費税額の調整）がある 20。同様の規定を⾃家消費についても設 け
れば済むはずである。 

こうした批判に対しては、必要経費の算⼊時期、税額控除の適⽤時期と⾃家 消
費時で帰属年度をまたぐ可能性があることや、原価計算を⾏っている場合（特 に
総合原価計算を⾏っている場合）では原価が確定するまでに時間を要し煩雑に な
るため、より算定が容易な販売価額を⾃家消費時に計上するのである、と説明 す

 
⼼ と し て − 」 明 治 ⼤ 学 会 計 論 叢 7 巻 35 ⾴ （ 2012）。  

19 沼 ⽥ ・ 前 掲 注 18・ 40 ⾴ 。  
20 調 整 対 象 固 定 資 産 に は 棚 卸 資 産 を 含 ま な い の で 、 消 費 税 法 33 条 、 34 条 、 35 条 は 本 稿 で

は 取 り 扱 わ な い 。  
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ることもできる。しかし、⾃家消費の本質を必要経費・税額控除の事後否認と 捉
えながらも、計上⾦額算定については簡便的に販売価額を使っている、とする の
は些かご都合主義的な解釈に思える。 

特に消費税法では、納税義務者の免税点制度、簡易課税制度の適⽤判定、課 税
売上割合は、課税売上を基礎とするから、⾃家消費を税額控除の調整とする場 合
と、課税売上として計上する場合とでは結果が⼤きく異なることになる。さらに、
その課税売上を基礎とした、課税売上割合は仕⼊税額控除にも関連することを 鑑
みれば、その影響は広範に及ぶ。このような波及する影響の⼤きさに⽬を瞑っ て
まで、⾦額算定の容易さを優先する必要性があるとは到底思えない。 

沼⽥博幸 21は、控除否認説を基本としつつも、事業者が製造した商品のように 、
付加価値が加わる場合などには課税売上に含めるという⽅法が適切として、売 上
計上した⽅が妥当な場合があることを認めている。しかし、付加価値という⽬ に
⾒えないものを、付加価値が加わる場合と加わらない場合とで、どう区分する の
か、1 つの取引に付加価値が加わる取引と加わらない取引とが、混在する場合 は
どうするのか、この問いに対する回答は明確ではない。 

また、免税事業者であった課税期間中に仕⼊れた資産を、課税事業者である 課
税期間中に家事⽤に消費した場合、その資産が棚卸資産であれば、課税事業者 に
なった際に消費税法 36 条 1 項を通じて仕⼊税額控除を受けることになる。し た
がって、その後に⾏われた⾃家消費を事後否認と考えても、⼀応、合理性はあ る
と⾔える。しかし、その資産が棚卸資産以外の事業⽤資産であれば、免税事業 者
から課税事業者への移⾏時に消費税法 36 条 1 項の適⽤はなく、仕⼊税額控除 は
受けられないため、控除否認説は合理性を⽋くこととなる。 

同様に、⾮課税売上に対応する課税仕⼊れや、家事⽤から事業⽤に転⽤した 資
産、あるいは無償で譲り受けた資産は、そもそも仕⼊時に仕⼊税額控除を⾏っ て
いない。消費税における⾃家消費は、仕⼊税額控除の事後否認という考えを徹 底
させると、仕⼊時に仕⼊税額控除を⾏っていない取引は、事後否認すべき仕⼊ 税
額控除がないことになり、結果的に、仕⼊税額控除を⾏っていない資産の⾃家 消
費に対しては課税すべきでない、という⽭盾に陥りはしまいか。 

さらに、簡易課税制度の適⽤がある場合には、控除仕⼊税額はみなし仕⼊率 に
よって算出されるので、税額控除の否認という発想⾃体が出てこない。したが っ
て、簡易課税制度の適⽤時には消費税法 4 条 5 項 1 号の適⽤がないよう、但し書
きを設けるべきところ、そのような措置はとられていない。 

控除否認説は考え⽅としては単純明快だが、それゆえに、説明のつかないこ と
も多い。 

 
21 沼 ⽥ ・ 前 掲 注 18・ 38 ⾴ 。  
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第２項  売上説 
 

１ 概要  
売上説とは、⾃家消費の本質を次のように考える説である。⾃家消費は家事費・

家事関連費と別個独⽴の取引、つまり売上と考える。その根拠は所得税法と消 費
税法における⾃家消費の計上の原則に求められる。所得税法 39 条は原則として、
⾃家消費⾦額には消費時の資産の価額を計上すべきとしており、消費税法 4 条 5
項 1 号も⾃家消費を、対価を得て⾏われる資産の譲渡とみなし、消費税法 28 条 3
項 1 号で、消費時の資産の価額を計上すべき、としている。そしてこの「価額」
とは、通常他に販売する価額とされる 22。両法とも⾃家消費は原則、消費時の販 売
価額で計上することを明⽂で要求しているのである。この事実は、所得税法、 消
費税法ともに⾃家消費を売上として予定していることの証左である。 

また、消費税法４条５項 1 号は、反証を認めない「みなす」という強い表現 を
使っている。ここから必要経費や税額控除の事後否認という思考は読み取れず 、
別の取引であることは明⽩である。 

税制調査会 23は、「もともと販売商品として保有していたものであるから、そ の
商品を販売してこれと同種商品を購⼊して消費したという⽴場で考えるのが妥 当」
とし、⾃家消費を所得として課税する根拠として、⾃家消費が販売であるから こ
そ、販売利益に相当する部分の所得があることを挙げている。この考えを⽤い た
判例として、【⼤阪地判昭和 50 年 4 ⽉ 22 ⽇税資 81 号 277 ⾴】がある。判決⽂で
は、⾃家消費の計上⾦額を原則として販売価額としていることについて、「たな卸
資産は通常販売価額で譲渡されるものであつて、⾃家消費の場合にも、経済的 に
は、当該商品を顧客に販売したうえ、右売上⾦で同⼀商品を他の販売業者から 購
⼊した場合とその効果を⼀にするからであると解される（右の場合に、販売価 額
による売上収⼊があつたものとされることは明らかであろう）」としている。【⼤
阪地判昭和 63 年 11 ⽉ 30 ⽇税資 166 号 538 ⾴】のように、販売を顧客にではな
く、⾃⼰に売却したものとみる考え⽅もある 24 25。 

棚卸資産の⾃家消費として計上すべき⾦額について、所得税基本通達 39-2 が
 

22 所 得 税 基 本 通 達 39-1。 濱 ⽥ 正 義 編 『 消 費 税 法 基 本 通 達 逐 条 解 説 』 614 ⾴ （ ⼤ 蔵 財 務 協 会 ,
平 成 30 年 版 ,2020）。  

23 税 制 調 査 会 「 所 得 税 法 及 び 法 ⼈ 税 法 の 整 備 に 関 す る 答 申 」 6 ⾴ （ 1963 年 12 ⽉ ）。  
24 同 旨 、 伊 藤 元 夫 「 ⾃ 家 消 費 」 ⾦ ⼦ 宏 編 『 税 務 百 科 ⼤ 辞 典 』 320 ⾴ （ ぎ ょ う せ い ,第 2

版 ,1980）、 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 265 ⾴ 。 消 費 税 法 4 条 5 項 1 号 に つ き 同 旨 、 ⽔ 野 ・ 前 掲 注
17・ 749 ⾴ 。  

25 同 判 決 が 、 所 得 税 法 39 条 に い う 、「 価 額 」 と は 「 販 売 価 額 」 で は な く 「 仕 ⼊ 価 額 」 を 指
す と 解 す べ き 旨 の 納 税 者 の 主 張 を 斥 け て い る こ と か ら も 、 ⾃ 家 消 費 は 必 要 経 費 の 事 後 否 認
で は な い と 解 す る こ と が で き る 。  
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取得価額以上、消費税法基本通達 10-1-18 が課税仕⼊れの⾦額以上の計上を要 求
していることは、控除否認説では、重要な論拠となっていた。しかし、売上説 に
おいては、⼀種の制約条件 26として考えることになろう。すなわち、取得価額未 満、
課税仕⼊れの⾦額未満の⾦額を計上することは恣意的な所得の減額、課税売上 の
減額につながるため、そのような⾏為を防⽌するための⼿段として、取得価額 以
上、課税仕⼊れの⾦額以上を求めているに過ぎない、と考えるのである。 

酒井克彦 27は控除否認説の根拠の根底には、所得税法 45 条 1 項 1 号の家事費 の
必要経費不算⼊があるとしている。そして、所得税法 39 条が、所得税法 45 条 1
項 1 号の考えに基づくのであれば、「原価相当額を⾃⼰否認すればよいはずであ
る」と控除否認説を批判 28する。その上で、所得税法 39 条が⾃家消費の⾦額を 総
収 ⼊ ⾦ 額 に 算 ⼊ す る こ と を 要 請 し て い る の は 、「 帰 属 所 得 に 対 す る 課 税 と し て 説
明するのが妥当」と結論づける 29。なお、⾕⼝勢津夫 30は【⼤阪地判昭和 50 年 4
⽉ 22 ⽇税資 81 号 277 ⾴】、【⼤阪地判昭和 63 年 11 ⽉ 30 ⽇税資 166 号 538 ⾴】
を念頭に置き、市場取引とのアナロジーで考えるならば、帰属所得といっても 、
疑似帰属所得とみるべきと述べる。 

 
２ 批判と反論  

棚卸資産の⾃家消費が、帰属所得に対する課税であるとする説に反対する意 ⾒
もある。杉本不⼆男 31は、棚卸資産は、元々、必要経費とすることを予定してい た
ものを⾃⼰使⽤したものであり、客観的な担税⼒のある価値の発現の把握が可 能
であるから、⾃家消費は帰属所得ではないと異を唱える。しかし、杉本不⼆男 の
述べる通りであれば、所得を経済価値の外からの流⼊とする、所得税法 36 条 の
別段の定めとして、所得税法 39 条を置く必要がない。この場合、⾃家消費の直接
の課税根拠は所得税法 36 条に求められることとなり、所得税法 39 条の位置づ け
は、単なる確認規定に留まるということになる。 

しかし、⾃家消費は明らかな「内部」取引であり、所得税法 36 条を課税根拠と
するのは無理に思える。やはり⾃家消費は帰属所得に対する課税であって、収 ⼊

 
26 植 松 守 雄 「 所 得 税 法 の 諸 問 題 (4)― 所 得 の 概 念 ― 」 税 経 セ ミ ナ ー 14 巻 5 号 23 ⾴ （ 1969）。  
27 酒 井 克 彦 『 裁 判 例 か ら み る 所 得 税 法 』 325-326 ⾴ （ ⼤ 蔵 財 務 協 会 ,2016）。  
28 酒 井 克 彦 ・ 前 掲 注 14・ 60 ⾴ 。 控 除 否 認 説 を 採 る こ と は 、「 趣 旨 を 無 視 し て 、 法 の 根 拠 な

く ⾮ 課 税 の 取 扱 い を ⾏ う に 等 し い 」 と も 批 判 す る 。  
29 同 旨 、 ⾦ ⼦ 宏 『 租 税 法 』 241 ⾴ （ 弘 ⽂ 堂 ,第 23 版 ,2019）。 植 松 守 雄 「 所 得 税 法 の 諸 問 題

(3)― 所 得 の 概 念 ― 」 税 経 セ ミ ナ ー 14 巻 4 号 13 ⾴ （ 1969）。  
30 ⾕ ⼝ ・ 前 掲 注 8・ 318 ⾴ 。  
31 杉 本 不 ⼆ 男 「 帰 属 所 得 の 課 税 上 の 問 題 点 」 東 京 ・ 城 南 の よ ろ ず 相 談 所  税 理 ⼠ ・ ⾏ 政 書 ⼠  

杉 本 不 ⼆ 男 総 合 事 務 所 http://www.sugimotofujiosougoujimusyo.jp/article/16064136.html
（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  
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概念を⽤いたがために課税の範囲から外れたもの（帰属所得）を、今⼀度課税 の
範囲に取り込むための⼿段としての定めが、創設的規定 32、例外規定たる所得税 法
39 条であると解するのが⾃然である。 

売上説は帰属所得に対する課税を明確に説明でき、現⾏では課税されていない 、
⾃⼰に対するサービスについての課税根拠ともなり得る。しかし、それは同時 に
⾃⼰に対するサービスに対してなぜ課税が⾏われていないのか、という控除否 認
説では容易に説明できることが、売上説では説明できないことを意味する。 

また、売上説は⾃家消費と家事費・家事関連費とは別個の取引と考えるので 、
⾃家消費の適⽤範囲もまた、家事費・家事関連費とは別の基準が必要となるこ と
も付け加えておかねばならない。 
 

第３項  本稿の⽴場 
結局の所、控除否認説を採るか、売上説を採るかの違いは、①⾃家消費を売 上

として計上するという点を重視するかしないか、②⾃家消費の適⽤範囲を所得 税
法 45 条の適⽤範囲と同様に考えるか否か、という 2 点に集約される。そして売
上として計上する点を重視するかしないかの違いは、必要経費・税額控除の事 後
否認という消極的な課税である控除否認説と、帰属所得、消費に対する積極的 な
課税である売上説という、課税に対する態度の違いとなって表れ、⾃家消費の 適
⽤範囲を所得税法 45 条の範囲と同様に考えるか否かの違いは、所得税法 45 条 に
束縛されることなく、⾃家消費の適⽤範囲を独⾃に設定できるかどうか、とい う
議論に発展していく。この 2 点については第２章で後述する。 

では税法がどちらの説に拠っているかと⾔えば、所得税法において総収⼊⾦ 額
に算⼊するとしていること、消費税法において、多くの規定に影響を及ぼし、 計
算が煩雑となることを容認してまで課税売上として計上することを敢えて選択 し
ている 33ことから、控除否認説における、必要経費・税額控除の事後否認として の
機能は認めつつも、売上説を採⽤していると考えるのが妥当であろう。なお、 課
税庁もタックスアンサー 34に、「商品の販売があったものとして取り扱･･･」う 、と
しているから、売上説の⽴場をとっていると考えられる。本稿では以降、売上 説
を採る⽴場によって論を進めていくこととする。 

 
32 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 273 ⾴ 。  
33 課 税 売 上 ⾼ や 課 税 売 上 割 合 に 影 響 を 与 え な い ⽅ 法 と し て 、 消 費 税 法 39 条 3 項 に 規 定 す る

貸 倒 れ 債 権 の 回 収 が あ っ た 場 合 の 、 控 除 過 ⼤ 税 額 の 調 整 の よ う に 、 課 税 標 準 か ら 切 り 離 し
て 、 直 接 税 額 を 加 算 す る ⽅ 法 が あ る と こ ろ 、 そ の ⽅ 法 も 採 ⽤ し て い な い 。  

34 国 税 庁 「 No.2200 収 ⼊ ⾦ 額 と そ の 計 算 」 タ ッ ク ス ア ン サ ー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和
4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  
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第５節  ⾃家消費計上の必要性 

なぜ⾃家消費を計上しなければならないのか、という点を⽴法趣旨と実務上 の
必要性の⾯から考察する。⾃家消費は売上の全体⾦額に⽐べれば僅少であるこ と
が殆どであると⾔われるが、所得税法、消費税法が敢えて本法に規定している の
はなぜなのか。それを解明し、理解することが、⾃家消費の本来あるべき姿と 現
状との乖離を浮き彫りにすることに繋がり、問題解決の⽷⼝となるのである。 

 
第１項  所得税法の⽴法趣旨と包括的所得概念 

 
１ 包括的所得概念  

所得税は収得税であり、個⼈の所得を課税物件とする。そして、この所得の 範
囲について、所得区分に①制限的所得概念のもとでは除かれることになる譲渡 所
得を加えていること。②偶発的利得である⼀時所得や、バスケットカテゴリー と
して雑所得を設けていることから、所得税法は包括的所得概念を採⽤している と
考 え ら れ て お り 、 判 例 や 裁 決 も こ れ を ⽀ 持 し て い る 35。 包 括 的 所 得 概 念 の も と で
は、源泉のいかん、形式のいかん、合法性の有無にかかわらず、⼈の担税⼒を 増
加させる利得はすべて所得を構成すると解されている 36。 

 
２ ⾃家消費と包括的所得概念  

このような考えのもと、覚せい剤の密売による不法な利益を雑所得とした事 案
として、【国税不服審判所裁決平成２年４⽉ 19 ⽇裁決事例集 39 集 41 ⾴】がある
が、仮に密売⽤の覚せい剤を⾃分で使っていたとしたら、⾃家消費として課税 さ
れることとなるであろう。事実、⿇薬及び向精神薬等の販売業をしていた納税 者
が受けた推計課税の合理性を争った事例として、【さいたま地判平成 24 年 4 ⽉ 25
⽇税資 262 号順号 11936】があり、課税庁は納税者が仕⼊れた⿇薬及び向精神 薬
等のうち、⾃家消費した部分を収⼊⾦額に計上する必要がある旨の主張をして い
る。 

このような所得を包括的に捉えようとする考え⽅からは、⾃⼰の財産の利⽤ 及
び⾃家労働から得られる経済的利益（いわゆる帰属所得）や、未実現利益も所 得

 
35 所 得 税 法 が 包 括 的 所 得 概 念 を 採 ⽤ し て い る と 明 ⾔ し た 判 決 と し て 、 東 京 地 判 平 成 24 年 12

⽉ 25 ⽇ 税 資 262 号 12122 順 号 （ マ カ オ 2 泊 3 ⽇ 事 件 ）、 名 古 屋 地 判 平 成 21 年 9 ⽉ 30 ⽇
判 時 2100 号 28 ⾴ 、 ⼭ ⼝ 地 判 平 成 31 年 2 ⽉ 13 ⽇ 税 資 269 号 13241 順 号 、 他 多 数 。 裁 決
と し て 、 国 税 不 服 審 判 所 裁 決 平 成 29 年 2 ⽉ 6 ⽇ 裁 決 事 例 集 106 集 1 ⾴ 、 国 税 不 服 審 判 所
裁 決 平 成 23 年 12 ⽉ 2 ⽇ 裁 決 事 例 集 85 集 28 ⾴ 、 他 多 数 。  

36 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 196 ⾴ 。  
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を構成することとなる（これを「広義の包括的所得概念」と定義する）。そして⾃
家消費は帰属所得の⼀種として捉えられる 37 38。 

帰属所得や未実現利益は捕捉が困難であり、⾦額の測定も容易ではないため 、
通常は課税の対象から除かれる（これら帰属所得や未実現利益を除いた包括的 所
得概念を「狭義の包括的所得概念」と定義する）が、これは帰属所得や未実現 利
益が本質的に所得ではないのではなく、本質的には所得であるものが、捕捉、 測
定の困難性から課税範囲の埒外になっているものである 39。したがって、帰属所 得
や未実現利益であっても、捕捉、測定が可能であるものについては広義の包括 的
所得概念を積極的に⽤いるべきであり、それを法として具体化したものの⼀例 が
⾃家消費と⾔える。 

わが国は戦前の所得税法において、制限的所得概念を採⽤していたが、戦後 、
シャウプ勧告に基づく昭和 25 年の所得税法改正を経て、包括的所得概念に移 ⾏
したというのが⼀般的な理解である。⾃家消費を規定した所得税法 39 条（昭 和
25 年度改正時は旧所得税法 10 条の補⾜的規定として旧所得税法施⾏規則９条の
３）もこの昭和 25 年改正の⼀環として盛り込まれることとなった。当時の社 会
的背景として、⾷料事情がかなり逼迫しており、これに対して農家は⾃給⾃⾜ が
可能で、それだけ⾼い担税⼒を持つことになるから、⾃家消費の課税を承認す る
要因になったとも⾔われる 40。 

なお、包括的所得概念における⾃家消費の基本的な捉え⽅は、所得の獲得段 階
（⼊⼝）からの把握であるが、消費や貯蓄などの所得の使途段階（出⼝）から の
把握においても⾃家消費は所得として観念される。すなわち、包括的所得概念 は
「所得＝消費額＋純資産増加額」の算式で表されるから、⾃家消費が消費であ る
限り、「消費＝所得」の等式が成⽴するためである。この消費を所得に取り込む 性
質 41は、消費税における⾃家消費の計上の必要性にも通じるところがある。 

 
３ ⾮課税所得  

帰属所得と同様、所得税の課税範囲から除かれるものに所得税法 9 条に列挙さ
れる⾮課税所得があるが、ここで帰属所得との対⽐として、⾮課税所得の位置 付

 
37 元 々 は 他 者 と の 関 係 の 中 で 所 得 を 得 る ⽬ 的 で あ っ た も の が 、 ⾃ ら 消 費 す る こ と に よ り 、 ⾃

⼰ に 「 帰 属 」 す る こ と に な る た め で あ る 。  
38 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1112 ⾴ 。 帰 属 所 得 に は 、 帰 属 家 賃 、 帰 属 賃 ⾦ 、 帰 属 収 益 、 帰 属 使 ⽤ 料

が 挙 げ ら れ 、 所 得 税 法 39 条 に 規 定 す る 棚 卸 資 産 の ⾃ 家 消 費 は 、 帰 属 収 益 に 該 当 す る 。  
39 税 制 調 査 会 「 わ が 国 税 制 の 現 状 と 課 題 − 21 世 紀 に 向 け た 国 ⺠ の 参 加 と 選 択 − 」 86 ⾴

（ 2000 年 7 ⽉ ）。  
40 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 264 ⾴ 。  
41 岡 村 忠 ⽣ ＝ 渡 辺 徹 也 ＝ ⾼ 橋 祐 介 『 ベ ー シ ッ ク 税 法 』 62 ⾴ （ 有 斐 閣 ,第 7 版 ,2013）。  
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けも確認しておきたい。⾮課税所得の代表的なものはフリンジベネフィット（ 現
物給与）であるが、⾮課税所得が課税されない根拠は捕捉や測定の困難性では な
く、実費弁償の性格や、少額不追及、⼆重課税の排除、福利厚⽣の性格、租税 政
策上などの理由である。このように、帰属所得と⾮課税所得は課税されない根 拠
を異にするため、本稿では以後、⾮課税所得には触れないこととする。 

 
４ 修正包括的所得概念  

以上のことをまとめると、下記の図- 3 の通りとなる。筆者は図- 3 でグレーの
網掛けをした部分（狭義の包括的所得概念に帰属所得と未実現利益のうち、所 得
として捕捉、測定が可能なもの［所得税法 39 条、所得税法 40 条 42、所得税法 41
条 43、所得税法 59 条］を加え、⾮課税所得を差引いたもの）を、「修正包括的 所 得
概念」と定義する。そして、この修正包括的所得概念が、筆者の考える現⾏所 得
税法の課税範囲である 44。 
 
図- 3 修正包括的所得概念のイメージ図 

 
 

42 所 得 税 法 40 条 は 帰 属 所 得 へ の 課 税 か 、 未 実 現 利 益 へ の 課 税 か ⾒ 解 が 分 か れ る 。 帰 属 所 得
と み る ⾕ ⼝ ・ 前 掲 注 8・ 318-319 ⾴ 、 未 実 現 利 益 に 対 す る 課 税 と み る ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・
241 ⾴ 、 佐 藤 秀 明 『 ス タ ン ダ ー ド 所 得 税 法 』 16 ⾴ （ 弘 ⽂ 堂 ,第 2 版 補 正 2 版 ,2020）、 ⼤ 阪
⾼ 判 昭 和 56 年 7 ⽉ 16 ⽇ ⾏ 集 32 巻 7 号 1054 ⾴ （ 株 式 会 社 藤 松 事 件 ）。  

43 所 得 税 法 41 条 に 規 定 す る 、 い わ ゆ る 「 収 穫 基 準 」 も 帰 属 所 得 へ の 課 税 か 、 未 実 現 利 益 へ
の 課 税 か ⾒ 解 が 分 か れ る 。 帰 属 所 得 と み る 酒 井 ・ 前 掲 注 14・ 59 ⾴ 、 ⾕ ⼝ ・ 前 掲 注 8・ 208
⾴ 、 岩 﨑 政 明 「 未 実 現 利 得 ・ 帰 属 所 得 に 対 す る 所 得 課 税 」 税 務 事 例 研 究 110 号 29 ⾴
（ 2009）。 未 実 現 利 益 の 性 質 と み る ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1099 ⾴ 、 佐 藤 ・ 前 掲 注 42・ 16 ⾴ 。  

44 こ の 他 、 納 税 を 免 除 さ れ る 免 税 所 得 が あ る が 、 本 稿 で は 触 れ な い 。  
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なお、所得税が包括的所得概念を採⽤する限り、有する棚卸資産の私的消費 の
みならず、⾃⼰に対するサービスも、担税⼒を増加させる利得に該当し、課税 す
べき所得を構成するはずである。しかし、現状の課税の範囲は、棚卸資産の私 的
消費に限られている。なぜ⾃⼰に対するサービスが、所得税の課税の範囲から 外
れるのか、この点については第２章第５節において後述する。 

以上の通り、所得税法の⽴法趣旨から、⾃家消費が課税されるべき必要性、 及
びその理由が明らかになった。続いて消費税法における⽴法趣旨と⾃家消費が 課
税されるべき必要性、及びその理由について検証する。 

 
第２項  消費税法の⽴法趣旨と課税の対象 

 
１ 間接消費税と⾃家消費  

消 費 課 税 は 消 費 に 担 税 ⼒ を 認 め る も の で あ り 45、 消 費 税 法 は 消 費 に 広 く 薄 く 負
担を求めることとしている（税制改⾰法 10 条）。その趣旨から、⾃家消費が消 費
活動である以上、課税がなされるのが当然と考えられる 46。しかし、消費税法 は 実
際には最終消費を課税の対象とはしておらず、その前段階である資産の譲渡、 資
産の貸付け、役務の提供、あるいは保税地域から引き取られる外国貨物を課税 の
対象としている 47 48。それは直接的な捕捉・把握が困難な、消費者による財・サ ー
ビスの消費を包括的に課税の対象とするため、消費税法が、間接消費税の徴税 ⽅
式を採っているがゆえである。その反作⽤として⾃家消費については別段の定 め
を置かざるを得なくなっている。仮に消費税が消費に対する直接消費税であり 、
納税義務者が消費者であったならば、消費者は消費の事実に基づいて納税を⾏ う
こととなり、例外規定としての消費税法 4 条 5 項 1 号は不要であっただろう。 

つまり、間接消費税の徴税⽅式を採る消費税法において、⾃家消費が課税さ れ
る直接的な根拠は、⾃家消費が消費⾏為そのものであるからではなく、⾃家消 費
が、次段階における消費者の消費を推認できる状態（課税の対象となる要件を 充
たす）からこそ課税が必要、という思考⼿順を経ることになる。この考えに従 っ
て国内取引、輸⼊取引の別に⾃家消費が課税の対象となるかどうかを⾒ていこう。 

 
２ 国内取引  

国内取引において消費税の課税の対象となるものは、①国内において②事業 者
が事業として③対価を得て⾏われる④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供 と

 
45 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 778 ⾴ 。  
46 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 17・ 749 ⾴ 。  
47 図 ⼦ 善 信 『 税 法 概 論 』 195 ⾴ （ ⼤ 蔵 財 務 協 会 ,⼗ 訂 版 ,2013）。  
48 国 内 に お い て ⾏ わ れ る 特 定 仕 ⼊ れ に つ い て 本 稿 で は 触 れ な い 。  
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いう、いわゆる 4 要件に該当するものである。⾃家消費がこの 4 要件を充⾜すれ
ば、課税の対象として妥当であるということになる。 

①  国内において･･･ 
⾃家消費について、国内であるかどうかが問題となる場⾯は想定しにくい。 消

費税法 4 条 3 項 1 号は資産の譲渡の場合の国内取引の判定を、譲渡が⾏われる時
において、その資産が所在していた場所が国内であるかどうかによって⾏うと し
ている。棚卸資産のような有形の資産の場合、譲渡が⾏われる場所と資産が所 在
していた場所は通常⼀致するから、⾃家消費がされる場所が国内であれば国内 取
引となり、「国内において」の要件を充⾜する。 

②  事業者が事業として･･･ 
「事業者」については消費税法 2 条 1 項 4 号において「個⼈事業者及び法⼈を

いう」と定義されているが、「事業」そのものについて、消費税法は定義を置いて
いない。この点、消費税法基本通達 5-1-1 は、事業とは、対価を得て⾏われる 資

産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独⽴して⾏われること
、、、、、、、、、、、、、、、、

と し
ている。そして、反復、継続、独⽴はその規模を問わないこととされる。なぜ な
ら、消費税法が事業者を納税義務者に規定しているのは、その相⼿⽅である消 費
者の消費⽀出に着⽬したもので、これを提供する事業者の規模そのものは、消 費
税法が課税を意図する担税⼒と直ちに結びつかない 49ためである。つまり、消費 者
における消費⽀出の担税⼒と、事業者の事業規模は⼀切関係がない。 

また、消費税法基本通達 5-1-1 は注書に、個⼈事業者が⽣活の⽤に供してい る
資産を譲渡する場合の、その譲渡は「事業として」には該当しないとしている か
ら、例えば個⼈事業主が趣味で家庭菜園を⾏って、収穫した農産物を家事のた め
に消費したとしてもそれは「事業として」⾏うものとは⾔えない。ここからは 、
資産の譲渡が「事業として」に該当するためには、譲渡以前に、その資産を「 事
業として」取得している必要があることが読み取れる。この点、⾃家消費の対 象
となる資産である棚卸資産とは、⼀般的には販売の⽤に供するために取得する も
のを指すから、「事業として」取得した資産である。そして、売上説により⾃家消
費は販売であると考えるのであるから、「事業として」資産を販売（譲渡）するこ
とになる。これらのことから、棚卸資産の⾃家消費は、まさしく「事業として 」
取得した資産を「事業として」譲渡するものであり、「事業として」の要件を充⾜
する 50。 

 
49 富 ⼭ 地 判 平 成 15 年 5 ⽉ 21 ⽇ 税 資 253 号 順 号 9349。  
50 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 17・ 749 ⾴ は 、 ⾃ 家 消 費 は 「 事 業 と し て 」 ⾏ わ れ た も の と 解 さ れ ず 、 こ れ

を 消 費 税 法 4 条 5 項 1 号 に よ っ て 擬 制 し て い る （ つ ま り 、「 事 業 と し て 」、 と 「 対 価 を 得
て 」 の 2 つ を 「 み な し て 」 い る ） と の ⽴ 場 で あ る 。  
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③  対価を得て⾏われる･･･ 
⾃家消費は通常無償で⾏われる。消費税法 4 条 5 項 1 号にある「みなす」とい

う⽤語は、本来は異なるものを法律上は同じものとして取扱い、反証を許さない、
という意味で使⽤されるから、消費税法は⾃家消費が無償で⾏われることを想 定
していると解される。しかし、消費税法が原則として対価を得て⾏われるもの に
対して課税する（有償取引課税の原則）51としているにもかかわらず、消費税法 4
条 5 項 1 号により個⼈事業主の⾃家消費は対価が無くても課税される 52。従 業 員
に対する棚卸資産の無償譲渡の場合は課税の対象とならないことや、⼀般消費 者
が家事⽤資産を購⼊した場合の税負担とのバランスを考えると、消費税法 4 条 5
項 1 号は、個⼈事業主の⽴場を利⽤した租税回避の防⽌、あるいは消費税の実質
負担者である最終消費者がいなくなることを避けるための、課税技術的な規定 と
解 せ る 53 54。 つ ま り 、 ⾃ 家 消 費 に は 対 価 が な い た め に 、 そ の ま ま で は 「 対 価 を 得
て」という要件を充たさず、課税できない。しかし、それでは個⼈事業主が最 終
的には私的消費に充てるものを、事業⽤として仕⼊れることで仕⼊税額控除を 受
け、税抜き⾦額で購⼊したと同様の経済効果を得ようという誘因が働き、租税 回
避が横⾏してしまう。これを防ぐために消費税法 4 条 5 項 1 号を置き、対価があ
るとみなすことで、「対価を得て」の要件の充⾜を図っているのである。 

④  資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供 
本稿が取り扱う⾃家消費は、専ら個⼈事業主による棚卸資産の⾃家消費であ る

ので、資産の譲渡に該当し、要件を充⾜する。 
以上①〜④から、⾃家消費は国内取引の課税の対象となる 4 要件を充⾜し、国

内取引の課税の対象となることが確認できた。 
 

３ 輸⼊取引  
消費税法４条 2 項は、保税地域から引き取られる外国貨物は課税の対象であ る

とし、消費税法基本通達 5-6-1 は保税地域内で消費される外国貨物は、保税地 域
から引き取ったとみなすこととしている（みなし引取り）。つまり、個⼈事業主 が
保税地域内で輸⼊した⾷品の試⾷などをして消費した場合、その⾷品は保税地 域
から引き取られたものとみなされ、消費税が課されるのである。この消費に対 し

 
51 ⼭ 本 守 之 「 課 税 対 象 取 引 と 課 税 対 象 外 取 引 」 ⽇ 税 研 論 集 30 号 138 ⾴ （ 1995）。  
52 国 税 庁 「 No.6317 個 ⼈ 事 業 者 の ⾃ 家 消 費 の 取 扱 い 」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4
年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。 消 費 税 法 4 条 5 項 1 号 と 2 号 を 、 対 価 を 得 な い 取 引 の 例 外 と 位 置 づ け て
い る 。  

53 会 計 検 査 院 「 平 成 30 年 度 決 算 報 告 」 158 ⾴ （ 2020 年 3 ⽉ ）。  
54 ⾦ ⼦ 宏 「 総 論 ― 消 費 税 制 度 の 基 本 的 問 題 点 ― 」 ⽇ 税 研 論 集 30 号 11 ⾴ （ 1995）。  
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て消費税が課されなければ課税の機会が失われてしまうため、保税地域内にお け
る⾃家消費への課税は当然と⾔えよう。 

輸⼊取引における納税義務者は、外国貨物を保税地域から引き取る者であり 、
事業者、消費者を問わない。個⼈事業主には同⼀⼈に事業者としての個⼈と、 消
費者としての個⼈という異なる⽴場が併存するため、保税地域内の⾃家消費は 、
事業者として⾏ったのか、消費者として⾏ったのか、が問題となる。この点、 輸
⼊を⾏う場合、ある程度のロットをまとめる必要があることが通常であるが、 消
費者がロット単位による⼤量輸⼊を⾏うことは想定しづらい。そのため保税地 域
内の⾃家消費は「事業者としての個⼈の⽴場で輸⼊」を⾏い、「消費者としての 個
⼈の⽴場で消費」した、と考えるのが妥当であろう。 

なお、輸⼊取引は、国内取引のように対価の要件がなく、無償取引であっても、
外国貨物の引取りという事実のみで課税の対象となる。したがって、農家が国 外
に有する畑から収穫された農産物を輸⼊し、保税地域から引き取ったような場合、
そこに対価の⽀払いはないが、課税されることになる。 

輸⼊取引における⾃家消費の特殊性は、みなし引取りの規定により、「引取り」
と「消費」が同時に⾏われる点であり、引き取ったとみなされる外国貨物に対 し
て課税されるのと同時に、⾃家消費に対しても課税されることにある。そして 、
この特殊性は、輸⼊取引における⾃家消費に対する課税の直接的な根拠が、先 に
⾒た国内取引と同様、4 要件となることを意味する。やや複雑であるので課税 関
係を整理してみよう。 

まず、保税地域内で⾃家消費を⾏った場合、①消費税法基本通達 5-6-1 のみな
し引取りの規定により、外国貨物の引取りがあったものとみなされ、消費税の 納
税義務が発⽣する（消費税法 4 条 2 項）。それと同時に②⾃家消費が事業として
対価を得て⾏われる資産の譲渡とみなされるため、国内取引における 4 要件を充
⾜し、ここでも納税義務が発⽣する（消費税法 4 条 1 項及び消費税法 4 条 5 項 1
号）。⼀⾒すると、⼆重に納税義務が発⽣しているように思われるが、①の段階 で
税関に納めた消費税は、仕⼊税額控除ができるため、結果として⼆重性は排除 さ
れることになる。 
 

４ 消費税法の⽴法趣旨による必要性まとめ  
以上の通り、消費税法の⽴法趣旨から、⾃家消費が課税されるべき必要性、 及

びその理由が明らかになった。⾃家消費は消費そのものであり、消費に担税⼒ を
認める消費税法の本来の趣旨から、当然課税されるべきである。しかし、現⾏ 消
費税法は間接消費税の徴税⽅式を採っているがゆえに、消費そのものには課税 で
きず、消費の前段階で課税の対象となる要件を充⾜した場合に課税することと し
ている。検証の結果、⾃家消費は国内取引においても、輸⼊取引においても、 要
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件を充⾜することが明らかになり、その必要性を確認することができた。 
 
第３項  実務に⾒る⾃家消費計上の必要性 

⾃家消費は⽴法趣旨のほか、実務上の要請からも計上が求められると考える 。
具体的には、税務執⾏上の必要性と、事業遂⾏上の必要性である。 

 
１ 税務執⾏上の必要性  

本節 1 項、2 項で⾒た通り、⾃家消費が所得であり、消費であり、課税の対象
となる要件を充⾜する以上、⾃家消費を計上する必要性があることは当然であ る
が、それ以外にも、⾃家消費を計上しなければならない実務上の必要性があり 、
その 1 つが税務執⾏上の必要性である。 

⾃家消費は内部取引であるので、外部から実態を把握することは困難である と
同時に、消費により棚卸資産が消滅、あるいはその価値を著しく毀損する。し た
がって、消費の事実が⽣じた段階で課税を⾏わなければ、課税の機会は永久に 失
われてしまう。ここに所得税法 59 条によるキャピタルゲインへの課税との⼤ き
な違いを認めることができる。 

所得税法 59 条は、資産の無償譲渡が永久に繰り返され、課税の機会を逸し て
しまうことを防ぐため、譲渡時において⼀旦時価による清算がされたものと仮 定
して、譲渡資産の含み益に課税する。所得税法 59 条による課税の場合、譲渡され
た対象物は、消滅することなく、譲渡後も存在し続けることから、まさに未実 現
利益に対する課税である。これに対し、⾃家消費の場合、消費された対象物は 消
滅してしまうので、実現した利益に対する課税であると⾔える。 

したがって、所得税法 59 条による課税では、仮に誤った⾦額で計算された と
しても、将来実現した時点で、誤った⾦額部分の課税が取り戻される可能性が あ
るが、⾃家消費が誤った⾦額で計上されてしまうと、⼆度と課税の機会はなく 、
誤った⾦額部分の課税は永久に取り戻されないことになる。後述する、筆者が ⾃
家消費の計上を可能な限り実額に近いものにすべきと訴える理由は、まさにこ の
点にある。 
 

２ 事業遂⾏上の必要性  
⾃家消費の事業遂⾏上の必要性とは、実務上の必要性の 1 つで、事業を⾏って

いく上で、⾃家消費が必要不可⽋、かつ不可避であるがゆえに、その計上を求 め
るものである。 

これに否定的な意⾒として、菊池衛 55は⾃家消費とは、棚卸資産を業務から分 離

 
55 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 269 ⾴ 。  
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することに他ならず、その消費が原則として新しい経済的価値の造出に結果し な
いものでなければならないため、その外⾒的徴表として、業務を営む者が棚卸 資
産を業務上所有する⽬的に供しなくなったことを、明確かつ客観的に識別し得 る

ほどに分離されることが必要とする。つまり、事業から完全に分離
、、、、、、、、、

したことが 明
らかな状態が⾃家消費であるという。しかし、⾃家消費といえども、幾許かの 事
業性を有しているのが通常であり、私的な消費か事業としての消費か、という ⼆
元論に終始すると、⾃家消費の有する事業性を⾒過ごすことになる。したがって、
筆者は菊池衛の⾒解には賛同しかねる 56。 

以下に⽰すものは、棚卸資産を取り扱う事業であれば、広くどのような事業 に
関しても⾔えることであるが、ここでは特に本稿の研究対象である農業に焦点 を
当てて、どのようなものが事業遂⾏上の必要性に該当するのか、例を挙げて⾒ て
いくこととする。 

まず、⾃家消費は品質管理費、研究開発費の側⾯を有する。農業で例を挙げ る
と、例えば野菜はカット野菜などの製造⼯程を通すものでない限り、ほぼ無検 査
で⾷卓まで届く。安全性を担保するためには、収穫から出荷までの⼯程で、⽣ 産
者⾃らによる検査が必要となるだろう。そして⾃家消費はこの検査の 1 つとして
機能することになる 57。安全性を測定する⽅法として、肥培管理や残留農薬量を 測
定する⽅法があるが、それらにより安全性が担保されるのは数値化できるもの の
みである。また、品質は⾒た⽬で判断できる部分もあるが、消費者にとって⼀ 番
重要な、味や⾆触り、⻭ごたえ、⾹りなど･･･つまり「おいしさ」は技術上、⾷べ
ること（検⾷＝味⾒）でしか確認できない 58。農家は検⾷を通じて、野菜の品種 改
良や、⼟壌改良、施肥管理を⾏っていくため、検⾷は研究開発の⼀部と捉える こ
ともできる。 

安全性をアピールするために検⾷を利⽤することもある。平成 23 年 3 ⽉に福
島第⼀原発事故が発⽣した直後、福島県産の野菜は放射能に汚染されていると い
う⾵評が広まった。筆者が所属していた法⼈と取引のあった、福島の⽣産者が ⽣

 
56 も っ と も 、 菊 池 衛 は 「 原 則 と し て 」 と 、 考 え の 範 疇 か ら 外 れ る も の が あ る こ と に 含 み を 持

た せ て い る の で 、 事 業 か ら の 完 全 な る 分 離 を 指 し て い な い 可 能 性 も あ る が 、 ど の よ う な 意
図 を も っ て 「 原 則 と し て 」 を ⽤ い た の か 不 明 で あ る 。  

57 筆 者 は 、 か つ て 農 家 か ら 野 菜 を 仕 ⼊ れ る 仕 事 に 携 っ て い た が 、 あ る 野 菜 農 家 は 、 野 菜 作 り
で ⼼ が け て い る こ と と し て 「 ⾃ 分 が ⾷ べ て 安 全 、 安 ⼼ 、 美 味 し い と ⾔ え る （ 思 え る ） も の
を 作 る 」 と 語 っ て い た 。  

58 デ リ カ フ ー ズ ホ ー ル デ ィ ン グ ス (株 )【 証 券 コ ー ド ： 3392】 は 、 こ の 「 お い し さ 」 を 構 成 す
る 要 素 を 「 抗 酸 化 ⼒ 」、「 免 疫 ⼒ 」、「 解 毒 ⼒ 」 の 3 つ に 分 類 し 、 ⾮ 破 壊 で 分 析 す る 装 置 を 開
発 し た 。 こ の 研 究 が 「 お い し さ 」 を 測 定 す る ⼿ 法 と し て 確 ⽴ さ れ れ ば 、 検 ⾷ を ⽬ 的 と し た
⾃ 家 消 費 は 必 要 な く な る だ ろ う 。  
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産したほうれん草は、検査の結果、国の基準を下回る放射性物質の値であり、 健
康に被害をもたらすものではなかったにもかかわらず、市場から敬遠され買い ⼿
がつかなかった（いわゆる「⾵評被害」）。そのため、⽣産者は毎⽇ほうれん草 を
⼤量に⾃家消費し、⾃らを実験台にして安全性を訴えていた。当時を思い返せば、
⾃ら⾷べられないようなものを出荷するのか、という市場からの無⾔の圧⼒も あ
ったように感じる。ともあれ、このようにアピールの⼿段として⾃家消費を利 ⽤
するのであれば、その⾃家消費は広告宣伝費の要素を持つと⾔える。 

⽶・⻨等を除くと、野菜や果物については、販売品としては難のあるものを ⾃
家消費している場合も多い 59（例えば曲がったキュウリや、傷のあるリンゴなど）。
現在のわが国では、販売品とならないものを廃棄するにもコストがかかる。⼀⽅、
廃棄することは環境にも負荷をかけるため、これを減らそうという動きもあ る 60。
また、丹精込めて作ったものを、⾒た⽬が悪い等の理由で廃棄することへの⼼ 理
的抵抗や、これを値引き販売するならば、正規品の⽅が売れなくなるというジ レ
ンマ。これらが相俟って、やむなく⾃家消費するという場合も多いのである。 こ
の場合の⾃家消費は処分費⽤としての要素を持つと⾔えよう。 

以上のことから、農業において⾃家消費は事業を遂⾏する上で、どうしても 必
要、かつ省くことができないものであり、単に⾃分で作ったものの⽅が、買う よ
り安いという、経済的合理性によってのみ語られるべきものでないことが分かる。
同時に、この事業遂⾏上の必要性があるがゆえに、農業において⾃家消費が 0 円
ということは考えにくいことになる 61 62。 

なお、農業に限らず、事業遂⾏上の必要性は、品質管理費、研究開発費、広 告
宣伝費、処分費の性格を帯びるため、⾃家消費ではなく、事業消費として計上 す
べきであるとする考え⽅もあるだろう。仕訳で表すと「品質管理費 or 研究開発費
or 広告宣伝費 or 処分費／事業消費」となるのではないか、ということである（『 事
業消費』を他勘定振替勘定と考えると理解が容易となる）。しかし、ここで私的 な
消費か事業としての消費かという、答えの出ない⼆元論を再び持ち出すべきで は
ない。それよりは、消費によって個⼈事業主が消費者として⼼理的満⾜を得て お
り、消費の事実が存在する以上は、⼀旦、帰属所得及び消費税の課税の対象た る

 
59 碓 井 光 明 「 農 業 所 得 課 税 に 関 す る 研 究 （ 4）」 エ コ ノ ミ ア 91 号 （ 1986） 66 ⾴ 。  
60 ⾷ 品 ロ ス の 削 減 の 推 進 に 関 す る 法 律 5 条 は （ 事 業 者 の 責 務 ） と し て 、「 事 業 者 は 、 そ の 事

業 活 動 に 関 し 、 国 ⼜ は 地 ⽅ 公 共 団 体 が 実 施 す る ⾷ 品 ロ ス の 削 減 に 関 す る 施 策 に 協 ⼒ す る よ
う 努 め る と と も に 、 ⾷ 品 ロ ス の 削 減 に つ い て 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 努 め る も の と す る 」 と
定 め る 。  

61 農 業 所 得 ⽤ の ⻘ ⾊ 申 告 決 算 書 に 欄 を 設 け て い る こ と は 、 農 業 に は ⾃ 家 消 費 が あ る と い う 前
提 の 証 左 で あ る 。  

62 (株 )い ろ ど り （ 徳 島 県 上 勝 町 ） が 展 開 す る 、 葉 っ ぱ ビ ジ ネ ス の よ う に 、 飾 り と し て 使 わ れ
る 葉 （ い わ ゆ る 「 つ ま も の 」） の 採 集 を す る 農 業 の 場 合 は 、 消 費 ⾦ 額 0 円 も 想 定 し 得 る 。  
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⾃家消費として計上し、事業としての性格を帯びる部分は、計上⾦額の調整要 素
とするのが妥当と考える。この点は、第３章第１節で後述する。 
 

第６節  ⼩括 

本章では、⾃家消費とは何か、その概要と、なぜ⾃家消費に対して課税が⾏ わ
れるのかという点を、⾃家消費とその関連⽤語の整理を⾏いつつ、⽴法趣旨、 実
務上の必要性の 2 点から検証を⾏った。その結果、所得税法においても、消費税
法においても、課税されるに⾜る法的根拠があることが確認できた。同時に、 両
法は⽴法趣旨、課税の対象がそれぞれ異なるため、適⽤範囲に若⼲の差異があ る
ことも確認された。両法の適⽤範囲については、第２章においてさらに検証を ⾏
っていくこととする。  
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第２章  ⾃家消費の所得区分・適⽤範囲  

 
本章では⾃家消費の所得税法における所得区分及び所得税法、消費税法にお け

る具体的な適⽤範囲を確認する。 
所得税法 39 条は⾃家消費を事業所得か⼭林所得、雑所得のいずれかに区分 す

ることとしているが、どのような条件を充たすと事業所得や⼭林所得あるいは 雑
所得に区分されるかは明⽰されていない。つまり、農業において⾃家消費があ っ
た場合に、どの所得に区分されるかが不明確であるので、これを明確にする。 

また、どこまでを⾃家消費として課税するか、すなわち適⽤範囲（課税対象 と
なる⼈・対価・期間・⾏為の範囲）についても曖昧な部分が多いため整理・検 証
を⾏う。本稿は⾃家消費の本質を売上と考えるため、所得税法 45 条の家事費・家
事関連費の適⽤範囲とは別に、独⾃の適⽤範囲を確定させる必要があるのである。 

 

第１節  所得税法の所得区分 

 
第１項  課税される所得となるか 

所得税法上、⾃家消費は所得の源泉に応じて、事業所得、⼭林所得、雑所得 の
いずれかに区分されることになっている。しかし、どのような条件を充たすと 事
業所得や⼭林所得、あるいは雑所得に区分されるかが条⽂には明⽰されていない。 

したがって、第１章第５節第１項で⽰した修正包括的所得概念を⽤い、農業 に
おいて⾃家消費があった場合の課税の可否、所得区分について設例を⽤いて検 討
を⾏う。想定するケースは次のようなものである。 

 
①  農業を営む個⼈事業主が、販売分と⾃家消費分の区分をしないで農産物を  

⽣産し、家事⽤に消費した場合。 
②  農業を営む個⼈事業主が、販売分と⾃家消費分の区分をして農産物を⽣産し、

家事⽤に消費した場合。 
③  農業を営む個⼈事業主が、販売分の農産物の⽣産を辞め、⾃家消費分のみ 

農産物を⽣産し、家事⽤に消費した場合。 
④  農業を営む個⼈事業主以外の個⼈事業主が、家庭菜園で農産物を⽣産し、 

家事⽤に消費した場合。 
⑤  消費者が、家庭菜園で農産物を⽣産し、家事⽤に消費した場合。 
 

所得税法における⾃家消費の所得決定プロセスは、まず、修正包括的所得概念
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により、課税される所得かどうかを確定することから始まる。 
筆者が第１章第５節第１項で⽰した修正包括的所得概念は、担税⼒を増加させ

る利得のうち、捕捉、測定が可能であるものを所得とするものである。この「捕
捉、測定が可能である」と⾔えるためには、継続的な販売活動を通じ、販売する
資産あるいは提供するサービスの取引記録を残す必要性と管理能⼒を有するこ
と。かつ、市場との関係を通じ、市場価格の把握ができる常況にあることが必要
であると考える。 

上記設例のうち④と⑤はこの要件に当てはまらず、修正包括的所得概念のもと
では課税すべき所得の範囲から外れることになる。 

特に④は個⼈事業主ではあるが、農業を
、、、

営む
、、

個⼈事業主ではないので、農産物
の⽣産、販売の管理を⾏う必要性も能⼒も有しない。また、市場との関係もな
く、市場価格が把握できる常況にあるとは⾔えない。したがって、④の場合は、
捕捉、測定が困難であると⾔え、課税の範囲から外れる。 

③の場合は判断が分かれるところであろうが、市場との取引⼝座が閉鎖されず
に残っている場合や、⽥畑の草刈りを定期的に⾏うなどの維持管理が⾏われてい
る場合のように、個⼈事業主が望めば、事業活動が即座に再開できる状態と認め
られるときには、事業活動の停⽌は⼀時的なものに過ぎず、捕捉、測定は可能で
あると判断して、課税すべき所得に含まれると解するべきである。 

②の場合では、販売⽤と⾃家消費⽤で区分を⾏っていることが特徴である。棚
卸資産とは販売の⽤に供するために保有する資産、あるいは販売管理⽤に保有す
る資産など、⼀般的には販売と何らかの結びつきを持つ資産を指す 63。したがっ
て、当初から⾃家消費⽤として⽣産した農産物は、販売が⽬的でないから、棚卸
資産に該当せず、②の場合における農産物の消費は、所得税法 39 条の適⽤はな
いと考えることもできる。 

しかし、所得税基本通達 2-13 で棚卸資産には⾃家消費の⽬的で保有するもの

を含む、とあり、また、売上説は⾃家消費を販売
、、

したと考えるので、当初から⾃
家消費⽤に⽣産した農産物であっても、販売⽤として棚卸資産に該当すると考え
ることになる。したがって、②の場合も所得税法 39 条の適⽤はあると考えるべ
きであろう。 

以上、修正包括的所得概念を⽤いると、課税すべきは①、②、③の場合である
ことが確定する。 

 

 
63 企 業 会 計 基 準 委 員 会 「 棚 卸 資 産 の 評 価 に 関 す る 会 計 基 準 」 企 業 会 計 基 準 第 9 号 （ 2006 年

7 ⽉ ）。「 棚 卸 資 産 は 、 ･･･企 業 が そ の 営 業 ⽬ 的 を 達 成 す る た め に 所 有 し 、 か つ 、 売 却 を 予
定 す る 資 産 の ほ か 、 売 却 を 予 定 し な い 資 産 で あ っ て も 、 販 売 活 動 及 び ⼀ 般 管 理 活 動 に お い
て 短 期 間 に 消 費 さ れ る 事 務 ⽤ 消 耗 品 等 も 含 ま れ る 」。  
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第２項  事業所得か雑所得か 
 

１ 農業から⽣ずる所得≠農業所得＝事業所得  
次に、課税すべき①、②、③の所得の所得区分を確定させることとなるが、 農

業における⾃家消費において所得区分が⼭林所得という可能性は無く、事業所 得
か、雑所得に区分されることとなろう。そこで、農業における事業所得と雑所 得
の境界線がどこにあるのかを探っていくこととする。 

所得税法 2 条 1 項 35 号では、⽶、⻨、たばこ、果実、野菜若しくは花の⽣産
若しくは栽培⼜は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める 事
業から⽣ずる所得を「農業所得」と規定している。ここでいう政令とは、所得 税
法施⾏令 12 条のことであるが、この政令にも農業所得を⽣ずる事業として、⽶、
⻨の栽培のような、いわゆる⼀般的に農業と観念されるものが列挙されている 。
農業所得を定義づけるこれらの規定に、「事業」の語が出てくることから、農業 所
得は事業所得の⼀種である 64ことに疑いの余地はない。 

また、所得税法 27 条は、「事業所得とは
、、、、、、

、
、

農業
、、

、
、

･･･その他の事業で政令で定め
、、、、、、、、、、、、

るものから⽣ずる所得
、、、、、、、、、、

･･･をいう。［傍点：筆者］」と規定している。これらを合わ
せ考えるとき、農業から⽣ずる所得は⾃家消費も含め、全て農業所得に該当し 、
かつ事業所得にも該当するように思える。しかし、所得税法 27 条は、「農業」に

続けて「その他の
、、、、

事業」という包括的例⽰を⽤いていることから、農業は対価 を
得て継続的に⾏う事業の⼀例であって、農業から⽣ずる所得がすなわち事業所 得
であることを意味しない（この例⽰が意味するところは「例えば農業のような･･･」
という程度のものである）。したがって、農業から⽣ずる所得であっても、その 所
得が事業といえるものから⽣じたものでなければ、事業所得には該当せず、雑 所
得となる可能性があることが分かる。 

ここまでのことを算式で表すと、農業から⽣ずる所得≠農業所得＝事業所得 と
なる。 

 
２ 農業における事業的規模  

所得税法における「事業」とは、⾃⼰の計算と危険において独⽴して営まれ 、
営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂⾏する意思と社会的地位とが客観 的
に 認 め ら れ る 業 務 65を い い 、 事 業 と し て の 社 会 的 客 観 性 が 認 め ら れ 得 る と い う た
め に は 、 相 当 程 度 安 定 し た 収 益 を 得 ら れ る 可 能 性 が な け れ ば な ら な い 66も の と さ

 
64 国 税 庁 「 令 和 2 年 分 確 定 申 告  農 業 所 得 に 係 る 留 意 点 」 1 ⾴ 。  
65 最 判 昭 和 56 年 4 ⽉ 24 ⽇ ⺠ 集 35 巻 3 号 672 ⾴ 。  
66 ⼤ 阪 ⾼ 判 昭 和 50 年 ３ ⽉ 26 ⽇ ⾏ 集 26 巻 3 号 439 ⾴ 。  



33 
 

れる。そして結局は、納税者の個別具体的な事情を斟酌し、社会通念に照らし て
事業に該当するかどうかを判断することになる。農業における⾃家消費が、こ の
社会通念上の事業に該当するかどうかの外形的な判定には、下記表- 1 に⽰した、
農業統計⽤語が 1 つの⽬安になるであろう。 
 
表- 1 農業統計⽤語の定義 

 
農 林 ⽔ 産 省 「 令 和 元 年 度  ⾷ 料 ・ 農 業 ・ 農 村 ⽩ 書 」 350-351 ⾴ を 基 に 筆 者 作 成 。  

 
この農業統計⽤語に従えば、耕作⾯積 30a 未満かつ農産物販売⾦額が年間 50

万円未満の⼩規模農業は⾃給的農家に該当するから、同じ⾃家消費であっても 、
このような農家が営む農業から⽣ずる所得は雑所得とし、それ以外は農業所得 と
して事業所得に区分することになる。ただ、これは外形的な要素から所得を区 分
する、形式的な判断基準である。実際には農産物販売⾦額は年によって増減が あ
るため、形式的な判断基準に加え、外形的な要素以外の要素（例えば輸⼊農産 物
との価格競争や、病害・天候災害による収⼊の減収要素など）を加味した実質 的
な判断をして、所得区分を確定させるべきである。 

 
第３項  所得区分と損益通算 

なぜ⾃家消費を含めた農業から⽣ずる所得を、厳格に区分する必要があるか と
⾔えば、事業所得には損益通算が認められるためである。事業所得とされる農 業
から⽣じた損失は、他の所得との損益通算ができる⼀⽅、雑所得とされる農業 か
ら⽣じた損失は、他の所得との損益通算ができない。 

農家は兼業で農業を⾏う場合があるが、その場合の兼業から⽣ずる所得は、 不
動産所得や給与所得が多く、⼀般的にプラスとなる。しかし、特に兼業の場合 の
農業（事業）所得は、⽣産性や固定資産税などの保有コストの負担から、損失 が
発⽣することが多く、農業（事業）所得と他の所得との損益通算が可能かどう か
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は重要なポイントになる 67。 
さらに、農業は農地に係る固定資産税の減免や、相続税の納税猶予を受ける た

めに「仕⽅なく」営んでいることも多いから、そのような、収益を稼得するこ と
とは別の⽬的で営まれる⼩規模な農業から⽣じた損失を、他の所得と損益通算 す
る こ と は 、 課 税 の 公 平 性 の 観 点 か ら も 望 ま し い こ と で は な い 68 69。 事 実 、 課 税 サ
イドにおいて、スタンド売りと⾃家消費のみの場合は家庭菜園と同程度と判断し、
事業所得ではなく雑所得として指導した事実もあるようである 70。 

以上、設例を⽤いながら農業で⾃家消費があった場合の所得区分を考察して き
たが、整理すると次の図- 4 の通りとなる。 

 
図- 4 農業における⾃家消費の所得区分フロー図 

 

 
67 奥 ⽥ 周 年 ＝ 君 島 弥 寿 ⼦ 「 都 市 近 郊 農 家 の 税 務 の ポ イ ン ト と 経 営 の 課 題 (特 集  環 境 変 化 に 伴

う  農 家 の 税 務 と 経 営 の 対 応 )」 税 理 47 巻 1 号 50 ⾴ （ 2004）。  
68 た だ し 、 雑 所 得 内 で の 損 益 通 算 （ 所 得 内 通 算 ） は 可 能 で あ り 、 こ の 問 題 を 取 り 上 げ た ⽂ 献

と し て 、 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 72 ⾴ 。  
69 ⼭ 本 晋 也 「 市 場 を 通 さ な い 販 売 ・ ⾃ 家 消 費 と 税 務 の 対 応 (特 集  環 境 変 化 に 伴 う  農 家 の 税

務 と 経 営 の 対 応 )」 税 理 47 巻 1 号 90 ⾴ ,93 ⾴ （ 2004）。  
70 奥 ⽥ ＝ 君 島 ・ 前 掲 注 67・ 50 ⾴ 。  
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第２節  対象となる⼈的範囲 

 
第１項  「家事のために消費」と「家計」 

 
１ 同⼀⽣計親族の消費に対する課税根拠は所得税法 39 条か 40 条１項か  

個⼈事業主以外の他者が棚卸資産を消費した場合、例えば同居する家族が消 費
したような場合にも、⾃家消費として計上をしなければならないのか。⾃家消 費
の対象となる⼈的範囲を確認する。 

所得税法 39 条は、「居住者がたな卸資産･･･を家事のために消費した場合」に、
消費税法４条 5 項１号は「個⼈事業者が棚卸資産･･･を家事のために消費し･･･た
場合」に⾃家消費として認識することを規定している。この規定の主語は、所 得
税法では居住者であり、消費税法では個⼈事業者（本稿での「個⼈事業主」）であ
ることは⼀⽬瞭然である。しかし、後段の「家事のために消費」とは、具体的 に
何を指し、⼈的範囲としてどこまでを含むのであろうか。 

この「家事のために消費」については、消費税法基本通達 5-3-1 に「個⼈事 業

者⼜は当該個⼈事業者と⽣計を⼀にする親族
、、、、、、、、、

の⽤に消費し、⼜は使⽤した場合 を
いう。［傍点：筆者］」とあるのみであり、所得税法に⾄っては何の⾔及もない。 

「家事のために消費」を、家事費・家事関連費について規定した、所得税法 45
条の⼈的範囲と同様に解釈すれば⾜りる、という⾒⽅もあり得よう。しかし本 稿
が⽀持する売上説は、⾃家消費と家事費・家事関連費とは別の取引であると考 え
るので、⾃家消費は家事費・家事関連費と別に⼈的範囲を規定すべき、あるい は
規定しても良い（結果として家事費・家事関連費の類推適⽤と同様の結果とな る
ことをも許容する）ことは既に述べた。 

したがって、所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号の⾔う「家事のために消
費」が何を指すか、⼈的範囲はどこまでか、改めて考えることにする。まず、「家
事のために消費」を「家計」と置き換え、考え得る「家事のために消費」の範 囲
を、次の 3 つに⼤別した。 

 
①  「家事のために消費」とは、個⼈事業主の消費のみを指す。 
②  「家事のために消費」とは、個⼈事業主が属する世帯の消費を指す。 
③  「家事のために消費」とは、事業⽬的以外の消費の全てを指す。 
 

なお、①、②、③の順で範囲は拡⼤する。また、②は①を含み、③は①、② を
含む。 

次に、この範囲のうちで、消費⾏為を⾏う主体の代表格として、個⼈事業主 ⾃
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⾝、個⼈事業主と同⼀⽣計の親族、個⼈事業主の事業とは関連のない者（同⼀ ⽣
計でない親族・知⼈）、の 3 者を設定する。そして棚卸資産を①個⼈事業主⾃⾝が
消費した場合、②個⼈事業主と同⼀⽣計の親族が消費した場合、③個⼈事業主 の
事業とは関連のない者（同⼀⽣計でない親族・知⼈）が消費した場合に区分し 、
各主体の⾏う消費⾏為が課税されるのか、課税されないのか。課税されるとす れ
ばその法的根拠は何か、当てはめを⾏った。その結果が表- 2 である。 

 
表- 2 ⾃家消費の消費主体と課税根拠 

 
 
表- 2 は棚 卸資 産の 消 費⾏ 為の 主 体で ある 者 と、 適⽤ と なる 税法 が 交差 する マ ト
リクス図であり、A〜F の欄を設けてある。以下、各欄についての解説を⾏う。 
 
A・B 欄･･･ 

個⼈事業主が⾃らの事業で保有している棚卸資産を、私的に消費すれば、所 得
税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号により⾃家消費として課税される。 
E 欄･･･ 

個⼈事業主が⾃らの事業で保有している棚卸資産を、個⼈事業主の事業とは 関
連のない者（同⼀⽣計でない親族・知⼈）が消費した場合は、贈与⾏為となり 、
所得税法 40 条１項により課税される。 
F 欄･･･ 

贈与は消費税法 4 条１項、２条１項８号の規定する「対価を得て」⾏われるも
のに該当せず、課税対象外となる。 
D 欄･･･ 

個⼈事業主が⾃らの事業で保有している棚卸資産を、同⼀⽣計の親族が消費 し
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た場合は、消費税法基本通達 5-3-1 により、消費税法 4 条 5 項 1 号が拡張され、
課税される。消費税法 4 条 5 項 1 号の⽴法趣旨が、租税回避の防⽌、課税の公平
の実現にあると考えれば、同⼀⽣計の親族による消費に対する課税は当然と⾔ え
る。 
C 欄･･･ 

問題は、個⼈事業主が⾃らの事業で保有している棚卸資産を、同⼀⽣計の親 族
が消費した場合の、所得税法の取扱いである。すなわち、課税される根拠条⽂ は
所得税法 39 条（⾃家消費）か、所得税法 40 条１項（贈与）かという問題である。
どちらの適⽤があるにしても、課税される結果に違いはないが、仮に所得税法 39
条だとすると、同⼀⽣計の親族が得た利得を、個⼈事業主の利得として課税さ れ
ることになり、個⼈単位課税を原則とする所得税法の理念から離れることになる。
さりとて所得税法 40 条１項だとすると、贈与税との⼆重課税も考え併せる必 要
が⽣じる（ただし、棚卸資産が農産物なら、相続税法 21 条の３、扶養義務者相互
間の⽣活費に該当して、贈与税は⾮課税になる）。 

 
なお、筆者が収集した⽂献には、棚卸資産を同⼀⽣計の親族が消費した場合（ 表

- 2 の C 欄、D 欄）も、個⼈事業主の事業とは関連のない者（同⼀⽣計でない親
族・知⼈）が消費した場合（表- 2 の E 欄、F 欄）も、等しく⾃家消費として取り
扱う、とするものも散⾒されたが、それは⾃家消費と贈与を混同してしまって い
る。⾃家消費も贈与も、無償による資産の譲渡取引であり、個⼈事業主の主観（贈
与の意思の有無）は、外形から判断できない。したがって⾃家消費とするか贈 与
とするかは、取引相⼿との関係性で判断するしかない。そのため筆者は、同⼀ ⽣
計であるかどうかを、重要な判断要素と捉え、表- 2 の区分をしたのである。 

この⾃家消費であるか、贈与であるか、という議論は、特に消費税の課税の 対
象となるかどうかに影響がある（⾃家消費ならば対価がある取引とみなして課税、
贈与ならば対価がない取引として課税対象外）。 

 
２ 根拠条⽂が所得税法 39 条である理由  

表- 2 の C 欄が問題となることが確認できたが、筆者は次の 3 つの理由により、
C 欄の課税根拠は所得税法 39 条であると考える。 

第１に、⾃家消費は帰属所得の⼀類型であり、帰属所得の本質は⼼理的な満 ⾜
であるという前提を置く。次に棚卸資産を他者が消費した場合に、個⼈事業主 が
得る利得を「⼼理的な満⾜」である、と考える。すると同⼀⽣計の親族が棚卸 資
産を消費したことにより得る⼼理的な満⾜とは、その消費により出費を抑える こ
とができ、出費額相当額の利得を得た、という⼼理的な満⾜である。これは経 済
的な満⾜と換⾔できる。 
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⼀⽅、個⼈事業主の事業とは関連のない者（同⼀⽣計でない親族・知⼈）が 棚
卸資産を消費したことにより個⼈事業主が得る⼼理的な満⾜とは、相⼿に喜ん で
もらえた、という⼼理的な満⾜である。棚卸資産の消費⾏為の主体が異なるこ と
により、個⼈事業主が得る⼼理的な満⾜の違いは、⾔わば「利⼰の⼼」か「利 他
の⼼」か、という違いとも⾔え、同じ⼼理的な満⾜と⾔っても両者には明確な 違
いがある。したがって、これらの異なる⼼理的な満⾜に課税する場合には、根 拠
となる条⽂も異なると考えられる。 

第 2 に、家事のために消費する、という場合には当然同⼀⽣計の親族のために、
も含むと考えるのが⽂理解釈上も⾃然である。家事とは広辞苑デジタル版（第 7
版）によれば「①家庭内のいろいろな事柄。②家庭⽣活を営むための⼤⼩いろ い
ろの⽤事。掃除・洗濯・炊事など」とある。したがって「家事の⽤」には同⼀ ⽣
計の親族に対するものを当然に含み、消費税法基本通達 5-3-1 は、念のために こ
れを明らかにした確認規定である、と考える。 

第 3 に、消費税法 4 条 5 項 1 号は、その⽂章構成から、所得税法 39 条を模し
て創設されたものと推測される。そして、消費税法 4 条 5 項 1 号の解釈通達とし
て、消費税法基本通達 5-3-1 があり、棚卸資産を個⼈事業者と同⼀⽣計の親族 の
⽤に消費した場合を「家事のために消費」、つまり⾃家消費であると規定している。
このような沿⾰から考えても、所得税法において、個⼈事業主と同⼀⽣計の親 族
が棚卸資産を消費した場合は、贈与ではなく⾃家消費と考えるのが⾃然であり 、
消費税法と敢えて取扱いを異にする必然性はない。 

 
３ 同⼀⽣計親族の⾃家消費と個⼈単位課税  

さて、所得税法 39 条を課税根拠とすると、個⼈単位課税という所得税法の 原
則とどう整合させるかが、避けられない問題となる。しかし、そもそも現⾏の 所
得税法は個⼈単位課税の理念を貫徹できている訳ではなく、実質的に家族単位 で
の課税が⾏われているとみられる部分もある。例えば所得税法 56 条は、⽣計 を
⼀にする配偶者・親族が事業に従事したことにより⽀払った対価を必要経費に 算
⼊しないことを規定する。そして、必要経費に算⼊されないこととなった対価 に
発⽣している費⽤等は、必要経費に算⼊され、必要経費に算⼊されないことと な
った対価はその親族においてないものとみなされることとしている。浅妻章如 ＝
酒井貴⼦ 71 は、こうした計算を⾏うことの効果は、結局、個⼈単位課税から家族
単位課税に修正するものと理解される、としている。また、所得税法 83 条・83
条の 2 の配偶者控除・配偶者特別控除にも⼈的所得控除を通じて、夫婦ないし家
族単位主義的な考え⽅が持ち込まれているとしている。このように、現⾏所得 税

 
71 浅 妻 章 如 ＝ 酒 井 貴 ⼦ 『 租 税 法 』 29 ⾴ ,31 ⾴ （ ⽇ 本 評 論 社 ,2020）。  
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法は個⼈単位課税を原則としながらも、随所に家族単位課税を⾏っているので あ
る。 

したがって、棚卸資産を同⼀⽣計の親族が消費する場合に、所得税法 39 条を
根拠として課税することで、個⼈単位課税の原則から外れてしまうとしても、 個
⼈単位課税から家族単位課税への修正の⼀類型として、許容することもできよう。 

また、⼩塚真啓 72は、帰属所得と家族単位課税の関係性について、次のような 興
味深い指摘をしている。 

「例えば夫婦で夫が婚姻前に購⼊した住宅に住んでいるというケースを考え ま
す。これは持ち家ですから、⾃分だけで住んでいるのであれば、前述の通り帰 属
所得として取り扱われるべきものと⾔うことができるでしょう。しかしながら そ
こに、妻等の、本⼈以外の個⼈が共に住んでいるとしたら、その分の経済的利 益
の移転は存在するはずであり、これは妻の側（受取り側）で把握されるべきで は
ないのかということになります。それにも拘らずこのような利益の移転はほと ん
どの場合で把握されていないと考えられるのです。このように移転の無視が起 こ
るのは、家族単位の把握をしているからなのではないかということになります」。 

帰属所得は家族単位で把握されるという⼩塚真啓の指摘が正しいとすれば、 帰
属所得の⼀種である⾃家消費についても、家族単位で把握されるべきことになる。 

課税単位の問題がクリアされれば、同⼀⽣計の親族が棚卸資産を消費した場 合
における課税の根拠条⽂は、所得税法 39 条と考えるのが妥当である。 

とはいうものの、このような考察が必要であること⾃体、現⾏所得税法が不 明
瞭であることの証であり、今後の⽴法措置、ないしは通達による、なにがしか の
⼿当は必要であると考える。 

 
４ ⾃家消費の対象となる⼈的範囲  

本節冒頭では、「家事のために消費」とはどの範囲を指すのかを問い、回答と し
て想定し得る範囲を下記の 3 つに⼤別した。 
 

①  「家事のために消費」とは、個⼈事業主の消費のみを指す。 
②  「家事のために消費」とは、個⼈事業主が属する世帯の消費を指す。 
③  「家事のために消費」とは、事業⽬的以外の消費の全てを指す。 

 
考察の結果、⾃家消費により課税される⼈的範囲は、個⼈事業主本⼈と、個 ⼈

事業主と同⼀⽣計の親族であり、家事のために消費とは、②の個⼈事業主が属 す

 
72 ⼩ 塚 真 啓 「 家 族 の 所 得 と 租 税 − 個 ⼈ 単 位 で の 所 得 の 把 握 か 、 そ れ と も 家 族 単 位 か − 」 租 税

研 究 793 号 90 ⾴ （ 2015）。  
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る世帯の消費を指すことが確認された。 
 
第２項  ⾃家消費の主体と多段階説・単段階説 

 
１ 販売先は誰か  

ここまで、「同⼀⽣計の親族が棚卸資産を消費」と回りくどい⾔い回しをしてき
たが、所得税法 40 条 1 項を根拠条⽂とする「贈与」に該当する可能性もあっ た
ためである。本節で所得税法 39 条が根拠条⽂と明確になったため、以後「同⼀⽣
計の親族が棚卸資産を消費」も「⾃家消費」として扱う。 

さて、同⼀⽣計の親族による⾃家消費について、もう少し掘り下げて考察を ⾏
っていくこととする。筆者はこれまでに、⾃家消費は「販売」である、という 売
上説の⽴場を強調してきた。課税庁も同様の⽴場 73をとっている。「販売」とは 対
価と引き換えに所有権を他に移転することを意味するというのが⼀般的な解釈 で
ある。したがって⾃家消費を販売と考える以上、所有権が誰に移転したと解す る
のかは、切り離せない問題である。 

ところが、⾃家消費を販売と擬制することについては判例や学説、課税庁も ⽀
持し、異論がないものの、その販売先（所有権の移転先）を誰と仮定するかに つ
いては⾒解が分かれる。例えば、【⼤阪地判昭和 50 年 4 ⽉ 22 ⽇税資 81 号 277

⾴】のように、⼀度商品を顧客に販売
、、、、、

したうえ、その売上⾦で同⼀商品を他の 販
売業者から購⼊したと擬制する考え⽅がある 74⼀⽅、【⼤阪地判昭和 63 年 11 ⽉

30 ⽇税資 166 号 538 ⾴】のように⾃⼰が⾃⼰に
、、、、、、

販売
、、

したと擬制する考え⽅ 75も あ
る。 

ただ、これらは⾃家消費の消費主体となり得るのは個⼈事業主⾃⾝のみであ る
という前提に拠った考え⽅で、本節で取り上げるような、個⼈事業主と同⼀⽣ 計
の親族が消費⾏為の主体となった場合に、どのように取り扱うかという視点が ⽋
落していると感じられる。 

あるいは⾃家消費の問題に、同⼀⽣計の親族という因⼦を持ち込むと、⾃家 消
費は個⼈単位課税か家族単位課税かという議論が不可避となるため、意図的に ⾔
及を避けたとも考えられる。 

しかし、本稿は⾃家消費を含む帰属所得は家族単位課税である、と既に結論 を

 
73 国 税 庁 ・ 前 掲 注 34。  
74 な ぜ 顧 客 に 販 売 し た と 擬 制 す る 必 要 が あ る の か 。 顧 客 と の 取 引 は 外 部 取 引 と な る た め 、 収

⼊ を 経 済 価 値 の 外 か ら の 流 ⼊ と 捉 え 、 所 得 を 収 ⼊ 概 念 に よ り 制 限 す る 所 得 税 法 と 平 仄 を 合
わ せ た と も 考 え ら れ る 。  

75 伊 藤 ・ 前 掲 注 24・ 320 ⾴ 、 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 265 ⾴ 、 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 17・ 749 ⾴ 。  
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得ているので、販売先（所有権の移転先）が個⼈事業主と同⼀⽣計の親族とな っ
ても何ら⽀障はない。 

 
２ 多段階説・単段階説  

さて、販売先を誰と擬制するのか、この点を明確にすることの意義を強調す る
のは、同⼀⽣計の親族による⾃家消費の場合、擬制する販売先が何者なのかに よ
って、その後の課税関係が変わってくる可能性があるためである。それは同⼀ ⽣
計の親族による⾃家消費であるがために⽣じる問題であり、個⼈事業主⾃⾝が ⾃
家消費した場合には⽣じ得ない問題である。 

具体的に⾒ていこう。まず、⾃家消費は販売であり、その販売を、⼀度顧客 に
販売したうえで同⼀商品を他の販売業者から購⼊したと擬制する考え⽅と、⾃ ⼰
が⾃⼰に売ったと擬制する考え⽅があることは既に説明した。これを同⼀⽣計 の
親族による⾃家消費の場合に当てはめると、いずれも⼀度個⼈事業主（⾃⼰） を
経由した後に同⼀⽣計の親族が消費することとなる。つまり、外観上 1 つの取引
を、⾃⼰を経由する取引と擬制することにより、多段階の取引と捉えることに な
る。これを便宜上、「多段階説」と名付ける。下記図- 5、図- 6 に多段階説の取引
の流れと問題点を具体的に⽰した。 
 
図- 5 （多段階説）同⼀⽣計親族が⾃家消費をした場合の取引の流れ①  
 
【⼀度商品を顧客に販売したうえ、その売上⾦で同⼀商品を他の販売業者から 
購⼊したと考える場合】 
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図- 6 （多段階説）同⼀⽣計親族が⾃家消費をした場合の取引の流れ②  
 
【⾃⼰が⾃⼰に販売したと考える場合】 
 

 

 
 

多段階説では、図- 5、図- 6 で⽰したように、⼀度顧客に販売したと擬制する
場合も、⾃⼰が⾃⼰に売ったと擬制する場合も、取引の最終段階が贈与になり 、
ここに⼆重課税の余地が⽣ずるのである。農業の場合で考えれば、⾃家消費さ れ
る棚卸資産は、ほぼ農産物であるから、相続税法 21 条の３、扶養義務者相互間の
⽣活費に該当して贈与税は⾮課税になり、結果として⼆重課税は排除される。 

しかし、棚卸資産が⽣活⽤品ではないような場合には、⼆重課税の余地は依 然
として残ることになる。例えば、宝飾店を営んでいる個⼈事業主が棚卸資産で あ
る宝⽯を⼦にプレゼントした場合はどうなるか。宝⽯は扶養義務に基づく⽣活 費
とは認め難いから、贈与税の対象となる。すると、⾏為としては⼀⽅から⼀⽅ へ
宝⽯が移転しただけであるのに、多段階説を採ることによって、所得税と贈与税、
あるいは消費税と贈与税の⼆重課税の余地が⽣じないだろうか。 

これが、同⼀⽣計の親族が⾃家消費を⾏った場合において、多段階説を採⽤ し
たときに⽣じる⼆重課税の問題である。 

⼆重課税の問題以外にも、このように個⼈事業主を経由する多段階の取引で あ
ると捉えてしまうと、同⼀⽣計の親族以外の他者（例えば知⼈）に資産の無償 譲
渡を⾏った場合にも課税することが可能となってしまう。すると所得税法 40 条 1
項の規定する棚卸資産の贈与は、所得税法 40 条 1 項が無くとも、所得税法 39 条
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を根拠に課税が可能となる 76。また、消費税法では資産の贈与を課税の対象外と し
ているが、これも⾃⼰を経由した取引と擬制すれば、課税が可能となるだけで な
く 77、課税の範囲に際限がなくなってしまう。 

以上の考察の結果から、個⼈事業主以外の他者が棚卸資産の消費をした場合 に
は、個⼈事業主を経由した多段階の取引と擬制する必要はなく、消費⾏為の主 体
に直接販売をした⼀段階の取引と擬制する（便宜上「単段階説」と名付ける） の
が妥当であると結論づける。 

 
第３項  同⼀⽣計親族による⾃家消費と事業性 

⾃家消費の⼈的範囲について、残る問題としては、同⼀⽣計の親族についても、
同⼀⼈に、事業関係者としての側⾯と、消費者としての側⾯が併存する場合が あ
る点が挙げられる。例えば、同⼀⽣計の配偶者が⻘⾊事業専従者である場合や 、
同⼀⽣計の⼦が個⼈事業主と取引のある会社の役員であるような場合、純然た る
⾃家消費として取り扱って良いのか、という疑問が⽣じる。 

このような⻘⾊事業専従者や取引先の会社役員などの事業的属性を備えた、 同
⼀⽣計の親族による⾃家消費は、給与や福利厚⽣費、交際費のような側⾯がな い
とも⾔えない。しかし、どこまでが私的な消費で、どこからが事業としての消 費
であるかは具体的な線引きが難しい。第３章第１節で後述するが、このような 問
題は、事業遂⾏上の必要性の問題として取り扱うべきであろう。すなわち、同 ⼀
⽣計の親族が消費した場合は、⼀旦、全て⾃家消費として計上し、事業性を有 す
る部分を⾦額調整することになる。 
 

第３節  対象となる⾦額の範囲 

⾃家消費に対して課税することを規定した所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項
1 号は無償取引を前提としている 78。しかし、有償取引の⾃家消費があっても 不 思
議ではない。棚卸資産は購⼊であれ、製造であれ、基本的には事業⽤資⾦を投 下
して取得あるいは製造されているものであるから、無償で引き渡してしまえば 、
投下額相当額だけ事業⽤資⾦が減少することとなる。そこで個⼈事業主の⽣活 ⽤
の預⾦⼝座から事業⽤の預⾦⼝座に、⾃家消費⾦額相当額の⾦銭を移動した場 合
に、その⾦銭を消費者としての個⼈から事業者としての個⼈への対価と⾒るこ と
は可能である。また、同⼀⽣計の親族が⾃家消費した場合に、その親族から⾃ 家

 
76 表 - 2 の E 欄 の 根 拠 条 ⽂ が 所 得 税 法 40 条 1 項 か ら 39 条 と な る 。  
77 表 - 2 の F 欄 が 、 課 税 対 象 外 か ら 課 税 と な る 。  
78 国 税 庁 『 改 正 税 法 の す べ て 』 251 ⾴ （ ⼤ 蔵 財 務 協 会 ,昭 和 63 年 度 版 ,1988）。 ⾃ 家 消 費 を 対

価 の な い 取 引 と 捉 え て い る こ と が 分 か る 。  
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消費⾦額相当額の⾦銭を受け取ることも可能性として⼗分あり得、これを対価 と
⾒ることも可能である。 

では、このように⾃家消費に対して対価相当を受け取った場合、適⽤関係は ど
のように変化するであろうか。所得税法 39 条の書き出しは「居住者がたな卸 資
産･･･を家事のために消費した場合･･･」、消費税法 4 条 5 項 1 号の書き出しは「個
⼈事業者が棚卸資産･･･を家事のために消費し、⼜は使⽤した場合･･･」となって
おり、対価の有無、対価の額の多寡についての記述は⼀切ない。したがって、 仮
に個⼈事業主⾃⾝、⼜は同⼀⽣計の親族から対価相当を受け取ったとしても、 所
得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号の適⽤に全く影響はないと⾒るべきである。  

そして、⾦額の多寡によって、低額譲渡に該当するか、⾼価買⼊に該当する か
も⾃家消費を考える上では考慮しなくて良いと考える。では、対価に相当する も
のとして受け取った⾦銭等がある場合の、その⾦銭等の税務上の取扱いはどう す
れば良いのかと⾔えば、それは⾃家消費取引とは別個の取引、贈与として取り 扱
うことになる。つまり、受け取った⾦銭等は、消費する棚卸資産の対価として 受
け取ったのではなく、贈与された（受贈した）と考えるのである。 

むしろ、このように解さなければ、所得税法も消費税法も⾃家消費の取扱い に
ついて、低額譲渡の要件を⽤意していない 79のであるから、対価 0 円では時 価 課
税され、対価 1 円では時価課税されないという著しい不公平を⽣み出し、同時に
これを租税回避に利⽤される恐れもある。 

特に、消費税法は当事者間で授受することとした対価の額を課税標準とする か
ら 80、対価の額の妥当性を時価で否定することができない。このような不合理を 排
除するためにも、⾃家消費は棚卸資産を家事のために消費するという事実のみ で
成⽴し、そこに対価の概念、⾦額の範囲はないと考えるべきである。 

なお、消費税法基本通達 5-1-10 は、同⼀⽣計の親族に対する資産の譲渡、貸付

け、役務の提供であっても、それが事業として対価を得て⾏われるもの
、、、、、、、、、、、

である と
きは、消費税の課税の対象となることを規定しているが、これは対価が 1 円でも
あれば時価課税しないことを表明していると⾔え、租税回避の防⽌機能を有す る
消費税法 4 条 5 項 1 号を空⽂化するものとなってしまっている。 

さらに、この通達に従い、仮に消費税法において１円を対価とした場合、所 得
税法でも１円で良いのかという問題を誘発してしまう。税法間の取扱いの収斂 と
いう観点からも、⾃家消費には対価がなく、⾦銭等の授受は贈与と考える他ない。  

 
79 同 ⼀ ⽣ 計 の 親 族 の ⾃ 家 消 費 の 課 税 根 拠 は 所 得 税 法 39 条 で あ り 、 低 額 譲 渡 を 含 む 所 得 税 法

40 条 の 適 ⽤ が な い こ と は 、 第 2 章 第 2 節 で 説 明 し た 通 り で あ る 。 ま た 、 消 費 税 法 は 28 条
1 項 に 法 ⼈ の 役 員 に 対 す る 低 額 譲 渡 の 規 定 が あ る の み で あ る 。  

80 国 税 庁 ・ 前 掲 注 78・ 273 ⾴ 。  
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第４節  対象となる期間の範囲 

いつまでに⾏った消費が⾃家消費の対象となるのか、⾃家消費と廃業の関係 を
中⼼に、その期間の範囲について確認する。 

消費税法では、個⼈事業主が事業を廃⽌した場合において、事業⽤として所 有
する資産があるときは、事業の廃⽌と同時に家事のために消費⼜は使⽤したも の
とみなして、⾃家消費の規定の適⽤がある 81とされ、直接家事のために使⽤して い
る事実がない場合であっても、同様に取り扱うこととされている 82。 

⼀⽅、所得税法では、消費税法のように⾃家消費の規定の適⽤があると断⾔ し
た取扱いはないものの、消費税法同様に、⾃家消費の規定の適⽤があると解さ れ
る。その結論を導くための 2 つの判例が【最判昭和 32 年 10 ⽉ 22 ⽇⺠集 11 巻
10 号 1761 ⾴】、【東京⾼判昭和 33 年 2 ⽉ 28 ⽇⾏集 9 巻 2 号 206 ⾴】である。 

2 つの判例では、事業の廃⽌に伴い、あるいは事業を廃⽌したのち、その清 算
の過程において原材料を処分して得た所得の所得区分が、いずれも譲渡所得で は
なく、事業所得とされた。その理由は、納税者が主張する廃業が、廃業をした と
認められる実質を備えていなかったためである。2 つの判例では、納税者が主 張
する廃業の後に原材料を他者に販売した結果、得られた所得が事業所得とされ た
訳であるが、仮にこの原材料を個⼈事業主が私的に消費する、あるいは使い続 け
ていた場合の所得は、⾃家消費として事業所得となるものと考えられる。 

なお【国税不服審判所裁決平成 14 年 10 ⽉ 8 ⽇】では、事業上の重要な事業⽤
資産が残っていた場合においても、その事業⽤資産の処分が⾏われない限り事 業
が継続していると判断し、納税者が主張する廃業を否定している。棚卸資産の 販
売を事業とする場合の、重要な事業⽤資産とは、⾔うまでもなく棚卸資産であ る
から、棚卸資産が存在する期間においては⼀般的に事業を廃⽌したとは認めら れ
ない 83、という論理は、所得税法、消費税法ともに通底しているものと⾔える。 

個⼈事業主が廃業をしたと主張する場合、所得税ならば「個⼈事業の開業・ 廃
業等届出書」、消費税ならば「事業廃⽌届出書」（以下、この２つの届出書を合わ
せて「廃業届」という）を、それぞれ所轄の税務署に提出することとなってい る
が、廃業届を提出したとしても、棚卸資産が存在する期間は、⼀般的に事業を 廃

 
81 国 税 庁 「 1-13 個 ⼈ 事 業 者 の 廃 業 に 伴 う 事 業 ⽤ 資 産 の 取 扱 い 」 平 成 12 年 消 費 税 審 理 事 例

集 ,TAINS コ ー ド 消 費 事 例 003013。  
82 こ の 取 扱 い に つ い て の 批 判 と し て 、 消 費 税 実 務 研 究 会 ・ 前 掲 注 16・ 193 ⾴ 、 熊 王 征 秀

「 消 費 税 に お け る み な し 譲 渡 」 税 理 52 巻 14 号 86 ⾴ （ 2009）、 東 京 地 ⽅ 税 理 ⼠ 会 「 消 費
税  個 ⼈ 事 業 者 の 廃 業 と み な し 譲 渡 の 関 係 」 税 務 相 談 事 例 Ｑ ＆ Ａ 【 平 成 24 年 7 ⽉ 掲
載 】 ,TAINS コ ー ド 消 費 事 例 東 地 会 020030。  

83 国 税 庁 ・ 前 掲 注 81。  
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⽌ し た こ と に な ら な い と さ れ て い る 84 85か ら 、 棚 卸 資 産 を 有 す る 事 業 の 場 合 、 廃
業届による廃業は形式的な廃業に過ぎず、残品たる棚卸資産の整理処分段階で 実
質的な事業の廃⽌と捉える 86ことになる。 

拡⼤解釈として、廃業届による形式的な廃業をした場合において、有してい た
棚卸資産について、何の経理処理もされていなければ、事業⽤から家事⽤へ転 ⽤
がなされたとみて、所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号の適⽤を受けること
を意味する。実質的な廃業に先⾏して⾃家消費の適⽤を受けるから、「廃業時には
棚卸資産の⾃家消費の取扱いは無関係」とする指摘も、間違いではない 87。 

本節での考察の結果、⾃家消費の規定の適⽤を受ける時間的な範囲は、事業 の
開始から、実質的に廃業したと認められるまでの期間であると⾔える。そして 、
実質的に廃業したと認められるためには、棚卸資産を完全に処分しなければな ら
ず、完全な処分がなされていない場合には、その棚卸資産を⾃家消費したとみ な
される、と結論づけられる。 

しかし、個⼈事業主が資産を購⼊し、その資産を廃業届を出した後に同じ個 ⼈
が使い続けているだけで課税されるという認識は、⼀般的に持ちにくく 88、現に 会
計検査院は個⼈事業主の廃業時において 4 割近くで消費税の課税漏れが⽣じて い
ることを指摘している。会計検査院は、既に課税庁へ納税者への周知徹底と、 課
税庁内部で提出された廃業届を基にした調査と指導を進めるよう要求しており 、
課税庁もこれに基づく改善の処置を講じているとのことである 89。 
 

第５節  対象となる⾏為の範囲 

 
第１項  範囲を限定することに対する疑問 

包括的所得概念を採⽤する所得税法、消費に担税⼒を認める消費税法の趣旨 を

 
84 会 計 検 査 院 ・ 前 掲 注 53・ 159 ⾴ 。 国 税 庁 「 No.6603 個 ⼈ 事 業 者 が 事 業 を 廃 ⽌ し た 場 合 」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4
年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  

85 国 税 不 服 審 判 所 裁 決 昭 和 45 年 10 ⽉ 29 ⽇ 裁 決 事 例 集 １ 集 12 ⾴ 。  
86 最 判 昭 和 32 年 10 ⽉ 22 ⽇ ⺠ 集 11 巻 10 号 1761 ⾴ 、 東 京 ⾼ 判 昭 和 33 年 2 ⽉ 28 ⽇ ⾏ 集 9

巻 2 号 206 ⾴ 。 細 ⾒ 卓 「 29 事 業 所 得 （ 1） ― 意 義 と 範 囲 ― 」 別 冊 ジ ュ リ ス ト 判 例 百 選 68-
69 ⾴ （ 有 斐 閣 ,1968）、 酒 井 克 彦 『 所 得 税 法 の 論 点 研 究 − 裁 判 例 ・ 学 説 ・ 実 務 の 総 合 的 検
討 − 』 386 ⾴ （ 財 経 詳 報 社 ,2011）。  

87 北 浦 ・ 前 掲 注 16・ 126 ⾴ 。  
88 北 浦 ・ 前 掲 注 16・ 125 ⾴ 。  
89 会 計 検 査 院 「 (4)本 院 の 指 摘 に 基 づ き 当 局 に お い て 改 善 の 処 置 を 講 じ た 事 項 」 平 成 30 年 度

決 算 検 査 報 告 の 概 要 275 ⾴ 。  
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踏まえれば、棚卸資産の私的な消費に限らず、⾃⼰に対するサービスを含む全 て
の経済的な利得、消費について課税して然るべきである。 

ところが、所得税法 39 条は棚卸資産を家事の⽤に消費した場合、消費税法 4 条
5 項 1 号は棚卸資産⼜は棚卸資産以外の事業⽤資産を家事⽤に消費した場合⼜ は
使⽤した場合に適⽤範囲を限定している。それはなぜであろうか。農業におけ る
⾃家消費を中⼼とする本稿のテーマとは少し逸れるが、この点について考える こ
とは、⾃家消費を計上すべき必要性にも関連するので、触れておくことにする。 

 
第２項  所得税法と消費税法の違い 

 
１ 対象物の範囲・⾏為の範囲  

なぜ所得税法、消費税法とも⾃家消費の対象となる⾏為を限定しているのか 。
その本格的な検証に⼊る前に、現在所得税法と消費税法が規定している、⾏為 の
範囲の違いについて考えてみる。 

⾃家消費の規定が適⽤になるパターンとして、所得税法 39 条が、居住者が 棚
卸資産を家事のために消費した場合、と規定しているのに対し、消費税法 4 条 5
項 1 号は、個⼈事業者が棚卸資産⼜は棚卸資産以外の資産で事業の⽤に供して い
たものを家事のために消費し、⼜は使⽤した場合としている。つまり、消費税 法
上は、棚卸資産の消費、棚卸資産の使⽤、棚卸資産以外の事業⽤資産（以下、「事
業⽤資産」という）の消費、事業⽤資産の使⽤の 4 つのパターンを⾃家消費の範
囲と規定している（第１章第２節、家事消費の定義を参照）。 

消費税法の条⽂を前段と後段で分けて考えると、所得税法、消費税法間の⼤ き
な違いは 2 つあることが分かる。 

1 つは、対象物の範囲の広狭であり、所得税法は棚卸資産に限って課税とし て

いるのに対し、消費税法は事業⽤資産
、、、、、

についても課税を⾏っていることである 。
これは、所得税法では事業⽤資産を家事のために消費した場合について、規定 が
ないということでもある。 

今 1 つは、⾏為の範囲の広狭であり、所得税法が家事のために消費した場合に

限っているのに対し、消費税法は家事のために消費した場合に加え、使⽤
、、

した 場
、、、

合
、

をも対象としていることである。 
この 2 つの⼤きな違いについて、叙述する。 

 
２ 対象物の範囲の広狭  

まず 1 つ⽬の違いについて、所得税法では事業⽤資産の家事⽤への消費（転⽤）
については不問となっている。所得税法上、事業⽤資産は棚卸資産と違い、原 則
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的 に は 取 得 に 要 し た ⽀ 出 額 が 資 産 計 上 さ れ 90、 減 価 償 却 を 通 じ て 必 要 経 費 に 算 ⼊
されることになる。したがって、事業の⽤に供したと考えられる部分だけが時 の
経過とともに必要経費となる。その⼀⽅で事業⽤資産が家事⽤に転⽤された場 合
には、未償却残⾼が家事費へと振り替わる（仕訳では『事業主貸/資産』となる）
ので、家事費の必要経費への混雑は⽣じない。この説明は控除否認説の⽴場か ら
⽀持されるだろう。 

売上説の⽴場からすると、仮に所得税法で事業⽤資産の家事⽤への転⽤を、 ⾃
家消費として課税する規定が作られるとした場合、計上すべき⾦額はおそらく 、
消費時の価額（家事⽤への転⽤時の時価）、ということになろう。そして、この計
上すべき⾦額に対応する原価は、消費時における事業⽤資産の未償却残⾼であ る
から、消費時の価額と事業⽤資産の未償却残⾼との差額が所得となるはずである。 

この場合の消費時の価額とはどのように測定されるべきであろうか。事業⽤ 資
産は棚卸資産と違い、販売を⽬的として所有するものではないため、その価額 を
測定するのは困難であることから、未償却残⾼を消費時の価額とする取扱いも 許
容されるべきである。会計検査院の平成 30 年度決算報告には「財務省 91によれば 、
棚卸資産以外の資産の消費税の課税標準額に計上する資産の価額に相当する⾦ 額
は、原則として、当該資産の時価になるが、資産の状況等によっては未償却残 ⾼
も⼀つの指標となり得るとされている」との記述がある。そこで、これを所得 税
法にも援⽤すると、事業⽤資産を家事の⽤に消費した場合の、消費時の価額（ 未
償却残⾼）と原価（未償却残⾼）が等式となり、そこに所得は⽣じないため、 所
得税が課されないことになる。 

このように、控除否認説に⽴てば否認すべき必要経費がないこと、売上説に ⽴
てば課税すべき所得が⽣じないことから、所得税法では事業⽤資産を家事のた め
に消費した場合について、規定を設けていないと解される。 

 
３ ⾏為の範囲の広狭  

次に 2 つ⽬の違いである、消費税法において、事業⽤資産の使⽤（⾔わば⾃⼰
に対する資産の貸付け）という⾏為が、⾃家消費の範囲に含まれている点につ い
て、検証を⾏う。 

消費税法基本通達 5-3-2（使⽤の意義）は、「『使⽤』とは、･･･資産の全部⼜は

⼀部を家事のため
、、、、、

にのみ使⽤する
、、、、、、、

ことをいうのであるから、例えば、事業の⽤ に
供している⾃動⾞を家事のためにも利⽤する場合のように、家事のためにのみ 使
⽤する部分を明確に区分できない資産に係る利⽤は、･･･『使⽤』に該当しない［傍

 
90 少 額 減 価 償 却 資 産 の 特 例 や 、 特 別 措 置 法 に 基 づ く 、 即 時 償 却 な ど の 例 外 が あ る 。  
91 会 計 検 査 院 に よ っ て 引 ⽤ 元 を ⽰ さ れ て い な い た め 、 原 典 を 直 接 確 認 で き て い な い 。  
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点：筆者］」としている。 
この通達は、⼀時的な使⽤は反復継続して⾏われるものでないため、事業と し

て⾏われるものに該当せず、「課税の対象とならない＝⾃家消費にならない」こと
を意味していると考えられる。 

すなわち家事のための使⽤とは、たまたま家事⽤にも利⽤するような、⼀時 的
な使⽤をいうのではなく、対象物を利⽤し、そこからもたらされる便益を、完 全
に享受できるまでに⽀配が移転したと同視できる経済的実質が継続している場 合
を指し、そのような場合に限り、その使⽤を譲渡とみなすこととしていると考 え
られるのである 92。 

この通達の解釈は⾃動⾞のような事業⽤資産でなく、棚卸資産であったとし て
も同様である。ただ、棚卸資産の場合は、販売を⽬的として保有するものであ る
から、個⼈事業主が使⽤すると経済的価値が著しく毀損し、その後、その棚卸 資
産 を 販 売 す る こ と は 困 難 と な る 93 94。 こ の 販 売 の ⽤ に 供 せ な く な っ た 状 態 が 、 実
質的に譲渡されたものと同様の経済的実質を有するため、棚卸資産の使⽤につ い
ても譲渡とみなすことになるのであろう。仮に資産を家事のために消費した場 合
のみならず、使⽤した場合も含めて消費税の課税の対象となるのであれば、「譲渡

等
、

とみなす」という⽂⾔になるべきところ、消費税法 4 条 5 項 1 号が、「譲渡と
みなす」と表現しているのは、このような理由によるものと考えられる。 

そして、このように考えると結局、消費税法において資産の使⽤が継続して ⾏
われている場合に、例外的に⾃家消費の範囲に含まれるのであって、原則とし て
はその範囲から除かれることが分かる。それは同時に、⾃家消費の対象とする ⾏
為は、所得税法、消費税法ともに「消費」であるということを意味する。 

なお 、消 費 税法 では 資 産の 貸付 け を役 務の 提 供(サ ービ ス)と は別 の⾏ 為と し て
扱われるが、貸付けは広義のサービスであるから、本稿では以降、貸付けをサ ー
ビスと同様のものとして取り扱う。 
 

第３項  ⾃⼰に対するサービスが適⽤範囲から除かれる理由 
続いて本題である、⾃⼰に対するサービスが⾃家消費の対象から除かれてい る

理由について考察を⾏うこととする。⾃⼰に対するサービスが、⾃家消費の対 象
から除かれる理由について考えるとき、主に次の 3 つの理由が考えられる。 

 
 

92 こ の よ う な 考 え に ⽴ て ば 、 消 費 税 法 基 本 通 達 5-4-5 で 、 個 ⼈ 事 業 者 の 家 族 に 対 す る 資 産 の
無 償 貸 付 け は 資 産 の 譲 渡 等 に 該 当 し な い 旨 を 規 定 し て い る が 、 こ れ も 同 ⼀ ⽣ 計 の 親 族 に 対
す る 、 資 産 の ⼀ 時 的 な 貸 付 け を 念 頭 に 置 い た も の と 理 解 さ れ る 。  

93 仮 に 販 売 す る と し て も 、 中 古 品 と し て 通 常 の 販 売 価 額 よ り 廉 価 で 販 売 す る こ と に な ろ う 。  
94 ⼟ 地 や 美 術 品 の よ う に 、 使 ⽤ に よ っ て 価 値 が 減 少 し な い も の を 除 く 。  
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①  捕捉、測定の困難性。 
②  即時消費される特徴。 
③  ⽴法当時の社会的背景。 
 
以下、①〜③について具体的に検証を⾏う。 
 
①  捕捉、測定の困難性 

⾃家消費は帰属所得であるから、その課税根拠については、第１章第５節第 １
項で提唱した修正包括的所得概念を思い起こす必要がある。修正包括的所得概 念
は、帰属所得のうち、捕捉、測定が可能であるものに限って課税範囲に取り込 む
ものである。そして、その捕捉、測定が可能とされる帰属所得のうちの 1 つが、
棚卸資産の⾃家消費であった。 

⾃家消費は内部取引であるので、通常は外部からの捕捉が困難である。しかし、
棚卸資産に限って考えれば、それは有形であるがゆえ、外部からも視覚的に捉 え
ることが可能であるから、容易とは⾔い切れないまでも、捕捉の難度は下がる。 

また、棚卸計算の際、「期⾸棚卸数量＋期中仕⼊数量△期末棚卸数量」の算式 に
より払出数量が算出され、そこから実際の販売数量を差し引けば（盗難、減耗 も
含まれてしまうが）、⾃家消費数量が導出される。このように、棚卸資産の⾃家 消
費は消費数量の推定⽅法も確⽴されていることから、捕捉の困難性はある程度 解
消される。 

さらに、棚卸資産であれば、⼀般的には販売を⽬的として保有されているため、
売価が存在し、それを個⼈事業主が測定することは容易であるから、測定の困 難
性も解消される。 

このように、個⼈事業主による棚卸資産の⾃家消費の場合、それを捕捉、測 定
す る こ と が 可 能 95と な る の で 、 帰 属 所 得 の 中 で も 例 外 的 に 計 上 が 求 め ら れ る も の
と結論づけられる。それに対し、サービスは無形であるため、消費の事実を捕 捉
するのは困難であると⼀般的には解されている。捕捉ができないため、捕捉の 次
の段階である測定も困難であることになる。これが、⾃⼰に対するサービスが 、
⾃家消費の対象から除かれる第 1 の理由である。 

ただし、物質に加⼯を施すようなサービスの場合は、サービスの価値が資産（ 仕
掛品や半製品、製品）に移転し、棚卸資産に転化する。このことは、無形のサ ー
ビスが、有形の棚卸資産へと変わることを意味するので、全てのサービスにつ い
て把握と測定が困難とは⾔い切れない 96。 

 
95 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1115 ⾴ 。  
96 サ ー ビ ス の 棚 卸 資 産 へ の 転 化 を ど う 捉 え る か 、 税 法 で こ れ を 明 ら か に し た も の は な い が 、

⼤ 蔵 省 企 業 会 計 原 則 審 議 会 「 企 業 会 計 原 則 と 関 係 諸 法 令 と の 調 整 に 関 す る 連 続 意 ⾒ 書 四 」
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②  即時消費される特徴 

第１ 章 第２ 節の 図- 2 で⽰ し た通 り、 ⾃ 家消 費は ⼀ 度事 業活 動 に取 り込 ま れ た
ものが、最終的に個⼈事業主の私的消費に回った場合をいうから、通常、⽀出 と
消費までの間には時間的経過が存在する。 

棚卸資産の⾃家消費の場合では、必ず⽀出が消費に先⾏する。その⽀出額は ⽀
出時に必要経費に算⼊され、仕⼊税額控除を⾏っているから、⾃家消費した場 合
には、本来家事費や家事関連費となるべきものを必要経費とし、仕⼊税額控除 を
⾏ってしまったことになる。それを取り消す処理のため、事後否認として⾃家 消
費の計上が必要となると考えるのが控除否認説である。 

しかし、サービスの場合は⽀出と消費が同時に発⽣するため、もしそのサー ビ
スが私的消費であるならば、所得税においては、⽀出時に家事費・家事関連費 と
して処理すれば完結する。消費税においても、消費税法２条 1 項 12 号で、役 務
の提供(サービス)が課税仕⼊れに該当するのは、「事業として」他の者から受ける
場合とされるから、家事のための役務の提供は、課税仕⼊れに該当しない 97。 

事前に必要経費に算⼊され、仕⼊税額控除が⾏われる⽀出が存在しないため 、
⾃家消費の計上により事後的に否認する必要がないのである。これが⾃⼰に対 す
るサービスが、⾃家消費の対象から除かれる第 2 の理由である。 

ただし、包括的所得概念の算式は「所得＝消費額＋純資産増加額」で表され る
ことから、消費の前提として所得を獲得しなければならず（所得なくして消費 な
し）、⼀⾒、所得の獲得と消費が同時のようであっても、そこには前後関係があ る
とする、⾕⼝勢津夫 98のような考え⽅もある。この考えによれば、第 2 の理 由 は
ないことになる。 
 
③  ⽴法当時の社会的背景 

第 3 の理由として、⽴法当時、⾃⼰に対するサービスに課税する必要性が乏し
かったことが考えられる。わが国の⾃家消費の歴史を振り返って⾒たとき、⼤ き
な節⽬は、⾃家消費の規定が所得税法に創設された昭和 25 年、消費税法に創 設
された平成元年である。当時の社会的背景を⼀瞥できるよう、統計にある申告 所
得税の業種別内訳を構成し直し、令和元年を加えて配列し、表- 3 に⽰した 99。 

 
（ 1962 年 8 ⽉ ） に は 、「 棚 卸 資 産 は 有 形 の 財 貨 に 限 ら な い 。 無 形 の ⽤ 役 も 棚 卸 資 産 を 構 成
す る こ と が あ る 」 と あ る 。  

97 消 費 税 法 基 本 通 達 11-1-1。  
98 ⾕ ⼝ ・ 前 掲 注 8・ 207 ⾴ 。  
99 国 税 庁 「 第 76 回 国 税 庁 統 計 年 報 書  昭 和 25 年 度 版 」 62-65 ⾴ 、「 第 115 回 国 税 庁 統 計 年

報 書  平 成 元 年 度 版 」 66-67 ⾴ 、「 第 145 回 国 税 庁 統 計 年 報 書  令 和 元 年 度 版 」 138 ⾴ 。  
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表- 3 棚卸資産の⾃家消費があると想定される業種の割合とその推移 

 
国 税 庁 「 国 税 庁 統 計 年 報 書 」 昭 和 25 年 度 版 、 平 成 元 年 度 版 、 令 和 元 年 度 版  所 得 種 類 別 表 を 基 に 筆 者 作 成 。  
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所得税法に⾃家消費の規定が創設された、昭和 25 年当時の事業所得の申告 ⼈
数は 4,947,234 ⼈。そのうち、⾃家消費があると想定される、棚卸資産を販売 す
ることを主たる業とする農漁業、⼩売業、卸売業などの申告⼈数は 3,835,246 ⼈
であり、事業所得者全体に対する占有率は 77.5%であった。申告所得額の割合で
⾒ても 72.3％の⾼い占有率である。 

つまり全事業所得の申告のうち、棚卸資産の⾃家消費さえ課税できれば、⾃ 家
消費の殆どをカバーできる状態であったと⾔え、⾃⼰に対するサービスを殊更 追
いかける必要は無かったと⾔える。 

その後、⾼度経済成⻑を経て、平成の時代に⼊ると、棚卸資産を扱う業種の 占
有率は申告所得額ベースの占有率では 29．5％へ減少しているが、申告⼈数ベ ー
スの占有率は 45．4％と半数近い⽔準を維持している。つまり、消費税法の⾃ 家
消費の規定も依然、棚卸資産の販売が中⼼の産業構造の中で創設されたと考え ら
れる。また、消費税はその導⼊にあたり、国⺠の批判を免れるため、個⼈事業 主
の事務負担 をできるだ け軽減しよ うと努めた 100。⾃家消費の対象に⾃⼰に対する
サービスを含めることは、事務負担の増⼤以外の何ものでもなく、当時の世相 を
考えれば導⼊は不可能であったと⾔える。 

⼤量消費時代が終焉を迎え、平成も終わりに近づくと、棚卸資産を扱う業種 の
占有率は低下し、サービスを扱う業種の占有率が増加の⼀途をたどるようになる。
今やサービスを扱う業種の占有率は申告所得額ベースで 81.7%、申告⼈数ベー ス
で 70.8％と、⾃家消費があると想定される業種の占有率を逆転しており、課税 さ
れていない⾃⼰に対するサービスも相当量になっていると考えられる。 

⽴法当時には想定していなかった、このような産業構造の変化は、⾃家消費 の
計上を求められる棚卸資産の販売を主とする業種と、求められないサービスの 販
売を主とする業種との業種間の不公平を⽣じさせていると⾔える。 

以上、⾃家消費がその対象となる⾏為を棚卸資産の消費に限定し、⾃⼰に対 す
るサービスを対象としない理由を 3 つ確認した。挙げた理由にはそれぞれ説得⼒
があるが、同時に①純然たる⾃⼰に対するサービスは原則として課税されないが、
棚卸資産に転化したサービスは⾃家消費を通じて課税される。②棚卸資産の販 売
を⾏う事業 とサービス 業の業種間 の不公平と いう問題点 101も明ら かと なっ た 。 そ
こで、ここからは、これらの問題点を解決する⼿段として、⾃⼰に対するサー ビ
スへの課税の可能性について探っていくこととする。 

 

 
100 免 税 点 制 度 、 簡 易 課 税 制 度 が そ の 例 で あ る 。  
101 実 の と こ ろ 、 控 除 否 認 説 を 採 れ ば 、 こ の 問 題 点 と 向 き 合 わ な く と も 済 む の で あ る が 、 本

稿 は 売 上 説 を ⽀ 持 す る の で 、 そ う も い か な い 。  
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第４項  ⾃⼰に対するサービスへの課税の可能性 
 

１ ⾃⼰に対するサービスは絶対的⾮課税か  
今⼀度、⾃家消費が課税される根拠を再確認しよう。所得税法は、包括的所 得

概念を採⽤しているため、⾃⼰の担税⼒を増加させる利得は全て所得として把 握
されることになる。 

所得税法 36 条はこの所得を捕捉、測定するための⽅法として、「収⼊」とい う
概念を⽤いている。所得税法⾃⾝は「収⼊」とは何かについて、定義を置いて い
ないが、⼀般には、「経済価値の外からの流⼊」と解されている 102。そして、この
「収⼊」を「経済価値の外からの流⼊」と考えることは、所得税法の課税所得 の
範囲を画す るうえで有 効な機能を 果たしたと 考えられる 103。した がっ て、 収 ⼊ を
経済価値の外からの流⼊と解する限り、資産の増加益や帰属所得という内部利 益
は、収⼊がないため所得として捕捉、測定ができないことになる 104。 

しかし、担税⼒を増加させる利得の発現が明らかであるにもかかわらず、収 ⼊
がないことのみをもって課税ができないとするのは、望ましくない。 

そこで、収⼊が無くとも所得の捕捉、測定が可能なものに対する課税として 、
所得税法 39 条を別段の定めとして置いたのである。これは、棚卸資産の⾃家 消
費以外の帰属所得、すなわち⾃⼰に対するサービスについても、その捕捉、測 定
が可能であれば、所得として課税の対象となる余地があることを意味する。 

⾦⼦宏 105は帰属所得が特別の規定がない限り、課税の対象から除かれる理由に
ついて、「本質的に所得でないからではなく、それらを捕捉し評価することが困難
であるからであって、それらを課税の対象とするかどうかは⽴法政策の問題で あ
る」としている。 

消費税においては、消費に担税⼒を認め課税する、という消費税法の本来の ⽴
法趣旨から⾃家消費に対する課税は肯定される。 

しかし、消費者の消費を直接捕捉・測定して課税することは困難が⽣じるため、
消費税は事 業者を納税 義務者とす る間接消費 税の徴税⽅ 式を採⽤し 106、 国 内 取 引

 
102 「 コ ン メ ン タ ー ル ×所 得 税 務 釈 義  逐 条 解 説 編 （ 令 和 １ 年 度 版 ）」 所 得 税 法 デ ジ タ ル 2-2

巻 3135⾴ 。  
103 植 松 守 雄 「 所 得 税 法 に お け る 『 課 税 所 得 』 を め ぐ っ て 」 ⼀ 橋 論 叢 77 巻 2 号 145 ⾴

（ 1977）。  
104 国 税 庁 『 改 正 税 法 の す べ て 』 28 ⾴ （ ⼤ 蔵 財 務 協 会 ,昭 和 40 年 度 版 ,1965）。「［ 所 得 税 法 36

条 の ： 筆 者 補 ⾜ ］ 経 済 的 な 利 益 は 、 他 か ら 収 ⼊ を し た も の に 限 ら れ 、 ⾃ 家 家 賃 等 の い わ ゆ
る イ ン ピ ュ ー テ ッ ド イ ン カ ム は こ れ に 含 ま れ な い こ と は も ち ろ ん で あ り ま す 」 と あ る 。  

105 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 197 ⾴ 。  
106 岡 ⼭ 地 判 平 成 2 年 12 ⽉ 4 ⽇ 税 資 181 号 770 ⾴ 、 広 島 ⾼ 判 平 成 3 年 12 ⽉ 5 ⽇ 税 資 187 号

236 ⾴ 。  
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においては いわゆる４ 要件 107、輸⼊取引については外国貨物の引取りの事実をも
って課税することとしている。 

そして、⾃家消費はこの４要件のうち、「対価を得て」を満たさないため、本来
は課税の対象外となるべきものであるが、個⼈事業主は消費の事実を捕捉、測 定
できること。また⾃家消費の濫⽤による租税回避を防⽌すること等の要請から 、
みなし規定を置いて例外的に課税することとしている。このことから、⾃⼰に 対
するサービスにおいても、消費の事実の捕捉、測定が可能であり、⾃⼰に対す る
サービスを利⽤した租税回避の防⽌等の要請があれば、課税の対象となる余地 が
あると⾔える。 

以上のように、所得税法、消費税法とも、捕捉、測定が可能であれば、課税 で
きるという理論構成になっており、⾃⼰に対するサービスが今後も絶対的⾮課 税
ではないということが確認できる。 

 
２ ⾃⼰に対するサービスが問題となる例  

では、現状課税されていないが、捕捉、測定が可能な⾃⼰に対するサービス に
はどのようなものがあり、どのような問題が存在するのだろうか。散髪店を営 む
個⼈事業主が⼦の散髪をする場合、⼤⼯が⾃宅を建設する場合、医師が⾃分を 診
察する場合を例に挙げ、順次確認をしていくことにする。 
 

（１） 散髪店を営む個⼈事業主が⼦の散髪をする場合（純然たるサービス
の場合） 

散髪店を営む個⼈事業主が⼦の散髪をする場合、散髪をした前と後とで髪の 量
は減少し、可視化できるため、この点で消費されたサービスは外部から捕捉が 可
能と⾔える。 

⼀般客に提⽰している散髪料⾦が、消費したサービスの測定⾦額になるため 、
サービスの価値の測定も可能である。さらに、本章第２節で確認した通り、⾃ 家
消費の⼈的範囲には、同⼀⽣計の親族を含む。したがって、個⼈事業主は⼦の 散
髪をしたことにより、店頭に表⽰している散髪料⾦相当額の利得・消費がある こ
とは明⽩である。 

しかし、現⾏所得税法、消費税法において、このような⾃⼰に対するサービ ス
に対しては全く課税されない。 
 

 
107 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 17・ 748-749 ⾴ は 4 要 件 の う ち 「 課 税 対 象 が 『 事 業 』 と し て ⾏ わ れ た 取 引

に 限 定 さ れ て い る の は 、 実 際 上 の 把 握 の 問 題 、 つ ま り ⾏ 政 の 実 ⾏ 可 能 性 の 問 題 」 で あ る と
す る 。  
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（２） ⼤⼯が⾃宅を建設する場合（棚卸資産に転化するサービス） 
⼤⼯が⾃宅を建設する場合における所得税法の取扱いについて、TKC 税務研 究

所が提供する Q&A108には、次のような設例が紹介されている。 
【質問】私は⼯務店を経営しているが、⾃宅を増改築した。このような場 合 、
私の⽇当、使⽤した材料代、従業員の給与は所得税法上どのように取り扱 わ れ
るか。 
 
【回答】あなたの⽇当相当額は収⼊⾦額に算⼊されないが、棚卸資産であ る 材
料については、材料の価額を計算して事業所得の収⼊⾦額に算⼊する必要 が あ
る。 
従業員の給与については、従業員があなたの⾃宅の増改築に従事した部分 は 家
事上の経費であり、必要経費に算⼊されない。 

 
また消費税 法の取扱い について、 課税庁の⾒ 解が以下の 消費税審理 事 例 109で ⽰

されている。 
 

（問）個⼈経営の建築業者が⾃⼰の居住の⽤に供するための家屋を建築し た 場
合は、家事消費として課税されるか。 

 
（答）事業⽤として課税仕⼊れをしていた建築資材等を当該家屋の建築の た め
に消費、使⽤した場合には、その消費、使⽤した建築資材等について家事 消 費
として課税される（法４④［原⽂ママ］、基通５-３-１）。 
なお、当該家屋の建築のために個⼈の建築業者が⾃ら要した労務については 
資産の家事消費には該当せず、課税関係は⽣じない。 
（注）その家屋の建築のために他の者から受けた役務の提供は、事業者が 
事業として受けたものではないから課税仕⼊れとはならない。 

 
いずれも、資材等が「棚卸資産」に該当するため、所得税法 39 条、消費税法 4

条 5 項 1 号の適⽤を受け、⾃家消費として計上する必要があるとする⼀⽅、棚卸
資産に該当しない外注費や⾃分の⼿間賃、従業員の⼿間賃にはその必要がない と
いう結論である 110。 

 
108 TKC 税 務 研 究 所 「 ⼤ ⼯ 等 が ⾃ 宅 を 建 築 し た 場 合 」 税 務 Q&A ⽂ 献 番 号 46100329。  
109 国 税 庁 消 費 税 課 「 1-18 個 ⼈ 経 営 の 建 築 業 者 が ⾃ ⼰ の 家 屋 を 建 築 し た 場 合 」 平 成 12 年 消

費 税 審 理 事 例 集 ,TAINS コ ー ド 消 費 事 例 003018。  
110 ⾕ ⼝ ・ 前 掲 注 8・ 207 ⾴ 。 住 宅 は ⼤ ⼯ の 資 産 と な る の で 、 こ の 資 産 増 加 の 事 実 を ど う み る

か が 問 題 と な る が 、「 こ れ は 帰 属 所 得 （ 消 費 ） の 問 題 で は な く （ ⾃ 宅 を 『 建 て る 』 と い う
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確かに、規定を当てはめると、この通りの取扱いとなるのだが、問い⾃体が 単
純に過ぎ、その回答には多少違和感が残る。 

まず⽂脈から、上記両例では、個別原価計算を⽤いて原価を集計していると 推
測される。個別原価計算を⽤いることができる建築現場であれば、原価が紐付 き
であるため、資材等の原価は容易に抽出でき、直接、棚卸資産の⾃家消費とし て
課税することはさほど難しいことではない。 

しかし、個別原価計算を⽤いることができないような、例えば分譲地で⾃宅 と
販売⽤建物の⼯事を同時並⾏で⾏う場合には、発⽣した原価を、合理的な基準 に
より配賦する総合原価計算を⽤いることになる。そうなると、⾃宅と販売⽤建 物
に共通して必要となる資材等の費⽤は、配賦基準によって間接的に割当てられ た
⾦額であり、実際に投じられた⾦額と必ずしも同額ではないことになる。これは、
共通して使⽤する材料の費⽤を、材料の使⽤量でなく、労働時間の⽐で按分す る
ような場合を想像して欲しい。 

間接的な原価をどのような基準で配賦するのか。配賦基準を恣意的に決定す る
ことで、租税回避に利⽤される恐れはないのか。⾃宅に配賦された原価に対応 す
る資材等の部分の販売価額はどうやって算定するのか。判然としないことは多 い
が、上記 TKC 税務研究所が提供する Q&A 及び課税庁の消費税審理事例の回答に
従えば、このような総合原価計算を⾏う場合にも例外なく、⾃宅に係る資材等 の
部分のみを分離して、⾃家消費の計上が求められることになる。 

上記両例に、当初販売⽤として建設していた建物を、途中で気が変わって販 売
⽤から⾃宅へと転⽤した場合や、完成したが売れなかったため、販売すること を
諦め、⾃分が住むことにした場合、というアレンジを加えた場合には、課税関 係
はさらに複雑になる。 

当初販売⽤として建物の建設をしていた場合、建築段階では棚卸資産である「未
成⼯事⽀出⾦」という勘定科⽬を⽤いて原価を集計しているはずであり、未成 ⼯
事⽀出⾦には、資材等の仕⼊額はもちろん、外注費や雇⼈費といういわゆるサ ー
ビスに係る⽀出額も含まれている。そして未成⼯事⽀出⾦は、建物の完成段階 で
「製品」（あるいは棚卸資産としての「建物」）という勘定科⽬で表される棚卸資
産になるはずである。つまり、当初販売⽤として建設を開始し、その途中や完 成
後に⾃宅にした場合、いずれも「棚卸資産の⾃家消費」となり、所得税法 39 条、
消費税法 4 条 5 項 1 号の適⽤を受ける。すると、資材等のみならず、外注費部分、
雇⼈費というサービス部分も含めた、総合商品としての住宅の販売価額で⾃家 消
費を計上することとなる。 

 
⾏ 為 に つ い て は 帰 属 所 得 を 観 念 で き る ）、 そ の 住 宅 取 得 （ 蓄 積 ） に つ い て は せ い ぜ い ⼀ 時
所 得 （ 所 税 34 条 ） ま た は 雑 所 得 （ 同 35 条 ） と し て の 課 税 が （ 理 論 上 ） 問 題 に な り 得 る だ
け 」 と す る 意 ⾒ も あ る 。  
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結果、当初から⾃宅として建築する場合では、資材等のみが⾃家消費の対象 と
なるのに対し、当初は販売⽤として建築して、その後⾃宅に転⽤した場合では 、
住宅⼀棟が⾃家消費の対象となる。資材等の販売価額と住宅⼀棟の販売価額で は
どちらが⾼額か、⾔うまでもないが、当初の主観的意思が異なるだけで、課税 さ
れる⾦額にかような差が⽣じることは不合理と⾔えないだろうか。 

このような不合理が起こる原因には、サービスが棚卸資産に転化し、棚卸資 産
の⼀部を構成してしまうことにある。転化したサービスは棚卸資産の⾃家消費 を
通じて、個⼈事業主に帰属し、課税されることとなる。その結果、サービスが 最
終的には個⼈事業主に帰属するという点は同じであるにもかかわらず、直接⾃ ⼰
にサービスが提供されて帰属する場合と、棚卸資産の⾃家消費を通じて帰属す る
場合とで、課税上の取扱いが異なるという現象を⽣み出してしまうのである。 
 
図- 7 主観的意思と棚卸資産の⾃家消費  

 
そもそも棚卸資産の販売と、サービスの界⾯はどこにあるのだろうか。事業 の

区分が納付税額に⼤きく影響する、消費税の簡易課税制度の事業区分を争った 判
例を題材に、さらに考察を進めることにする。事業区分が争点となった事例は 幾
つかあるが、本稿では、イ ⻭科技⼯⼠業は製造業ではなくサービス業に該当する
とされた事例【名古屋⾼判平成 18 年 2 ⽉ 9 ⽇訟⽉ 53 巻９号 2645 ⾴】と、ロ ⾃
動⾞板⾦塗装業は製造業ではなくサービス業に該当するとされた事例【熊本地 判
平成 14 年 7 ⽉ 19 ⽇税資 252 号順号 916】を取り上げる。 
 

イ ⻭科技⼯⼠業は製造業ではなくサービス業に該当するとされた事例 
本件は、簡易課税制度を適⽤して消費税申告を⾏うに当たり、納税者 A 社の営

む⻭科技⼯⼠業が製造業（第 3 種事業）かサービス業（ 第 5 種事業）かを主な争
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点に争われた事例である。 
製造業並びにサービス業は、消費税法本法に定義がなく、営む事業が製造業 か

サービス業かの区分を⾏うには、⽇本標準産業分類(以下、「産業分類」という)を
基礎にする ことが消費 税法基本通 達 13-2-4 に規定され ていた。産 業分類は統計
調査の結果を産業別に表⽰する際の統計基準であり、消費税法とは⽬的を異に し
て設定されるものである。つまり、本法に定義がない製造業とサービス業につ い
て、通達限りで、さらに消費税法とは無関係の産業分類を基に判断するとして い
たことが問題となった。 

この点、判決はまず、「法令が⽤いている⽤語の意味、内容が明確かつ⼀義的 に
解釈できるかをまず検討することが必要であることはいうまでもないが、それ が
できない場合には、⽴法の趣旨⽬的及び経緯、税負担の公平性、相当性等を総 合
考慮して検討した上、⽤語の意味、内容を合理的に解釈すべきである」と判⽰ し
ている。これは、まず⽂理解釈を⾏った上で、⽤語が⼀義的に解釈できない場 合
には、⽴法趣旨等の⽬的論的解釈を検討すべきという、⼆段階の理論構成とな っ
ている。判決は事実をこの論法に当てはめ、第 1 に消費税法が製造業⼜はサービ
ス業⾃体の意味内容を明らかにしていないこと、第 2 に製造業とサービス業は ⼀
般的な⽤語例を参照しても、⼀義的に解釈することが可能なほど明確な概念と は
⾔えない（筆者はそうは思わないが）ことを理由として、産業分類を基礎に製 造
業とサービス業の事業区分を判断することには合理性があると判⽰した。 

事業区分に産業分類を⽤いることの合理性はさておき、⾃家消費について考 え
るとき、この判決から得られる⽰唆は、事業区分においても法解釈は⽂理解釈 を
旨とすべき、としている点である。つまり、本件では製造業とサービス業の定 義
が法に⽰されていなかったため、産業分類に拠るほかないという結論を出したが、
仮に定義が⽰されていたのであれば、その定義に従って解釈すべきであること を
確認した点が重要である 111。 
 

ロ  ⾃ 動 ⾞ 板 ⾦ 塗 装 業 は 、 製 造 業 で は な く サ ー ビ ス 業 に 該 当 す る と された
事例 

本件は、簡易課税制度を適⽤して消費税申告を⾏うに当たり、納税者 B 社の営
む⾃動⾞板⾦塗装業が製造業（第 3 種事業）かサービス業（第 5 種事業）かを主
な争点に争われた事例である。 

本件も消費税法に製造業とサービス業の定義がないことが、判決の理論展開 の
出発点となっている。判決は、⾃動⾞板⾦塗装業は、顧客からの注⽂により、 顧

 
111 下 級 審 に 当 た る 、 名 古 屋 地 判 平 成 17 年 6 ⽉ 29 ⽇ 訟 ⽉ 53 巻 ９ 号 2665 ⾴ も 、「 定 義 が 与

え ら れ て い る 場 合 は 、 こ れ に よ る べ き こ と は 当 然 」 と し て い る 。  
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客から持ち込まれた⾞両につき、その同⼀性を失わせることなく、修理、板⾦ 、
塗装及び改造等を⾏い、顧客に引き渡すものであると⽰した。 

そして⾃動⾞板⾦塗装業の本質は「いたんだりこわれたりした物をつくろい 直
すこと」、⼜は、「⾞両の性能を変化・向上させるため、⾞両の⼀部分を造り直す
⼜は交換等すること」であるから、⾃動⾞板⾦塗装業は製造業ではなくサービ ス
業であるとした。 

ここでイの判決の意味を再考してみよう。イの判決は、法に定義がある場合 に
はそれに従うことを明⽰した。消費税法 4 条 5 項 1 号は「棚卸資産･･･を家事の
ために消費」した場合には、「事業として対価を得て⾏われた資産の譲渡とみなす」
と規定する。そして、消費税法 2 条 1 項 15 号に棚卸資産とは「商品、製品、半
製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう」と定義規定を 設
けている。 

以上のように、棚卸資産の⾃家消費については、定義付けられた棚卸資産が 家
事の⽤に消費された場合には、営む業種が製造業であろうと、サービス業であ ろ
うと、例外なく⾃家消費として課税する 112ことを明確にしている。 

ではロの事例において、仮に納税者が⾃⼰の所有する⾃動⾞の板⾦塗装をし て
いた場合、そこには⾦属板あるいは塗料という棚卸資産が使⽤されるが、その 板
⾦塗装に係る業種区分はどうなるのか。イ及びロの判旨に沿えば、⾃動⾞板⾦ 塗
装業はサービス業であるから、棚卸資産である⾦属板、塗料の販売とサービス の
提供とを別個の業種と捉えることなく、全体としてサービス業と捉えるのが妥 当
となる。これは、棚卸資産がサービスに転化した結果であると⾔える。すると 、
消費税法上、⾃⼰に対するサービスは⾃家消費の対象とはならないので、⾃⼰ の
所有する⾃動⾞の板⾦塗装には課税されないこととなる。 

しかし、⾃家消費の関連規定を⽂理解釈すれば、棚卸資産である⾦属板、塗 料
の部分を分離し、⾃家消費として計上すべきであることは既に述べた通りである。 

では⾦属板、塗料の部分のみ⾃家消費として計上する場合、その業種区分は 第
2 種事業か第 3 種事業か。もし第 3 種事業であるとするなら、ご都合主義との 誹
りを免れまい。 

最後に⼤⼯が⾃宅を建設する場合の取扱いの⼤きな⽭盾点として、再び TKC 税
務研究所が提供する Q&A113を紹介する。この Q&A には、イの判例を受けて、「⻭
科技⼯業における材料代の取扱い」として、以下のような例が収録されている。 

 
112 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 280 ⾴ は 、「 た な 卸 資 産 の ⾃ 家 消 費 に 関 す る 現 ⾏ 法 の 課 税 処 理 に お い て

は 、 等 し く た な 卸 資 産 ･･･で あ る か ぎ り 、 農 産 物 で も 、 画 家 の 制 作 に な る 絵 画 で も 、 あ る
い は 仕 ⼊ 商 品 で も 全 く 区 別 さ れ な い 」 と 、 経 済 的 価 値 の 発 ⽣ 増 加 原 因 及 び そ の 貢 献 度 合 い
が 全 く 捨 象 さ れ て い る こ と に 批 判 を 加 え て い る 。  

113 TKC 税 務 研 究 所 「 ⻭ 科 技 ⼯ 業 に お け る 材 料 代 の 取 扱 い 」 税 務 Q&A ⽂ 献 番 号 47201980。  
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【質問】 ⻭科技⼯⼠を営む個⼈事業主です。取引先の⻭科医院から注⽂を受け
ると材料を仕⼊れ、加⼯した上で⻭科医院に納品いたします。その請求書 は 、
次のとおりです。 
   技⼯代  ４００，０００円 
   材料代  １００，０００円 
   消費税   ５０，０００円 
   合 計  ５５０，０００円 
 消費税の申告に当たっては、簡易課税制度を適⽤しており、これまでは 請 求
額５５０，０００円の全額を第 5 種事業として申告していました。しかし、技
⼯代は第 5 種のままだとしても、材料代は第 1 種（⻭科医院は事業者のため）
に該当するのではないでしょうか。 
  
【回答】   
⻭ 科 技 ⼯ 業 の 事 業 区 分 に 関 す る 訴 訟 で は 、 平 成 １ ８ 年 ２ ⽉ ９ ⽇ 名 古 屋 ⾼ 裁 判
決･･･が、⻭科補てつ物を作成し、⻭科医師に納品することが⻭科技⼯業であり 、
その事業を第 5 種事業とするとした司法判断からしますと、⻭科補てつ物を作
成するための材料を⻭科医師に販売することとその販売した材料を加⼯す る と
いう役務の提供と捉えるべきものではなく、その全体を⻭科技⼯業として の 事
業と捉えるべきものと考えられます。 
 ⻭科補てつ物を作成するための材料を⻭科医師に販売することとその販 売 し
た材料を加⼯するという役務の提供に分けて事業区分を⾏うという考え⽅ は 、

例えば、建設業者における建築⼯事の請負について、施主に対する建築資 材 の
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

販売とその資材を使って建物を建てるという役務の提供に分離して事業区 分 を
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

判定するようなものであり、
、、、、、、、、、、、、、

［中略：筆者］認められない
、、、、、、

［
、

傍点：筆者］ように
思われます。 
 以上から、ご質問の事業については、材料代を含めた全体が第 5 種事業の課
税売上げに区分されることになります。 

 
傍点について、先の TKC 税務研究所「⼤⼯等が⾃宅を建築した場合」税務 Q&A

と、真逆のことを回答していることに気づくだろうか。他者に販売する場合に は
全体として捉えるのに、⾃家消費の場合には分離して捉えるというのは、理解 に
苦しむ回答である。売上説による⾃家消費は、販売を擬制するのであるから、 個
⼈事業主も通常の販売と同様、⼀消費者と⾒⽴てられる。したがって個⼈事業 主
と他者とで取扱いを異にする法的根拠は全く⾒当たらない。 
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ハ 棚卸資産とサービスの不均衡を是正するアプローチ 
結局の所、棚卸資産の⾃家消費と、⾃⼰に対するサービスとで課税上の不均 衡

（⽭盾）が⽣ずるのは、棚卸資産とサービスは相互に転化する性質を有する（ 棚
卸資産とサービスの境界が曖昧である）にもかかわらず、⾃家消費として課税 す
る対象を、棚卸資産の⾃家消費に限り、⾃⼰に対するサービスをある意味、絶 対
的⾮課税という聖域にしてきたことにある 114。 

したがって、この不均衡を是正（⽭盾を解消）しようとすれば、そのアプロ ー
チは、究極的には①⾃⼰に対するサービスをも⾃家消費として課税の対象に含 め
るか、②⾃家消費の対象となる、棚卸資産に転化されたサービスの額相当額を 控
除するか、の 2 つに集約されることになる（図- 8）。 
 
図- 8 棚卸資産とサービスの不均衡を是正するアプローチ 

 
 

114 植 松 ・ 前 掲 注 103・ 147 ⾴ 。「 わ が 国 で は 資 産 や サ ー ビ ス の ⽣ む 利 益 は 所 得 と 考 え な い 反
⾯ 、 ･･･⽬ に ⾒ え る 物 質 的 増 加 を も た ら す も の は 広 く 所 得 と 考 え る 傾 向 が 強 か っ た も の と
い え よ う 」 と い う 指 摘 は ⾄ 極 的 を 射 た も の で あ る 。  
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しかし、いずれを採択しても不均衡の是正への道のりは困難を極めそうである 。 
まず、アプローチ①には、現在課税されていない⾃⼰に対するサービスを課 税

範囲に取り込むため、収⼊によらない所得及び消費の捕捉、測定が可能である か
を峻別する、客観的な判断基準の策定が求められる。 

アプローチ②には棚卸資産に転化したサービスの額相当額を控除することが 求
められる。しかし、⾃家消費された棚卸資産に、どれだけのサービスが投下さ れ
ていたのかを抽出し、控除する困難さもさることながら、期間費⽤として処理 さ
れ、棚卸資産への転化から漏れているサービスがあることも併せ考えると、最 終
的に個⼈事業主に帰属するサービスの全てを控除することは、ほぼ不可能であ る
と考えられる。 

 
（３） 医師が⾃分を診療する場合（⾃⼰に対するサービスに課税しないこ

とによる弊害の到達点） 
 

イ 医師法・健康保険法上の⾃⼰診療・⾃家診療の取扱い 
医師が遵守すべき医師法や健康保険法には⾃⼰診療や⾃家診療という、⾃⼰ に

対するサービスに対応する規定が存在するが、医師はこれらの法律を遵守する こ
とにより、医療⾏為を⾏う権利を与えられており、その⽬的を異にするから、 税
法とは切り離して考える必要がある。 

医師が⾃らを診療するような場合を⾃⼰診療といい、これは医師法で禁じら れ
ている 115。また、医師が親族を診療するような 場合を⾃家診療といい、これは医
師が加⼊する健康保険により診療報酬請求をできる場合と、できない場合がある。
請求できる場合においても、⼀般の外来患者を診療する場合と同様、必ず診療 記
録を作成し、診療報酬を請求しなければならないこととされている 116。 

⾃⼰診療はできず、診療報酬請求もできない。⾃家診療はできるが、診療報 酬
請求をしなければならない。これが医師法、健康保険法の取扱いである。 

 
ロ 税法上の⾃⼰診療・⾃家診療の取扱い 

ここからは、医師法、健康保険法を度外視して、税法の⾒地から⾃⼰診療、 ⾃

 
115 明 ⽂ で 禁 ⽌ さ れ て い る の で は な く 、 医 師 法 17 条 に あ る 「 医 業 」 の 解 釈 か ら 導 か れ る 結 論

で あ る 。  
116 た だ し 、「 合 理 的 な 経 済 ⼈ 」 で あ れ ば 、 こ の よ う な 規 定 が 無 く と も 、 診 療 報 酬 請 求 を す る

こ と に な る と 思 わ れ る 。 な ぜ な ら 、 社 会 保 険 診 療 は 通 常 窓 ⼝ で ３ 割 、 健 康 保 険 組 合 な ど の
保 険 機 関 か ら ７ 割 を 受 領 す る こ と に な る 。 窓 ⼝ の ３ 割 は 親 族 が ⾃ 分 に 対 し て 払 う こ と に な
る の で 、 実 質 家 計 と し て の 負 担 は ゼ ロ で 、 保 険 機 関 か ら の ７ 割 を 受 け 取 る こ と が で き 、 無
償 で 診 療 す る よ り 合 理 的 で あ る た め で あ る 。  
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家診療を⾏った場合の課税関係について、考察を⾏っていく。まず所得税法に つ
いては、第１章第５節第１項で述べた通り、不法利得も所得を構成するため、 例
え医師法や健康保険法に反して、⾃⼰診療や⾃家診療を⾏って診療報酬を得た 場
合にも、所得税法上の所得となり得る。消費税法については、診療は明らかな 役
務の提供（サービス）であり、消費税法上の課税の対象ともなり得る（「なり得る 」
という表現を使うのは、現段階では可能性があるに過ぎないためである）。 

次に⾃⼰診療、⾃家診療をした場合に受領する診療報酬について考察を⾏う 。
所得税法は包括的所得概念を採⽤するが、「収⼊」という概念を⽤いて、その包 括

性に制限をかけている 117。そして、「収⼊」とは経済価値の外
、

からの流⼊と⼀ 般 的
に解されるから、⾃⼰診療、⾃家診療の場合には、診療報酬が収⼊（経済価値 の
外からの流⼊）に該当するのかどうかが、課税範囲に含まれるか否かの判断基 準
となる。⾃⼰診療、⾃家診療の診療報酬が収⼊に該当するのであれば、所得と し
て課税の範囲に含まれ、収⼊に該当しないのであれば、帰属所得として原則、 課
税の範囲から除かれることになる。診療報酬には窓⼝負担と保険機関の 2 つの受
領⽅法（図- 9 参照）があるので、それぞれ検証する。 

 
図- 9 医療費の給付（⾃⼰診療・⾃家診療を⾏った場合） 

 
健 康 保 険 組 合 連 合 会 ウ ェ ブ サ イ ト 「 健 康 保 険 の 基 礎 知 識 」  

https://www.kenporen.com/health-insurance/basic/08.shtml 

（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ） を 基 に 筆 者 作 成 。  

 

 
117 ⾦ ⼦ 宏 「 所 得 概 念 に つ い て 」 税 経 通 信 25 巻 6 号 58-59 ⾴ （ 1970）。  
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まず、⾃⼰診療、⾃家診療で、窓⼝負担分として医師本⼈や医師と同⼀⽣計 の
親族から診療報酬を受領したとしても、⾃⼰診療、⾃家診療は内部取引である か
ら、経済価値の外からの流⼊ではない。したがって、窓⼝負担分は収⼊に該当 し
ない。 

では、保険機関から受領する診療報酬はどうであろうか。この点、保険機関 は
医師の事業からも家計からも独⽴した外部の事業経営体であるから、収⼊と⾔ っ
ても⽀障がないように思える。しかし、保険機関から受領する診療報酬は、本来、
被保険者から受領すべきものの⼀部を保険機関から受領しているものである。 こ
れは仮に患者が保険未加⼊の場合、窓⼝では患者から 10 割負担で診療報酬を 受
領することを考えると、よく分かる。診療というサービスを受けるのも、実質 的
受益者も被保険者であり、保険機関ではない。あくまでも診療の契約当事者は 医
師と被保険者であって、診療報酬を保険機関から受領したことが、直ちに経済 価
値の外からの流⼊ということにはならない。 

結局、保険機関から受領する診療報酬が収⼊に該当するかどうかは、医師と 被
保険者との関係性で判断することになり、⾃⼰診療、⾃家診療の場合は、保険 機
関から受領 する診療報 酬 118は収⼊に該当しないと考えられる。収⼊に該当しない
ということは、原則として所得税法の課税の範囲から除かれるということである。 

本章第３節で、消費税法では個⼈事業主⾃⾝や同⼀⽣計の親族から対価に相 当
する⾦銭等を受け取ったとしても、それを対価として扱わないことを⽰した。 さ
らに、⾃⼰診療、⾃家診療は内部取引となり、保険機関から受領する診療報酬 も
対価に該当しない。すると、⾃⼰診療、⾃家診療を⾏った場合に、個⼈事業主 ⾃
⾝や同⼀⽣計の親族から受け取る窓⼝負担分の診療報酬、そして保険機関から 受
領する診療報酬のいずれもが、消費税法の課税の対象となる要件の「対価を得て」
に該当しないことになる。つまり、原則として消費税法の課税の対象とならない 。  

そして、⾃⼰診療、⾃家診療は⾃⼰に対するサービスであるから、棚卸資産 と
違って、これを特別に課税しようという別段の定めが、所得税法、消費税法と も
にない。 

ここまで税法の規定を深く理解した上で、かつ医師法や健康保険法の理念に 反
してまで、実⾏に移すかどうかはともかくとして、法解釈上は⾃⼰診療、⾃家 診
療は売上計上をしないで、診療報酬を受領することが可能であり、診療報酬受 領
時の仕訳は「現⾦預⾦/事業主借」となる。 

実務上は医師が加⼊する健康保険によって、⾃家診療の診療報酬請求をでき る
か否かは異 なるようで ある 119が、多くの中⼩企業者が加⼊する協会けんぽは、⾃

 
118 ⾃ ⼰ 診 療 は 医 師 法 で 禁 じ ら れ て い る た め 、 ⾃ ⼰ 診 療 を ⾏ っ た 上 で 診 療 報 酬 を 得 よ う と す

る な ら ば 、 必 然 的 に 虚 偽 の 請 求 を ⾏ う こ と に な る 。  
119 医 師 国 保 の 場 合 の ⾃ 家 診 療 の 診 療 報 酬 請 求 は 、 薬 （ 棚 卸 資 産 ） を 出 す 場 合 の 薬 に 係 る 部
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家診療の請求ができることとなっているので、現⾏税法が棚卸資産の消費のみ を
⾃家消費の適⽤範囲としている限り、この⽋缺を解決できない 120。 

 
３ ⾃⼰に対するサービスへ課税すべき理論的根拠  

本節では、⾃⼰に対するサービスについて課税が⾏われない理由と、その問 題
点について検証を⾏ってきた。浮かび上がった問題点は、すべからく棚卸資産 の
⾃家消費のみに課税され、⾃⼰に対するサービスに課税しないことに由来して い
る。 

所得を収⼊という形で捉える所得税法上、⾃家消費への課税は例外的な帰属 所
得への課税である。この例外的課税について、所得税法 39 条が「市場価格で購⼊
しなければならない消費者との間の負担の公平の維持に役⽴つ」121ことや、「 記 帳
慣⾏のある事業所得者の場合には、帰属収益の算定は⽐較的容易であるから、･･･
どちらかというと制度になじみやすい」122ことに課税の根拠を求めるのであれ ば 、
当然、個⼈事業主の⾃⼰に対するサービスに対しても課税して然るべきである 。
菊池衛 123は、⾃⼰に対するサービスを所得税法 上、所得に含めることが妥当かど
うかは、そのサービスについて通常の市場において対価が⽀払われているかど う
かを基本にすべきで、専⾨的職業者がその専⾨職業上のサービスを⾃家消費す る
場合が問題となり得ると、個⼈事業主の⾃⼰に対するサービスについての課税 の
可能性を指摘する。 

棚卸資産とサービスが相互に転化する性質を踏まえれば、棚卸資産の⾃家消 費
のみが捕捉、測定が可能で、⾃⼰に対するサービスが捕捉、測定ができないと す
る、理論的根拠は必ずしも明らかではない。 

消費税法においても同様で、棚卸資産の私的消費であろうと、⾃⼰に対する サ
ービスであろうと、⽴法趣旨に則し、租税回避の畏れがあるもの、かつ課税対 象
となる要件を充⾜するもの 124は当然に課税範囲に加えられるべきである。 

⽔野忠恒 125は、サービスに対して課税しないと、消費が物品の購⼊よりサービ
スに移⾏することになり、消費に対する中⽴性が損なわれるため、消費に対す る
選択の中⽴性ということを重視するならば、物品の消費とともにサービスの消 費

 
分 の み が 認 め ら れ 、 診 療 （ サ ー ビ ス ） に 係 る 部 分 は 請 求 で き な い こ と と な っ て い る こ と が
多 い た め 、 結 果 と し て 税 法 と 医 師 法 、 健 康 保 険 法 と の 間 の 齟 齬 は ⽣ じ な い 。  

120 た だ 、 実 際 に は ほ と ん ど の 医 師 が 、 ⾃ 家 診 療 も 売 上 計 上 し て い る と 思 わ れ る 。  
121 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1115 ⾴ 。  
122 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1115 ⾴ 。  
123 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 276-277 ⾴ 。  
124 ⾃ ⼰ に 対 す る サ ー ビ ス も 通 常 、 無 償 取 引 と な る で あ ろ う か ら 、 課 税 し よ う と す れ ば 、 別

途 、 み な し 規 定 が 必 要 と な る 。  
125 ⽔ 野 忠 恒 『 消 費 税 の 制 度 と 理 論 』 123-124 ⾴ （ 弘 ⽂ 堂 ,1989）。  
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に対しても等しく課税対象とすべき、とする。棚卸資産の⾃家消費と⾃⼰に対 す
るサービスにも同様の指摘ができよう。 

また、本節までに⾃家消費の本質を売上とする、売上説の論拠を幾つか⾒て き
たが、中には、商品を販売し、その販売代⾦で同種の商品を購⼊して消費した と
擬制する、としたものもあった。この論拠により肯定されるのは、何も棚卸資 産
の⾃家消費に限らない。例えば⾃⼰に対するサービスであっても、⼀度サービ ス
を顧客に提供販売し、その販売代⾦で他の業者から同⼀のサービスの提供を受 け
たと擬制することは、勿論可能である。したがって、売上説の⽴場に拠れば、 サ
ービスが無形であること、即時消費されてしまうことと、⾃⼰に対するサービ ス
に課税しないこととは、論理的に結びつかない。 

 
４ 公平な課税の実現に向けた提⾔  

 
（１） 現実的着地点 

以上のような事実から帰納的に導き出される結論は、事業に伴う⾃⼰に対す る
サービスについても、⾃家消費として課税するのが妥当、ということである。 

しかし、かような結論は、複雑な現代社会経済を無視し、完全なる公平を実 現
しようとするものであり、図- 8 のアプローチ①、②のような⼆者択⼀の極端な 結
論を導かざるを得ず、現実に即さない机上論となってしまう。課税上の不均衡 な
取扱いを是正し、公平な課税を実現しようとする、本来勧奨されるべき試みは 、
なぜ現実に即さないのか。 

第 1 には、⾃⼰に対するサービスには際限がないため、いわゆる帰属家賃のよ
うなものまでを包摂してしまい、どこまでが課税範囲となるのか、かえってそ の
取扱いが恣 意的になる おそれがあ る 126ためである。端的に⾔えば課税の公平を図
るメリットよりも、課税範囲が不明確になるデメリットが⼤きいのである。 

第 2 に、サービスという無形の経済価値に課税されることは、政治的に⽀持を
得にくい⾯を持つ。床屋が⼦の髪を切っている場⾯に遭遇した客は、床屋の⾏ 為
に課税しないことが、⾃分にとって不利になっているとは考えないし、その客 が
将来床屋になりたいと思っている場合は、むしろ将来に亘って課税されない制 度
を望むはずである。したがって、⾃⼰に対するサービスへの課税は政治的に不 評
を招きかねない 127。 

第 3 に、⾃⼰に対するサービスに課税できるとして、その必要経費はどうする
のかという問題が⽣ずる。床屋の例で⾔えば、⼦供の髪を切ったことに対して 、

 
126 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 17・ 749 ⾴ 。  
127 岸 昌 三 「 帰 属 家 賃 の 課 税 問 題 」 追 ⼿ ⾨ 経 済 論 集 11 巻 2 号 3 ⾴ （ 1976）。  
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通常の販売価額で売上を計上するまでは良いとしても、それに対応する必要経 費
は、全く考慮されないのか、それとも、何がしかの控除が可能であろうか。判 例
は、仮に帰属所得に課税する制度が採られるとするならば、それに対応する費 ⽤
も必要経費として控除を認めるとする 128。 

すると、次なる問題として、この控除する⾦額の算定をどうするかという問 題
が⽣ずる。経済的価値の創出と同時に消費されるというサービスの特性上、先 ⽴
つ⽀出もないから、その算定は困難を極める。例えば、他者に依頼したとした ら
⽀払うべき通常の取引価格を当てるのか、それともサービスの付加価値は知識 や
技術などの経験に基づく個々の能⼒に拠るところが⼤きいから、⾃らの技量に 応
じた価格を当てるのか、というような問題を⽣じさせるのである。いずれにし て
も、対応する必要経費について、対価の⽀払いがないことは事実であるから、 恣
意性を排除できず、少なからず推計の要素を含む。 

結果として、⾃⼰に対するサービスに課税するということは、売上と必要経 費
のいずれについても、収⼊、⽀出という、⾦銭的裏付けのないものを基礎とし て
計算を⾏うことになる。しかし、このような根拠が薄弱なものに対する課税は 、
法的安定性の⾒地から許されないと⾔うべきであろう。 

第 4 に、不公平の存在が、必ずしも是正すべき課題とはならないことである 。
例え棚卸資産の⾃家消費と⾃⼰に対するサービスとを区別することに、課税上 の
不公平を認めるとしても、⼤島訴訟判決【最⼤判昭和 60 年 3 ⽉ 27 ⽇⺠集 39 巻
2 号 247 ⾴】が⽰す通り、その区別に正当な⽬的があり、かつ、その区別の態 様

が⽬的との関連で著しく不合理で
、、、、、、、

あることが明らかでない限り、その合理性を 否
定できないためである。現にこの⼿の不公平を争った争訟が未だかつてないこ と
は、⾃⼰に対するサービスの⾮課税を、納税者が著しく不合理なものとは考え て
いない証左とも⾔える。無論、今後も争訟が起こされない保証はないが、特に 租
税法の分野では、⽴法に広い裁量権が認められているから、仮に争訟に発展し た
としても、納税者の勝算は殆どないと⾔って良い。 

このような現状を考えると、⾃⼰に対するサービスへの課税のあり⽅とは、 従
来通り、棚卸資産とサービスを区別し、課税することが現実的な着地点と⾔え よ
う。植松守雄 129も、現実の税制としては、負担の公平という⾒地を念頭において 、
特に問題となるアイテムを取り上げ、常識的に課税、⾮課税の線を決める以外 に
⽅法がなく、その結果としてボーダー・ラインの部分にある程度すっきりしな い
点が⽣ずるが、それはさけ難いとする。 

 
128 東 京 地 判 昭 和 60 年 5 ⽉ 30 ⽇ 税 資 145 号 603 ⾴ 、 控 訴 審 で あ る 、 東 京 ⾼ 判 昭 和 61 年 2

⽉ 26 ⽇ 税 資 150 号 378 ⾴ 。 な お 、 上 告 審 も 原 審 を 維 持 し て い る 。  
129 植 松 ・ 前 掲 注 26・ 22 ⾴ 。  
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では本節のこれまでの検討は無意味であったのかと⾔えば、そうではない。 ⾃
⼰に対するサービスが理論的には課税範囲に含まれると解することは、⾃⼰に 対
するサービスが絶対的⾮課税ではないとする意思表⽰であり、権利の濫⽤に対 す
る牽制機能を果たす。また、そのように解することで、課税の公平が著しく阻 害
される局⾯や、租税回避⾏為が横⾏する場⾯では、状況に応じた柔軟かつ機動 的
な対応が可能となるのである。 

 
（２） 解決的着地点 

それでもなお現状を肯定せず、課税の不公平を幾許かでも縮⼩しようとする な
らば、⾃家消費の対象となるべき棚卸資産と、対象とならないサービスの定義 を
確定させ、棚卸資産の定義に当てはまるもののみに課税し、棚卸資産の定義に 当
てはまらないもの、あるいはサービスの定義に当てはまるものには課税しない こ
とを明⽂で規定するのが、最も実現可能性が⾼い⽅法である。 

この場合、 棚卸資産に ついては、 すでに定義 が存在する 130が、サ ービ ス の 定 義
は存在しない 131 132ので、これを定義づけることになる。 

「サービス」とは幾つかの国語辞典 133によれば、「奉仕」、「もてなすこと」、「接
待」、「値引き」を意味するとされる。⼀般的にはこの理解で⾜りるが、税法に お
いては、「提供を受ける者に効⽤をもたらす、無形の⼈的労務をいい、⽬的を達 す
るための資産の消費⼜は使⽤を伴うものを含む」とでも定義づけられよう。こ の
ように定義付けることにより、例えば⾃動⾞板⾦塗装業を営む個⼈事業主が、 ⾃
家⽤⾞を板⾦塗装する場合に、⾃家消費として売上計上をする必要はなくなる 。
棚卸資産の消費を伴うサービスは、全体をサービスと捉えることになるからで あ
る。 

農業に⾒られるような価値の⾃然増加を、サービスとはしない旨の記述も必 要
である。実務上、差し迫った問題は⽣じていないが、⾃家消費は、棚卸資産の 部
分に対してのみ課税するという考えを徹底すると、農産物の場合、究極的には 棚

 
130 所 得 税 法 2 条 1 項 16 号 、 消 費 税 法 2 条 1 項 15 号 。  
131 「 サ ー ビ ス 」 を 「 役 務 の 提 供 」 と 同 義 に 解 釈 す る こ と が あ る が 、 消 費 税 法 基 本 通 達 5-5-1

は 「 役 務 の 提 供 」 の 意 義 に つ い て 、「 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と 」 と の 循 環 論 に 陥 っ て お
り 、 サ ー ビ ス の 本 質 を 表 す 定 義 づ け は 曖 昧 な ま ま で あ る 。  

132 な ぜ サ ー ビ ス の 定 義 が な い の か 。 消 費 税 法 に つ い て 、 ⽔ 野 ・ 前 掲 注 125・ 157-158 ⾴
は 、 消 費 税 法 の よ う に 付 加 価 値 税 を 採 ⽤ し 包 括 的 に 課 税 対 象 を 規 定 し て い る 制 度 で は 、 課
税 上 の 取 扱 い に 差 異 が な い た め で あ る と す る 。 た だ し 、 そ の よ う な 中 で も 役 務 の 提 供 と 資

産 の 譲 渡 を 区 別 す る 必 要 を ⽣ じ さ せ る ⾒ 落 と せ な い 規 定
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

と し て 、 消 費 税 法 4 条 5 項 1 号 を
挙 げ て い る 。  

133 旺 ⽂ 社 『 国 語 辞 典 』 533 ⾴ （ 第 10 版 ,2005）、 集 英 社 『 国 語 辞 典 』 648 ⾴ （ 第 2
版 ,2000）、 ⾓ 川 書 店 『 必 携 国 語 辞 典 』 502 ⾴ （ 第 6 版 ,2004）。  
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卸資産である種や苗の部分だけを分離して⾃家消費として計上すれば良いこと に
なってしまう。熟成や発酵などの時間的経過によって価値が増加するものにも 同
様の指摘ができるだろう。⾃然増加をサービスによるものとしないことで、⽣ ⻑
した農産物を棚卸資産として捉えることが可能となるのである。 

さらに、所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号の⽂中、「棚卸資産」の前に「販
売の⽤に供する⽬的で保有する」という修飾を挿⼊し、販売⽤の棚卸資産を⾃ 家
消費した場合にのみ課税とする 134ことも、⼀考の価値がある。 

所得税基本通達 2-13 は、棚卸資産には、「⼀般に販売（家事消費を含む。）の⽬
的で保有されるものが含まれる」とするが、棚卸資産を販売⽤のものに限定は し
ていない 135。したがって、企業会計基準第 9 号 136に⾒られるように、販売を予定
しない事務⽤消耗品も棚卸資産に含まれると解される。所得税法施⾏令 3 条 6 号
には、棚卸資産の範囲に消耗品で貯蔵中のものが含まれることが明⽰されてい る
ことからも、そのように解すべきであろう。 

すると、棚卸資産がサービスに転化する場合、例えば、サービス業である税 理
⼠が⾃分の確定申告をする場合において、使⽤したコピー⽤紙を棚卸資産の⾃ 家
消費として計上するのか、という問題が⽣じるのである。 

そこで、⾃家消費の対象となる棚卸資産の範囲を、販売⽬的のものに狭く限 定
し、その⼀⽅で対象とならないサービスは広く許容することで課税の公平を図 る
のである。結果、税理⼠は使⽤したコピー⽤紙を棚卸資産の⾃家消費として売 上
計上するのか、また、幾らで売上計上するのか、と悩む必要は無くなる。コピ ー
⽤紙は事務⽤消耗品であり棚卸資産であるが、税理⼠が販売⽬的で保有するも の
ではないため、⾃家消費の対象とはならないのである。 

ただし、これらの提案は、帰属所得や財・サービスの消費をできるだけ課税 範
囲に取り込もうとする所得税法、消費税法の考えとは逆⾏することになり、課 税
ベースは縮⼩されることとなる。 

紙幅の都合もあり、本稿ではこれ以上の踏み込んだ案を提⽰しないが、ここ ま
での議論で、棚卸資産の⾃家消費と⾃⼰に対するサービスの課税上の幾つかの 問
題の所在と、その解決に⾄る道筋は⽰せたのではないだろうか。 

 

 
134 準 棚 卸 資 産 は 販 売 を ⽬ 的 と し て 保 有 す る も の で は な い た め 、 筆 者 の 提 案 を 受 け ⼊ れ る 際

に は 、 所 得 税 法 39 条 の 、 準 棚 卸 資 産 に 係 る ⽂ ⾔ は 削 除 す る 必 要 が あ る 。  
135 樫 ⽥ 明 ＝ 今 井 慶 ⼀ 郎 ＝ 佐 藤 誠 ⼀ 郎 ＝ ⽊ 下 直 ⼈ 『 所 得 税 基 本 通 達 逐 条 解 説 』 10 ⾴ （ ⼤ 蔵 財

務 協 会 ,令 和 3 年 度 版 ,2021） は 、 販 売 ⽬ 的 で 保 有 す る も の に 限 定 す る と ⾔ う が 、「 含 ま れ
る 」 こ と と 、「 限 定 す る （ 限 る ）」 こ と は 別 義 で あ る 。  

136 企 業 会 計 基 準 委 員 会 ・ 前 掲 注 63。  
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第６節  ⼩括 

本章では、所得税法における⾃家消費の所得区分、所得税法と消費税法にお け
る適⽤範囲の検証を⾏った。その結果、次のことが明確となった。 

 
①  農 業 に お け る ⾃ 家 消 費 か ら ⽣ ず る 所 得 の 所 得 区 分 は 、 営 む 農 業 の 規 模 に よ っ

て、事業所得か雑所得のいずれかに区分される。 
②  対象となる⼈的範囲は個⼈事業主⾃⾝と、同⼀⽣計の親族である。 
③  対 象 と な る ⾦ 額 の 範 囲 は な く 、 棚 卸 資 産 を 消 費 し た と い う 事 実 の み で 成 ⽴ す

る。 
④  対象となる期間の範囲は、事業を開始した時から、実質的に廃業したと認めら

れる時までの期間である。廃業届による形式的な廃業時点において、棚卸資産
が残っていた場合には、その棚卸資産を⾃家消費したものとして取り扱う。 

⑤  対象となる⾏為の範囲は、現⾏では消費した場合である。対象となる⾏為から
⾃ ⼰ に 対 す る サ ー ビ ス が 除 か れ る 点 、 こ れ に 対 し て 課 税 す る 必 要 性 に つ い て
も検討を⾏ったが、これを課税するかどうかは、専ら⽴法政策に委ねられる。  

 
本章での検証を通じて、適⽤範囲については、所得税法と消費税法とで、贈 与

と事業⽤資産について若⼲の取扱いの違いはあるものの、殆どの点で統⼀的な ⾒
解を得ることができた。第３章では、より実践的となる、⾃家消費の計上⾦額 の
算出について考察を⾏っていくこととする。  
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第３章  ⾃家消費⾦額の算出  

 
第１章では⾃家消費、及び関連⽤語の定義と、それら⽤語間の関係性、⾃家 消

費の計上の必要性について、第２章では⾃家消費の適⽤範囲を確認した。本章 に
⾄るまでで、所得税法、消費税法が求める⾃家消費の外延はかなり明瞭になっ た
と⾔える。同時に、ここまでの議論は主に⾃家消費の「認識」についての議論 で
あった。 

⾃家消費を課税すべき対象として⾒る限り、それは⾦額で表現されなければ な
らないため、本章ではさらに論を進め、⾃家消費として計上すべき⾦額について、
つまり「測定」について、どのように規定をしているかを確認する。 

次いで農業実務において、その規定通りの⾦額計上が⾏われているかどうか を
照らし合わせ、問題点を洗い出す。理論と実務の乖離こそが、農業における⾃ 家
消費の最⼤の問題点と考えるためである。 

そして最後に問題解決のための提起を⾏うこととする。 
 

第１節  ⾃家消費の⾦額計上に⽤いるべき⾦額 

 
第１項  原則と特例 

まず、所得税法、消費税法において、⾃家消費として計上すべき⾦額をどの よ
うに規定しているかを確認すると、両法とも本法において原則を、基本通達に お
いて特例を置くという構成になっている。なお、議論の⾷違いを避けるため、 事
業⽤資産の計上⾦額については触れないこととする。 

所得税法では 39 条で、消費した時における資産の価額に相当する⾦額（通 常
他に販売する価額［所得税基本通達 39−1］。以下、「販売価額」とする）を総収
⼊⾦額に算⼊することを規定している。そして所得税基本通達 39−2 で、取得 価
額以上かつ、通常の販売価額のおおむね 70％以上で帳簿に記載している場合は、
その⾦額を総収⼊⾦額に算⼊することを認めている（以下「70％基準」という）。  

消費税法では、28 条 3 項 1 号で、消費の時における資産の価額に相当する⾦ 額
（所得税法に併せ、以下、「販売価額」とする）を課税標準とすべきことを規定し
ている。そして、消費税法基本通達 10-１-18 で、棚卸資産の課税仕⼊れの⾦額以
上かつ、通常の販売価額のおおむね 50％以上で確定申告書を提出している場合 は、
その⾦額を課税標準とすることを認めている（以下「50％基準」という）。 

以上の取扱いをまとめたのが次の表- 4 である。 
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表- 4 所得税法・消費税法における⾃家消費の計上⾦額の原則・特例 
 

 計 上 す べ き ⾦ 額  ⾦ 額 の 認 識 測 定  特 例  要 件 ①  特 例  要 件 ②  特 例  要 件 ③  

所 得 税 法  資 産 の 価 額  
(販 売 価 額 ) 

消 費 の 時  取 得 価 額 以 上  通 常 の 販 売 価 額
の 70％ 以 上  

帳 簿 に 記 載  

消 費 税 法  資 産 の 価 額  
(販 売 価 額 ) 

消 費 の 時  課 税 仕 ⼊ れ の  
⾦ 額 以 上  

通 常 の 販 売 価 額
の 50％ 以 上  

確 定 申 告 書 の  
提 出  

 
まず、気がつくことは、両法の構成の類似である。消費税法は所得税法より 後

に創設されたので、所得税法を模したであろうことは想像に難くない。 
⼤きく異なるのは、表中の特例 要件②の、販売価額に乗ずる割合である。 
割合について考えるとき、その割合の根拠はどこにあり、その割合は妥当な の

かという点と、両法の割合の差がなぜ⽣まれるのかという点の 2 つの⼤きな論点
がある。 

 
第２項  割合の根拠・妥当性 

まず、割合の根拠、妥当性については以下のような説がある。 
 

・所得税基本通達 39-2 が求める 70％については、⼀般に棚卸資産の場合には 、
そ の 差 益 率 137が お お む ね 30％ 以 下 で あ る と 考 え ら れ る と こ ろ か ら 付 け ら れ た
ものである 138。 

・原価をわりさえしなければ、70％以上で収⼊に計上すれば良いとする、納税 者
の理解を得るための緩和策である 139。 

・70％に根拠を求めると帰属所得全般に亘って“バラン ス論”を繰 り返さなければ
ならないため、70％基準はおおむね 7 割以下に下ってはならない旨の“⻭⽌め”
である 140。 

 
残念ながら、これらを決定付けるような課税庁側の資料は、終ぞ⼊⼿し得な か

った。 

 
137 ⾃ 家 消 費 を す る 場 合 に は 、 販 売 諸 経 費 が 不 要 と な る こ と を 考 え れ ば 、 販 売 費 及 び ⼀ 般 管

理 費 を 控 除 す る 前 の 利 益 、 損 益 計 算 書 に お け る 、 売 上 総 利 益 率 を 指 す と 思 わ れ る 。  
138 樫 ⽥ 明 ＝ 今 井 慶 ⼀ 郎 ＝ 佐 藤 誠 ⼀ 郎 ＝ ⽊ 下 直 ⼈ ・ 前 掲 注 135・ 506 ⾴ 。  
139 ⼤ 島 隆 夫 ＝ ⻄ 野 襄 ⼀ 『 所 得 税 法 の 考 え ⽅ ・ 読 み ⽅ 』 307-310 ⾴ （ 税 務 経 理 協 会 ,1986

年 ）。  
140 植 松 ・ 前 掲 注 26・ 23 ⾴ 。  
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差益率であるという説に対する批判として、そもそも棚卸資産の販売におい て
は、差益率を算出する上で最も重要な、原価率が⼀様ではないことが挙げられる。
販売する商品・製品が⼤量消耗品なのか、⾼級嗜好品なのかによって原価率は 当
然異なるし、同⼀の商品の販売でも卸売なのか⼩売なのかによっても原価率は 左
右される。原価率が特例の割合を決定する上で重要な要因となったことは間違 い
なかろうが、この説は 70％という割合の妥当性に乏しい。 

特例が販売価額から⼀定割合を減じることについて、懐疑的な意⾒もある。 ⽈
く、⾃家消費を帰属所得に対する課税と捉えるならば、計上⾦額は理論的に販 売
価額以外考えられないところ、それを減じた計上が可能であることは、帰属所 得
課税 の 考 え を通 達 に お いて 排 除 す るも の 141であ り、 規 定 を ⾻抜 き に す る 142こと が
⽬的というものである。 

これに対し、筆者は販売価額から⼀定割合を減じることについて肯定的で、 特
例がこれを認めることの根拠については、事業遂⾏上の必要性が関係している と
考えている。第１章第５節第３項で述べたように、⾃家消費には、事業遂⾏上 の
必要性があり、品質管理費、研究開発費、広告宣伝費、処分費のような側⾯も 併
せ持つから、その消費が全て私的消費として処理されるべきものではない。 

また、第２章第２節第３項で述べたように、⻘⾊事業専従者である同⼀⽣計 の
配偶者や、個⼈事業主と取引のある会社の役員である同⼀⽣計の⼦が⾃家消費 を
した場合、この⾃家消費もまた、給与や福利厚⽣費、交際費のような側⾯があり、
事業性を有することになる。つまり、課税庁が販売価額の⼀定割合を減じた⾦ 額
計上を認める背景には、100％私的消費とは⾔い切れない⾃家消費に対して、販売
価額の 100％の計上を求めることは、余りに酷であるという配慮があるのでは な
いかと推察するのである。 

無論、筆者のこの考えも推測の域を出ないし、50％、70％という割合の妥当 性
を⽰すものではない。しかし、そのように考えると、事業遂⾏上の必要性を有 す
る⾃家消費である「棚卸資産の⾃家消費」には、販売価額から⼀定の割合を減 じ
ることが認められているのに対し、「事業⽤資産」にはそれが認められず、100％
の計上が要求されることにも合点がいくのである。 

 
第３項  割合の差 

所得税法７０％、消費税法５０％という、割合の差については以下のような 説
がある。 

 

 
141 酒 井 ・ 前 掲 注 86・ 271 ⾴ 。 こ れ に 対 ⽴ す る 意 ⾒ と し て 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 283 ⾴ 。  
142 ⼤ 島 ＝ ⻄ 野 ・ 前 掲 注 139・ 309 ⾴ 。  
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・所得税法は原価と時価の差額を重要視して課税するのに対し、消費税法は仕 ⼊
価額以上であることを第⼀の⽬的として、原価と時価の差額に対しての課税 を
重要視していないため、消費税法は 50％としている 143。 

 
 所得税法と消費税法の⽬的が異なるという点を指摘し、注⽬に値するが、や は
りこれを裏付けるような課税庁側の資料は⼊⼿できなかった。 

筆者は、所得税法と消費税法の⽂⾔に着⽬し、両法の割合に差が⽣ずる理由 に
ついて考察を⾏う。⾃家消費⾦額として計上すべき⾦額は、所得税法の特例で は
「取得価額以上」、消費税法の特例では「課税仕⼊れの⾦額以上」となることを 要
請している。消費税法で「課税仕⼊れの⾦額以上」というときの課税仕⼊れには、
いわゆる課税対象外の仕⼊れは含まれない。しかし、所得税法で「 取得価額以上」
というときの取得価額は、棚卸資産の取得に要した⾦額であるから、消費税法 に
おいて課税仕⼊れとならない、課税対象外の仕⼊れも所得税法の取得価額には 含
まれることになる。したがって、取得に要した労務費や保険料などは消費税法 の
課税仕⼊れには該当しないが、所得税法の取得価額には含まれる場合があるの で
ある。 

例えば製造業において、製品の販売価額が 100 円であり、材料費が 30 円、労
務費が 15 円、経費が 25 円（うち、保険料・減価償却費の合計額が 5 円）であっ
たとする（単純化のため消費税は無視する）。すると、所得税法における取得価額
は 30 円+15 円+25 円＝70 円となる。消費税法における課税仕⼊れの⾦額は 30 円
+25 円△5 円＝50 円となる。この場合において、製品に対する原価が同じ構成で
あっても、取得価額以上かつ販売価額の 70％と、課税仕⼊れの⾦額以上かつ販 売
価額の 50％とは同時に充たすことになる。このような取得価額と課税仕⼊れと の
違いが、所得税法と消費税法の割合に差が⽣まれる要因であると考えられるの で
ある。 

その上で、所得税法、消費税法ともに取得価額以上、課税仕⼊れの⾦額以上 を
要求するのは、損失を意図的に作り出す租税回避⾏為を防ぐためだと考えられる。
特に消費税法で課税仕⼊れの⾦額未満の⾃家消費⾦額の計上を容認してしまう と、
⾃家消費取引から消費税の還付が⽣じることとなってしまい、看過できない問 題
となる。そうした租税回避や不当な還付を防ぐための制約として、課税仕⼊れ の
⾦額以上を要求していると考えられるのである。 

このように、所得税法と消費税法との間の割合の差は、取得価額と、課税仕 ⼊
れの違いから⽣まれるものであり、理に適っている。したがって、理論的には 両

 
143 河 野 益 典 「 消 費 税 の 私 的 消 費 に 対 す る 課 税 に つ い て の ⼀ 考 察 」 租 税 資 料 館 賞 受 賞 論 ⽂ 集

中 巻 第 22 回 426 ⾴ （ 2013）。  
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法の割合の収斂を図る必要はない。 
しかし、同⼀のものを消費しているにもかかわらず、所得税法と消費税法と で

異なる⾦額 の計上を認 めることは 、納税者に は理解しに くいと思わ れ る 144。 例 え
ば販売価額 100 円の商品を⾃家消費した場合、所得税の申告では 70 円、消費 税
の申告では 50 円で計上すれば問題ないが、仮に 60 円でそれぞれ計上した場合、
所得税法ではどのように取り扱われるのか。60 円は否認され、100 円を計上し直
すのか、70 円を計上し直すのか、取扱いは明確になっていない。 

納税者の⽴場になって考えれば、取扱いが⽰されていない以上、保守的に当 初
の計上額を 70 円とする傾向になる。これでは消費税法が 50 円の計上を認める 意
味が薄れてしまう。 

理論的には両法の取扱いに差異を設けることには合理性があるが、その合理 性
は税法に精通した者でないと理解し難く、現⾏のまま所得税法と消費税法にお け
る計上⽅法に差異を設けるのであれば、その趣旨を明らかにし、納税者の理解 を
得る必要がある。 

⾃家消費は通常の販売のように外部との取引ではないので、その把握を納税 者
の記録に依拠するところが⼤きい。したがって⾃家消費の計上⽅法は納税者の 理
解が得やすい、簡素なものを旨とすべきであり、税法間の差異はできる限り解 消
するよう努めるべきである。 
 

第２節  ⾃家消費の⾦額計上に⽤いるべき数量 

所得税法、消費税法ともに、⾃家消費として計上すべき⾦額は、販売価額で あ
る。その販売価額は消費数量を乗じて計算することとなるので、消費数量につ い
ても、記録を取っておく必要があることは⾔うまでもない。 
 

第３節  帳簿等の記帳等と特例の関係 

⾃家消費の計上⾦額の特例は、所得税法においては、備え付ける帳簿に所定 の
記載を⾏うことを条件に、消費税法においては、確定申告書の提出を条件に適 ⽤
されること となってい る 145。これは、特例の適⽤を受けることにつき、納税者の

 
144 国 税 庁 「 棚 卸 資 産 の ⾃ 家 消 費 」 質 疑 応 答 事 例

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/03.htm 
（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  

145 消 費 税 法 施 ⾏ 令 71 条 各 号 に お い て 、 事 業 者 に は 帳 簿 の 備 付 け と 記 録 、 保 存 が 義 務 づ け ら
れ て お り 、 国 税 庁 「 No.6621 帳 簿 の 記 載 事 項 と 保 存 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4
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意思表⽰が必要であることを⽰している。したがって、所定の記載が⾏われて い
ないなどの⼿続きに不備がある場合には、この特例の適⽤はないと解される。 

このことを明らかにした【⼤阪地判昭和 63 年 11 ⽉ 30 ⽇税資 166 号 538 ⾴】
は、飲⾷店を営む納税者が、課税庁より所得税の推計課税を受けた事例である 。
納税者は⾃家消費の⾦額算出に当たり、主位的主張には仕⼊⾦額を、予備的主 張
には通常の売上⾦額の 70％をそれぞれ主張したが、裁判所は帳簿の記載が信頼 に
⾜るものでないとして、特例の要件を具備しないものと判断した。 

判決は、⾃家消費分が区分されて記帳されている場合には、①通常の売上と ⾃
家消費との混淆によって⽣ずる弊害が少ないこと。②本来世帯で購⼊、消費す べ
き家計⽤の資産を事業⽤の資産と合わせて購⼊、消費したとみて、その取得価 額
等での収⼊⾦額への算⼊を認めても特に不都合はないこと。③⾃家消費分を⼀ 律
に通常の販売価額で収⼊⾦額に計上すべきであるとすることは、納税者にとっ て
やや酷な⾯もあること等に鑑みて、⾃家消費分の帳簿への記載を要件として、 通
常の販売価額以下での収⼊⾦額への算⼊を認めたものと特例の趣旨を解した。 そ
してその⽬的は、法の合理的、弾⼒的運⽤によって納税者の利益を図るもので あ
ると結論づけている。 

このような裁判所が解する特例の趣旨に照らせば、特例の適⽤を受けるため の
帳簿の記載や申告書とは、客観性、信頼性、⽴証性を備えたものである必要が あ
ろう。 
 

第４節  農業についての特殊な取扱い 

 
第１項  特殊な取扱いを認める背景 

本章は第１節から第３節まで、⾃家消費を計上する場合の税務上の原則と特 例
を確認してきたが、農業における⾃家消費については、さらに特殊な取扱いが 認
められている。というより、農業においては通常、特例を適⽤できず、他の簡 便
な取扱いを認めなければ原則により計上するほかない、と⾔った⽅が適切である。 

どういうことか。まず、所得税法において農産物の収⼊⾦額の計上基準には 、
収穫基準が適⽤される。収穫基準については、本節第２項で詳細を説明するが 、
この収穫基準によれば、農産物は収穫をした時に、その収穫時の価額を総収⼊ ⾦
額に算⼊すると同時に、取得価額とすることになる。すると、販売価額に近い 収

 
年 2 ⽉ 14 ⽇ ） で は 、 こ の 帳 簿 は 、 記 載 事 項 を 充 ⾜ す る も の で あ れ ば 、 所 得 税 に お け る 帳
簿 で も 差 し ⽀ え な い こ と と さ れ て い る 。 個 ⼈ に お け る 消 費 税 の 確 定 申 告 書 は 所 得 税 の 帳 簿
を 基 礎 に 作 成 さ れ る こ と が 通 常 で あ る か ら 、 実 務 上 、 特 例 の 適 ⽤ を 受 け る た め に は 、 所 得
税 の 帳 簿 記 載 だ け を ⾏ っ て お け ば 良 い こ と と な る 。  
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穫価額が取得価額となってしまうので、特例を実質的に適⽤できないことにな る
146。 

農産物の中には⼀部、収穫基準の適⽤を受けないものもある。しかし、その よ
うな農産物であっても、特例の⽂⾔を素直に解せば、特例を適⽤できないこと が
分かる。 

その理由は特例を認める所得税基本通達 39-2 に「取得価額以上」、消費税法基
本通達 10-1-18 に「課税仕⼊れの⾦額以上」という⽂⾔があることによる。農 家
が⾃家消費をする場合、仕⼊れたものをそのまま消費する訳ではないため、「取得
価額以上」、「課税仕⼊れの⾦額以上」は、「 ⽣産原価以上」、「⽣産原価となる課税
仕⼊れの⾦額以上」と読みかえることになる。 

⽣産原価が判明するのは、原価計算をしてからということになるが、これは ⼀
定期間ごとに⾏うことが通常であり、少なくとも、⾃家消費の度に原価計算を ⾏
うということはない。 

また、所得税法には法⼈税法施⾏令 32 条 2 項のように、標準原価を取得価 額
（⽣産原価）とできる特別の扱いもない。したがって、収穫価額や販売価額と 、
⾃家消費の時点で判明していないはずの⽣産原価とを⽐較することはできない の
である 147。 

⽣産原価との⽐較ができないということは、販売価額の 70％相当額が取得価額
以上かどうか、販売価額の 50％相当額が課税仕⼊れの⾦額以上かどうかの判定 が
できず、結果として特例の適⽤を受けることができないこととなるのである 148。
そもそも農 家が⽣産原 価を正しく 把握できて いるのかと いう問題も あ る 149。 農 業
に限って特殊な取扱いを認めるのは、以上のような背景があると解される。 

 
第２項  個別通達 

⾃家消費の特例以外に認められる、農業についての特殊な取扱いとは、平成 18
年 1 ⽉ 12 ⽇に発出された「農業を営む者の取引に関する記載事項等の特例に つ
いて（法令解釈通達）」という個別通達（以下「個別通達」という）を指す。個別
通達のうち、⾃家消費に関連する部分のみを、下記表- 5 に抜粋した。 

なお、個別通達は⻘⾊申告者と⻘⾊申告者以外（いわゆる⽩⾊申告者）に区 分

 
146 藤 川 昭 次 郎 「 現 ⾏ 農 業 所 得 課 税 の 仕 組 み と 問 題 点 」 農 業 と 経 済 18-19 ⾴ （ 昭 和

堂 ,1986）。  
147 こ れ は 何 も 農 業 に 限 っ た こ と で は な く 、 例 え ば ⼩ 売 業 で も 払 出 原 価 の 算 出 ⽅ 法 に 総 平 均

法 を 採 ⽤ し て い れ ば 起 こ り 得 る 話 で あ る 。  
148 菊 池 ・ 前 掲 注 6・ 284 ⾴ 。  
149 ⼾ ⽥ ⿓ 介 『 ⽇ 本 に お け る 農 業 簿 記 の 研 究 − 戦 後 の 諸 展 開 と そ の 問 題 点 に つ い て − 』 221-

222 ⾴ （ 中 央 経 済 社 ,2017）［ 森 発 ⾔ ］。  
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して取り扱っているが、⾃家消費についての取扱いは、⻘⾊申告者と⽩⾊申告 者
で⼤きく異なるところはないため、⻘⾊申告者の部分のみを抜粋している。 

 
表- 5 個別通達の⾃家消費についての記述 

 
国 税 庁 「 農 業 を 営 む 者 の 取 引 に 関 す る 記 載 事 項 等 の 特 例 に つ い て （ 法 令 解 釈 通 達 ）」  

課 個 5− 3 平 成 18 年 1 ⽉ 12 ⽇ を 基 に 筆 者 作 成 。  
 
この個別通達によれば、農業を営む事業者は⾃家消費⾦額について、年末に ⼀

括して⾦額等を記載すること、及び収穫年次の異なるごとに、その収穫した時 に
おける農産物の価額の平均額 150によって計算しても差し⽀えないとされている。 

この、「収穫した時における農産物の価額」（以下、「 収穫価額」とは、収穫時の
⽣産者販売 価額を指す ） 151が、収穫基準の⼤きな特徴である。収穫基準は未だ販
売されていないものを、収穫という事実をもって収⼊⾦額に計上するという極 め
て特殊な所得の認識基準である。 

所得税法は権利確定主義を採⽤していると⼀般に解されているから、本来的 に
は、単に収穫をしたのみで所得を認識するのではなく、これを他に売却し、経 済
的価値の流⼊がある場合、若しくは経済的価値の流⼊の蓋然性が⾼い場合にな っ
て初めて所得が認識される。したがって、収穫の段階は原則的な所得認識の例 外

 
150 販 売 価 額 の 平 均 額 で も 良 い 。 た だ し 、 こ の 「 平 均 額 」 が 単 純 平 均 を 指 す の か 、 加 重 平 均

を 指 す の か 。 あ る い は い ず れ に 拠 っ て も 良 い の か 、 定 か で は な い 。  
151 所 得 税 基 本 通 達 41-1。  
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であると⾔える 152。 
収穫基準については種々の問題を含んでいると筆者は考えているが、それは 本

章第７節第１項で後述するとして、ともかく個別通達によれば、農産物の⾃家 消
費については、年末に⼀括して、かつ収穫価額を計上すれば良いということで あ
る。すると収穫価額と、⼀年間の消費数量の記録さえ取っておけば良いという こ
とになるので、消費した都度、販売価額を計上しなければならないことに⽐べ る
と、極めて簡便な取扱いと⾔える。 
 

第５節  実務における経理の実態調査 

本稿はここまで⾃家消費の計上の必要性、計上の対象となる範囲、計上⾦額 に
ついて論じてきた。本章第４節では農業には⾃家消費の簡便的な取扱いが認め ら
れていることも確認した。この過程を経て筆者が明らかにしたものは、税法の 解
釈から導かれる農業における⾃家消費のあるべき姿、「理論上の⾃家消費」である。 

しかし、これは⽂字通り理論上のものであり、農業実務において正しく実践 さ
れているかどうかを保証しない。特に⾃家消費は、個⼈事業主の⾃覚が乏しい 内
部取引に課税するものであるから、その実効性が疑わしいと筆者は考えている。 

例えば、個 ⼈農家の申 告について 、税理⼠や 農⺠連が著 した⽂献 153に は 「 普 通
の農家のばあいの家事消費⾦額は⽶と野菜を⾒積りますが、野菜を全部⾃家⽣ 産
しているわけではなく購⼊野菜もあることから家族⼀⼈当たり 1 万円相当額と ⽶
の消費分を加えて簡便に収⼊⾦額とすることがよいでしょう。」とあるが、このよ
うな計上⽅法は、およそ法が認める計上⽅法とは結びつかないものである。し か
し、この⽂献に⾒られるような認識は、何も特別なものではなく、農家⼀般に 共
通して⾒られるものなのではないだろうか。 

ここからは、農業における税務申告の実務上、⾃家消費の計上が適正に取り 扱
われているか、⽂献調査とアンケート調査結果を基に検証していく。仮に検証 結
果に理論との著しい乖離が⾒られたならば、筆者の仮説は正しかったことになる。 

⼾⽥⿓介 154の調査によれば、農家が⾃家消費をした場合に、申告書の⾃家消費
欄への記載⾃体は⾏われていることが明らかになっている。同時に、⾃家消費 は
申告書に記載しないと課税庁から指摘を受ける可能性があるため、その対策と し

 
152 酒 井 克 彦 「【 第 48 回 】 宝 く じ に 係 る 課 税 と 所 得 の 実 現 （ そ の 3）」 Profession Journal 酒

井 克 彦 の 〈 深 読 み ◆ 租 税 法 〉 https://profession-net.com/professionjournal/income-
article-220/（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ）。  

153 鈴 ⽊ 武 ＝ 林 ⽥ 雅 夫 ＝ ⾼ 久 悟 『 知 ら な き ゃ 損 す る  新 農 家 の 税 ⾦ 』 31-32 ⾴ （ 農 ⼭ 漁 村 ⽂
化 協 会 ,第 19 版 ,2021）。  

154 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 179 ⾴ ［ ⻄ ⽥ 発 ⾔ ］。  
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て名⽬上⾏われているものであり、事実の記録に基づく計上⾦額ではないこと も
指摘している。 

では、申告書に記載されている⾃家消費の⾦額は、何を根拠にしているので あ
ろうか。これは⼾⽥⿓介の調査によれば、課税庁と農協が話し合って決めた、 ⾃
家消費の「標準」 155を基に計上しているとのことである。 

課税庁が、 農業におい ても収⽀実 額計算を⾏ うことが原 則である 156と す る 指 針
を⽰している以上、このような標準は表向きないということになっているが、 そ
れでは実務が回らないため、⾮公式に⾃家消費の標準を作成している。そして 、
それは標準による農業所得計算の廃⽌を先導した課税庁の名前では出せないた め、
農協の名前で出しているというのが実態のようである 157。 

にわかには信じがたい事実であるが、この標準の存在は筆者が⾏ったアンケ ー
ト調査の回答結果からも裏付けられている。筆者は令和 3 年 3 ⽉ 13 ⽇に、農業
における⾃家消費の実態を調査するために、インターネット調査会社を通じて ア
ンケート調査を実施した。無作為に抽出した 20〜70 代までの成⼈男⼥のうち 、
条件に合う計 110 ⼈（以下、「対象者」という）から回答を得た。その質問と回答
選択肢を表- 6 に、回答結果を表- 7、表- 8、表- 9、表- 10、に⽰す。 

対象者は、⾃家消費を⾏う農家（アンケートでは「農業所得者」とした）あ る
いは、⾃家消費を⾏う農家の申告に携わる職業に就く者である。農協職員や市 区
町村職員を対象者に含めているのは、彼らには臨税許可制度（税理⼠法 50 条）に
より、申告の補助を⾏うことが認められており、農家の申告に携わる機会があ る
ためである。 

対象者には農家のほか、彼らに近しい存在である農協職員、市区町村職員が 多
い。また少数ではあるが、より理論的な知識を持つ税理⼠や税務署職員からも 貴
重な回答を得ることができた（表- 7）。 

対象者への質問内容は、農産物の種類、申告の認識の有無、記録の有無、計 上
基準、記録が技術的に可能か、の 5 項⽬である。 

対象者の多くは税務の専⾨職ではないため、Q4、Q5 に対する回答の選択肢 に
は「販売価額」、「時価」、「取得価額」、「課税仕⼊れ」という⽤語を⽤いず、平 易
な「売価」、「原価」を⽤いている。  

 
155 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 179 ⾴ ［ ⻄ ⽥ 発 ⾔ ］。  
156 国 税 庁 「 農 業 を 営 む 者 の 取 引 に 関 す る 記 載 事 項 等 の 特 例 に つ い て （ 法 令 解 釈 通 達 ）」 平 成

18 年 1 ⽉ 12 ⽇ 趣 旨 。  
157 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 180 ⾴ ［ ⻄ ⽥ 発 ⾔ ］。  
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表- 6 アンケート調査 質問と回答選択肢 
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表- 7 アンケート調査回答結果 ①職業スクリーニング 
 

 
 

まず、対象者に⾃家消費の有無を質問したところ、110 ⼈全員が⾃家消費を ⾏
っていると回答した。第１章第５節第３項で、農業において⾃家消費が 0 円とい
うことは考えにくい可能性を⽰唆したが、それが証明される結果となった（表- 8）。 

 
表- 8 アンケート調査回答結果 ②⾃家消費の有無  

 
 
次に、対象者に⾃家消費がある場合に、確定申告をしなければならないこと を

認識しているか質問したところ、110 ⼈中 91 ⼈が確定申告の必要性を認識し て
いた。 

これは、農家が⾃家消費をした場合に、申告書の⾃家消費欄への記載⾃体は ⾏
われているという、⼾⽥⿓介の調査結果を裏付けるものである。税務署職員、 税
理⼠、税理⼠事務所職員においては、全員が確定申告の必要性を認識していた 点
も興味深い（表- 9）。  
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表- 9 アンケート調査回答結果 ③確定申告の必要性の認識  

 
 

そして、対象者に⾃家消費に計上すべき⾦額について、どの基準に基づいて い
るかという質問をしたところ、「農業所得標準」、「税務署が指導する⾦額」、「農協・
市区町村の職員が指導する⾦額」とする回答を⾏った者が、全体の 4 割を占めた。
これは課税庁と農協の話し合いで作成されたという標準の存在を強く⽰唆する も
のである（表- 10）。 
 
表- 10 アンケート調査回答結果 ④⾃家消費の計上基準 
 

 
 

また、「売価」（原則による計上⾦額）や「原価」（特例による計上⾦額）とい う
理論的に正しい⾦額を計上しているのは、全体の 5 割を下回っており、半数以上
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が理論的に誤り、あるいは記録に基づかない根拠に乏しい⾦額を計上している こ
とが明らかになった。 

さらに、この問いを職業別に分析を⾏うと、農協や市区町村職員という税務 の
専⾨職から遠い職業にあるほど、標準に従って⾦額計上を⾏う傾向にあるのに 対
し、税理⼠や税理⼠事務所職員という税務の専⾨職ほど売価や原価など、理論 に
沿った計上を⾏う傾向にあることも分かった（表- 11）。 

 
表- 11 アンケート調査回答結果 ⑤職業・計上基準のクロス集計 

 
 

以上の⽂献調査、アンケート調査の結果から、納税者側では規定に則った計 上
が徹底されていないこと、課税庁側では、それを黙認しているという現状が明 ら
かとなった。 

納税者、すなわち農家及びその申告代理⼈が⾏う⾃家消費の計上について、 調
査結果からは、必ずしも理論通りに⾏われているとは⾔えず、理論と実務の間 に
は乖離が存在したということが確認された。 

⼀⽅、課税庁は標準の策定に深く関与しているから、回答に標準が挙がって く
るということは、理論と実務で⾃家消費の計上に乖離があることを承知の上で 黙
認していると⾔える。農業の特殊性に鑑みて、わざわざ個別通達のような簡便 的
な取扱いを認めているにもかかわらず、それが実務上は無視されているという 点
は甚だ問題である。 

課税庁とすれば、アンケート調査の結果で回答に挙がったような、種々の計 上
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基準で申告されたとしても、計上額が幾らかでもある場合、質問検査権の⽴証 責
任が課税庁にある以上は、直ちに異議を唱えることが難しい。課税庁は農業の 専
⾨家ではないため、その計上⾦額が適正なものであるかどうかは⽴証が困難で あ
り、⾃家消費が０円という場合を除き、申告⾦額を半ば鵜呑みにしているとい う
のが実態のようである。ましてや、⾃らも⾃家消費の標準の作成に関与してい る
となれば、尚更異議を唱えることは難しくなる。 

ただ、かような事情を鑑みても、個別通達の趣旨において「農業所得の計算は、
他の事業所得の計算と同様に収⽀実額計算をすることが原則」と⽰し、下記表- 12
のように標準の段階的廃⽌を進めたのは課税庁⾃⾝なのであるから、このよう な
⾔⾏不⼀致な態度には⾸を傾げざるを得ない。 

 
表- 12 農業所得標準課税から収⽀実額課税への移⾏状況 

 
柴 原 ⼀ 編 著 「 Q&A 農 業 ・ 農 地 を め ぐ る 税 務 」 42-43 ⾴ （ 2004） を 基 に 筆 者 作 成 。  
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殊にこのような課税庁の態度は、租税法律主義の重要な構成要素の 1 つである
合法性の原則に抵触する可能性がある。租税法は強⾏法であるから、課税要件 が
充⾜されている限り、課税庁には租税の減免の⾃由はなく、また租税を徴収し な
い⾃由もな く、法律で 定められた 税額を徴収 しなければ ならない 158。 合法 性 の 原
則が存する理由は、このように解さなければ、租税法の執⾏にあたって不正が 介
在するおそれがあるのみでなく、納税者によって取扱がまちまちになり、税負 担
の公平が維持できなくなる、ということにある 159。したがって、 仮に課税庁 が 徴
税執⾏の煩雑さを理由に、法に定められている以外の⽅法での⾃家消費の計上 を
認めるとすれば、合法性の原則に反することになる。 

さらに農家のみに法を逸脱した特別な扱いが認められているとすれば、農家 を
いたずらに利し、正しく⾃家消費⾦額を計上している他の事業者との間の課税 の
公平も図れないので、租税公平主義の観点からも問題 160となる。 

本節で明らかとなった問題点を解決する⽷⼝を探すため、本章第６節以降で 理
論と実務の乖離がなぜ⽣まれるのか、その原因を分析する。そして、その原因 が
現⾏法の解釈論では解決できないことを明らかにした上で、現状の⾃家消費の 計
上⽅法に替わる新たな計上⽅法、あるいは現状の計上⽅法を補完する計上⽅法 の
検討を⾏う。 

 

第６節  理論と実務の乖離 

 
第１項  乖離の原因 

本章第５節における、⽂献調査とアンケート調査の結果から、農業においては、
理論上の⾃家消費と実務上の⾃家消費との間に乖離があり、法が求める⽅法に よ
って計上がなされていないのではないか、という筆者の仮説は証明されたこと に
なる。 

調査結果が⽰すような、理論と実務で乖離が⽣まれる理由はいくつかあろうが 、
筆者が最も問題視するのは、農家は⼀般的に⾃分で売値の値決めができない、 つ
まり価格決 定権がない という点 161である。筆者は、この価格決定権の⽋如こそが
「その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する⾦額（=販売価額）」を

 
158 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 87 ⾴ 。  
159 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 87 ⾴ 。  
160 ⼤ 阪 ⾼ 判 昭 和 44 年 9 ⽉ 30 ⽇ 判 タ 241 号 108 ⾴ （ ス コ ッ チ ラ イ ト 事 件 ）。  
161 全 国 農 業 経 営 コ ン サ ル タ ン ト 協 会 ＝ ⼤ 原 学 園 ⼤ 原 簿 記 学 校 『 農 業 簿 記 検 定 教 科 書 3 級 』 3

⾴ （ ⼤ 原 出 版 ,第 2 版 ,2019）。  
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認定するこ とを、きわ めて困難で ある 162状態ならしめ、記録に基づかない⾃家消
費の計上をさせてしまう⼀番の原因であると考える。 

販売価額が分からないということは、事実上、⾃家消費の計上ができないこ と
を意味する。法は販売価額が分からない場合の指針を⽰していないが、だから と
いって計上 しないと課 税庁から指 摘を受ける 163。結果として、根拠の乏しい⾦額
を計上せざるを得なくなってしまっていると考えられる。本章第５節で⽰した ア
ンケート 調 査の結果 （ 表- 10）で様々な計 上 ⽅法が回 答 として挙 が っていた こ と
は、このような事情を如実に反映している。 

農家が価格決定権を有しないということは、⾃家消費を帰属所得に対する課 税
と考える上でも重要な意味を持つ。第２章第５節第３項で、棚卸資産であれば 販
売価額の測定は容易であり、それこそが帰属所得たる⾃家消費が、課税の対象 と
なる重要な要素であることを指摘した。しかし、農業に限ってはそれが当ては ま
らないため、農業における⾃家消費に対して課税する根拠が揺らぐことになる。 

ではなぜ農家は価格決定権を有さないのか、それは農産物の販売流通の形態 に
由来する。農家の農産物の販売⽅法は主に、①農協に出荷する。②卸売市場に 出
荷する。③スーパーや外⾷と販売契約を結んで出荷する。④インターネットや 直
売所、道の駅などを利⽤して個⼈へ直接販売する。という 4 つの⽅法がある。 

統計 164では、農産物の全出荷量のうち、①〜④の出荷先への割合は、それぞれ 、
①71．0％②11．8％③7．4％④7．8％の順となっている。 

そのうち、多くの⼩規模農家が利⽤する、①の農協への出荷をした場合に、 農
家に価格決 定権がない ことについ ては、次の 鈴⽊誠 165の⾔ が詳しい。「そも そ も 、
農家と農協との間の取引⽅法⾃体が、かなり前時代的である。農家は商品と引 き
換えに、その代⾦を⼿に⼊れることができないのだ。まず、農家は農協の所有 す
る倉庫に作った作物を納品する。すると農協は作物を卸売業者、もしくは⼤⼿ ⼩
売業者などに販売し、その代価として受け取った代⾦から⾃らの⼿数料を差し 引
き、農家の⼝座に⼊⾦する。農家はしばらく後に⼝座を確認し、その⼊⾦され た
⾦額を⾒るまで、⾃分の作った作物がいくらで販売できたかわからないのである」。 

つまり、幾らで売れるのかも分からないままに出荷することが、農業では通 常

 
162 碓 井 光 明 ｢農 業 所 得 課 税 に 関 す る 研 究 （ 1） ｣エ コ ノ ミ ア 83 号 2 ⾴ （ 1984）。  
163 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 179 ⾴ ［ ⻄ ⽥ 発 ⾔ ］。  
164 農 林 ⽔ 産 省 「 平 成 29 年 度 確 報  ⾷ 品 流 通 段 階 別 価 格 形 成 調 査 」 ⼤ ⾂ 官 房 統 計 部 ⽣ 産 流 通

消 費 統 計 課 消 費 統 計 室 ,概 要 39 ⾴ （ 2019 年 6 ⽉ ）。 ほ ぼ 同 様 の 統 計 が 、 農 林 ⽔ 産 省 「 2020
年 農 林 業 セ ン サ ス 確 報 第 ２ 巻  農 林 業 経 営 体 調 査 報 告 書  − 総 括 編 − 農 産 物 出 荷 先 別 経 営
体 数 」 ⼤ ⾂ 官 房 統 計 部 経 営 構 造 統 計 課 セ ン サ ス 統 計 室 （ 2021 年 6 ⽉ ）。  

165 鈴 ⽊ 誠 『 り ん ご ⼀ つ に あ と 20 円 多 く 払 え ば 、 東 北 の 農 業 は 復 興 で き る 』 28-29 ⾴ （ 講 談
社 ,2011）。  
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の販売⽅法として確⽴しており、これは⼀般的な商慣⾏からはかけ離れている。 
次に利⽤割合が多い、②の卸売市場へ出荷する⽅法は、値付けを含めて 100％

販売を委ねる契約である。農産物を出荷しても、販売されるまで販売価格が分 か
らず、さら に⼝座に⼊ ⾦されるま で幾らの収 ⼊があるの かわからな い 166と い う 販
売の構図は、農協へ出荷する場合とさほど変わらない 167。 

なぜ農家が⾃分で値段を決められないという不利な条件を⽢受してまで、卸 売
市場に出荷しているかというと、卸売市場には受託拒否が禁⽌（卸売市場法 4 条
5 項 5 号）されているためである。卸売市場はどんなに供給が過多であろうと 、
農家からの販売委託を拒めない。その代わりに、値付けは卸売市場の裁量に任 さ
れることになる。農家はどんな値段で売られても⽂句が⾔えないが、必ず販売 し
てもらえるので、価格決定権を放棄してでも卸売市場を利⽤するのである。 

もちろん、農家が⽣産した農産物の全てについて価格決定権を有しないので は
なく、③や④の⽅法のように直接販売をする場合には、⾃ら値付けを⾏うこと は
可能である。しかし、それは商品⼒や販売⼒のある⼀部の農家や農業法⼈に限 ら
れる。多くの個⼈農家は外部との取引が殆どない、閉ざされた環境に置かれ 168、
⾃ら⽣産した農産物の価格決定権も交渉権も有せず、これらの⽋如が理論と実 務
の乖離を⽣じせしめていると考えられる。 
 

第２項  解釈論の限界 
農家は価格決定権を有しないという農業特有の事情を鑑みたとき、「販売価額 」

を基礎に置く所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号及び関係法令を、農業の⾃
家消費について適⽤させることには、必然と限界があると⾔わざるを得ない。 

個別通達の存在が⽰すように、課税庁の農業における⾃家消費への配慮は窺 え
る。しかし、それは表- 5 の通り、作物の持つ特性（収穫から販売までの期間の⻑
短）によって取扱いを変えようとするものであり、価格決定権の有無とは全く 関
係がないものである。 

収穫から販売までの期間が⻑い⽶であろうと、期間が短い⽣鮮野菜であろうと 、
農協に出荷する（価格決定権がない）場合もあれば、消費者へ直接販売する（ 価
格決定権が有る）場合もある。個別通達は農家が個々に持つ販売流通の⼿段い か
んで、価格決定権の有無に差が⽣ずるという実情を反映した設計がなされてお ら
ず、かえって実務に混乱を招いてしまっている。 

 
166 ⼾ ⽥ ⿓ 介 『 農 業 発 展 に 向 け た 簿 記 の 役 割 − 農 業 者 の モ デ ル 別 分 析 と 提 ⾔ − 』 4 ⾴ （ 中 央

経 済 社 ,2014）。  
167 俗 に 市 場 流 通 問 題 と も 呼 ば れ る 。  
168 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 166・ 19 ⾴ は 、 こ の 外 部 取 引 の 少 な さ が 、 簿 記 が 農 業 に 馴 染 ま な い ⼀ 因 だ

と す る 。  
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軽々に⽴法論を持ち出すことは厳に慎むべきことである。しかし、理論と実 務
に乖離が⽣じている原因が、農家も他の事業者と同様、当然に価格決定権を持 つ
という、法が置く前提の誤りであると認められる以上、法の解釈による解決に は
限界があり、⽴法論によることもやむを得ないところである。 

そこで、本稿は制度の適正な運⽤を図るため、農業における⾃家消費の新た な
計上⽅法を模索することにする。まず、推計課税が⾏われた事例を確認し、農 業
の⾃家消費における適正な価格とは何かについて検討を⾏う。その上で筆者の 考
える計上⽅法を提起する。 
 

第３項  新たな⾃家消費⾦額の計上⽅法の模索（推計課税を例に） 
 

１ 推計課税との類似性・親和性  
⾃家消費は、消費の事実とその消費から⽣じた利得を、個⼈事業主が享受し た

ことは確かであるが、内部取引であるため、その取引の態様を直接的な資料か ら
把握することは困難である。 

このような⾃家消費の持つ特性を鑑みたとき、いくら申告納税、実額収⽀が 原
則だと⾔っても、⾃家消費を直接的な資料に基づいて計上することには⾃ずと 限
界があり、間接的な資料に基づき、ある程度の推定をもって臨まざるを得な い 169。
したがって、⾃家消費⾦額の計上の肝所は、若⼲の推計の要素を認めつつ、如 何
にして実額に近似させるか、という点に尽きる。 

本節では推計課税が⾏われた事例を数例⾒ていくこととなるが、それは推計 課
税が、各種の間接的な資料を⽤いて所得を認定する 170 171点で、⾃家消費 と 類似 性
があるためである。 

また、⻑きに亘り、農業所得標準という⼀種の推計課税によって農業所得を 計
算すること が認められ てきた 172ことから、農業と推計課税とは親和性があるため
でもある。 

これらの、推計課税との類似性、親和性は、とかく記録に残りにくい⾃家消 費
に対して課税する場合に、どのような⽅法が望ましいか、検討するにあたり参 考
になると考えられるのである。 

 
169 碓 井 光 明 「 農 業 所 得 課 税 に 関 す る 研 究 （ 5・ 完 ）」 エ コ ノ ミ ア 93 号 55 ⾴ （ 1987）。  
170 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 29・ 960 ⾴ 。  
171 最 判 昭 和 39 年 11 ⽉ 13 ⽇ ⺠ 集 76 号 85 ⾴ は 、 現 ⾏ 所 得 税 法 156 条 （ 旧 所 得 税 法 46 条 の

2） の よ う な 明 ⽂ 規 定 が 存 在 し な く て も 、 推 計 課 税 は 可 能 で あ る と 判 ⽰ し て い る 。 こ れ を
引 ⽤ す る 形 で 、 現 在 規 定 の 存 在 し な い 消 費 税 法 に お い て も 、 推 計 で 課 税 売 上 を 認 定 す る こ
と は 可 能 だ と す る 判 決 多 数 。  

172 ⼭ 形 地 判 平 成 11 年 3 ⽉ 30 ⽇ ⽉ 報 47 巻 6 号 1559 ⾴ 。  
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本稿が推計課税の例を検討するのは、このような理由によるものであって、 ⾃
家消費⾦額を推計により求めることを積極的に意図するものではない。 

 
２ ⽐率法（同業者⽐率と本⼈⽐率）  

推計課税を⾏う場合、資産増減法、消費⾼法、⽐率法、効率法の 4 種のいずれ
か、⼜はこれらの組み合わせによって⾏われることが通常である。これらのうち、
資産増減法、消費法、効率法は課税すべき所得を認定する⽅法として⽤いられ る
ため、収⼊⾦額△必要経費という計算構造を採らず、所得の源泉たる売上を推 計
できない。したがって、⾃家消費の計上⾦額の算出⽅法を検討する材料として は
馴染まない。 

先に挙げた 4 種の⽅法のうち、売上を推計することができる⽅法は、唯⼀、⽐
率法のみで ある。南博 ⽅ 173によれば、⽐率法とは、納税者の売上⾦額、仕⼊⾦額
などに⽐率（差益率、所得率など）を適⽤して、所得⾦額を算定するものである。
さらにその⽐率には、本⼈⽐率、同業者率などがある。①本⼈⽐率とは、その 納
税者本⼈の⼀定期間の実績による⽐率⼜は記帳から個別に抽出された⽐率であ り、
②同業者率とは、その納税者と同規模、同程度の同業者を選定し、その差益率 、
所得率、経費率などの平均値を算出したものである 174。 

さて、⽐率法によれば売上を推計することが可能となるが、⾃家消費をした こ
とによる売上のみを分離することはできない。例えば、仕⼊額の実額が判明し て
いる場合において、売上を同業者率により推計する場合、その仕⼊額を同業者 率
の仕⼊率で除して売上を推計する。その結果、導き出される売上は、⾃家消費 を
含む総売上となる。 

しかし、総売上のうち、幾らが⾃家消費であるかは分からない。総売上に占 め
る⾃家消費の割合、⾃家消費率とでも⾔うべき割合が分からないためである。 推
計を⾏う最終⽬的は、所得を把握し、課税する所にあるから、所得を合理的に 推
計することさえできれば、その内訳を詳細に算出する必要性がさほどないので あ
る 175。 

事実、【福島地判平成 17 年 11 ⽉ 22 ⽇税資 255 号順号 10205】は、⾃家消費分
の仕⼊⾦額も売上原価に含まれるため、売上原価から売上⾦額等を推計するに あ
たり、⾃家消費分を特に区分して計算する理由はない、と判⽰ 176し、【さい たま 地

 
173 南 博 ⽅ 「 推 計 課 税 の 合 理 性 ― 同 業 者 率 と 実 調 率 ― 」 ジ ュ リ ス ト 640 号 94 ⾴ （ 1977）。  
174 南 ・ 前 掲 注 173・ 94 ⾴ （ 1977）。  
175 消 費 税 に お い て 、 例 え ば 棚 卸 資 産 の 輸 出 と ⾃ 家 消 費 が 同 ⼀ の 課 税 期 間 で ⾏ わ れ て い る よ

う な 場 合 で は 、 課 税 売 上 割 合 の 算 出 上 、 何 ら か の 資 料 に よ り 売 上 を 輸 出 部 分 と ⾃ 家 消 費 部
分 と を 区 分 し て 推 計 す る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。  

176 同 旨 、 ⼤ 阪 地 判 昭 和 63 年 11 ⽉ 30 ⽇ 税 資 166 号 538 ⾴ 。  
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判平成 14 年 10 ⽉ 30 ⽇税資 252 号順号 9226】で資料として提出された「同業者
調査票」（表- 13）には、納税者と⽐準同業者の売上⾦額並びに仕⼊⾦額が記載 さ
れているが、売上⾦額は総額で記載されており、そこに⾃家消費⾦額の区別は な
い。 
 
表- 13 同業者調査票 

 
関 本 ⼤ 樹 「 倍 半 基 準 に よ る 推 計 課 税 の 数 理 学 的 構 造 に 関 す る ⼀ 考 察 」  

税 ⼤ ジ ャ ー ナ ル 22 号 110 ⾴ （ 2013） よ り ⼀ 部 抜 粋 。  

 

仮に、売上⾦額が純然たる販売による売上と、⾃家消費とが明確になってい た
としても、農業における⾃家消費⾦額は、そもそも標準などの根拠に乏しい⾦ 額
を⽤いているので、そこから導出される⾃家消費率は合理的なものとは⾔えな い
だろう。つまり、実額と⾔えるまでの⾦額を、⽐率法により計算しようと考え る
ならば、信頼性の置ける⾦額により算出した⾃家消費率が必要ということである。 

では、どのような⾃家消費率であれば合理的であると⾔えるのか。それは、 本
⼈の実績による⾃家消費率であり、その実績は⾃家消費の原則の⽅法により計 上
したもの、つまり本⼈⽐率である。 

本⼈⽐率が同業者率より優れているのは、本⼈の実績に基づく⽐率が、最も よ
く本⼈の事情を反映しているからである。【⼤阪地判昭和 59 年 11 ⽉ 30 ⽇税資
140 号 349 ⾴】は、納税者の事業実績に⼤きな影響を与えるような差異や、事 業
形態・事業内容における変化がないならば、原則として、本⼈⽐率の⽅が、同 業
者率より合理的であると結論づける。 

ただし、本⼈⽐率が同業者率より優位であるというためには、その⽐率が信 頼
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できる⾦額によって構成されている必要がある。【⾼松⾼判平成 13 年４⽉ 17 ⽇
税資 250 号順号 8883】も、同業者⽐率より本⼈⽐率の⽅が、より真実に近い数値
を把握し得るのは、納税者⾃⾝の実額数値が適正に捕捉されている場合である 、
と条件を付す。したがって、⾃家消費率を算出しようとするならば、算式の分 ⼦
たる⾃家消費⾦額は、「消費した時における資産の価額」という原則により計算し
た⾦額を⽤いる必要があるのである。 

 
３ 推計課税判例に⾒る記録の重要性・標準の否定  

推計課税に関する判例の中に、⾃家消費の⾦額計上における記録の重要性を 指
摘した【盛岡地判平成 7 年 2 ⽉ 3 ⽇税資 208 号 215 ⾴】がある。 

この事例では、推計課税を受けた納税者が、統計により算出した⾦額を実額 の
⾃家消費⾦額と主張したが、納税者の敗訴となっている。理由の中では、統計 に
より算出した⾦額は実額とは⾔えないと明確にした上で、「⽇記帳や、帳簿等に消
費した⽶等の量だけでも記帳していれば、その市場価格の把握は後に⽐較的容 易
になし得るし、･･･実額の⽴証は⼗分可能であったはずである」と判⽰している。 

ここからは、消費数量の記録と、市場価格の把握をもって、実額と同視し得 る
可能性が窺える。また、納税者が統計により、家庭における⽶の年間消費量を 、
⼤⼈⼀⼈当たり 100 ㎏（⽞⽶）とし、政府買取価格を乗じて⾃家消費⾦額の実額

と し て 主 張 し た が 、「 標 準 消 費 量 に 基 づ い て 消 費 量 を 算 出 す る ⽅ 法 は 推 計 そ の も
、、、、、

の
、

であって実額ということはできない。［傍点：筆者］」と否定している。実額で
あるというためには、正確な消費量の記録を取ることが重要であるとともに、 本
章第５節の調査結果が⽰したような、「標準」による⾦額計上が問題であること も
指摘したのである。 

信頼し得る消費数量と公正な価格をもって初めて実額と⾔える、これが推計 課
税の判例の与える⽰唆である。 

 
４ 推計課税の考察から得られたもの  

ここまで、推計課税に⾃家消費との類似性・親和性を⾒出し、新たな⾃家消 費
⾦額の計上⽅法の参考とするため、考察を⾏った。その結果、得られたものは 次
の通りである。 

 
①  本⼈⽐率は、同業者率より合理性がある。 
②  消費の記録を取っておき、後に市場価格を乗じることで実額の⽴証とする

ことも可能である。 
③  標準に基づく算出⽅法は推計そのものであり、実額とは⾔えない。 
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第７節  新たな⾃家消費⾦額の計上⽅法の提起 

 
第１項  計上⽅法の前提条件 

 
１ 前提条件  

個別通達は、記帳慣⾏に乏しい農家に配慮したものであるが、有効に機能し て
いるとは⾔い難い。そして、⾃家消費の⾦額が法に定めのない⽅法によって計 上
されている事実が⽂献調査、アンケート調査から明らかになっている。こうし た
現状は、もはや法が有名無実化していることを意味する。 

本稿が提起するのは、これらの問題点を解決するため、個別通達に代えて、 ⾃
家消費⾦額の新たな計上⽅法を採⽤しようとするものである。提起する計上⽅ 法
には、これまでの考察に基づき、4 つの前提条件を付す。 
 

２ 前提条件① 価格決定権の有無に応じ計上⽅法を変える  
現在の個別通達は農産物の価格決定権の有無ではなく、専ら農産物の種類及び 、

販売期間の⻑短によって取扱いを変えている。 
しかし、⾃家消費の⾦額計上において、これらの要素は重要ではないので、 改

める必要がある。すなわち、農家が適⽤できる⾃家消費の計上⽅法を、価格決 定
権の有無の別に⽤意するということである。 

なお、価格決定権の有無の判定は、農産物の品⽬毎に⾏う。同⼀品⽬につい て
価格決定権の有る販売⽅法と価格決定権のない販売⽅法がある場合には、価格 決
定権有りとして判定する。 
 

（１）価格決定権有り 
契約農家や、通販などの独⾃の販売流通を持つ農家は、価格決定権を有して い

るため、⾃家消費の計上にあたっては所得税法 39 条、消費税法 4 条 5 項 1 号に
規定する、原則の計上⽅法によることが適当である。なお、同⼀の農産物につ い
て、複数の価格がある場合には、加重平均の価格とすべきである。原価計算を ⾏
っており、⽣産原価が分かる場合には、基本通達に規定する特例の適⽤を認め る
こととする。 

そして、⼀定の要件を充たす農家については、本節で提起する「簡便法（み な
し⾃家消費率法）」によることを認める。いずれも、要件を充たす限り、⾃らに有
利となる⽅法を採⽤すれば良く、その採否は納税者に委ねることとする。 

 



 

95 
 

（２）価格決定権なし 
農協や卸売市場が主な販売先である農家、つまり価格決定権を有していない 農

家については、⾃家消費⾦額の計上が原則、特例のいずれによることも難しい た
め、本節で提起する「市価法」によることを認める。 

以上をまとめると、提起する⾃家消費の計上⽅法は表- 14 の通りとなる。 
 
表- 14 提起する⾃家消費の計上⽅法と適⽤関係 

 
 

３ 前提条件② 消費数量の記録を義務づける  
売上説は、⾃家消費の本質を売上であるとする。そして売上とは販売単価と 数

量の積であるから、⾃家消費の⾦額を幾らで計上すべきか分からないという場合、
それは原因別に次の３つに区分することができる。 

 
販売単価は分かるが、消費数量が分からない場合。 
販売単価は分からないが、消費数量は分かる場合。 
販売単価と消費数量の、いずれも分からない場合。 
 

したがって、当然のことであるが、⾃家消費の⾦額を算出するためには、販 売
単価だけでなく、消費数量も確定させる必要がある。消費数量につき、第２章 第
５節第３項では、期⾸棚卸数量＋期中仕⼊数量△期末棚卸数量△当期販売数量 で
間接的に算出できると述べたが、農業では⾃然増加という特徴があるため、投 ⼊
量と⽣産量 の乖離が⼤ きく 177、棚卸計算法を⽤いることは馴染まない。代替案と
して収穫数量から販売数量と実地棚卸数量を控除した数量を消費数量とみなす こ
ともできるが、この場合の数量には減耗や事業消費による減少も含まれること に
なり、正確な消費数量の記録とは⾔えない。 

結局の所、農家の⾃家消費の消費数量については、間接的な⽅法による把握 が
困難であるため、納税者の直接的記録に任せるしかなく、申告納税の理念からも、

 
177 ⼀ 粒 の 種 籾 か ら 複 数 の ⽞ ⽶ が 収 穫 で き る こ と を 想 像 す れ ば 良 い 。  
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その把握は納税者の⾃発的な記録に拠るべきであろう。 
このような⾒解を⽰すとき、農家に記録を取らせることなど不可能だという 批

判が反射的にあるが、本稿を執筆している令和 3 年時点には、原則や特例の制定
当時には想像もされなかった記録技術が確⽴されていることをもって反証とす る。 

例えば、家で消費する農産物をスマートフォンなどのデジタル端末で写真に 撮
るだけで、消費数量と⽇付の記録は取れる。さらに撮影された写真は⾃動的に ク
ラウド上に転送されるようにも設定できるので、これを後⽇まとめて消費履歴 と
すれば良い。近年では AI を搭載したスマートスピーカーに、⾳声でメモを取 る
機能が付属しており、両⼿が塞がっていても記録が取れる。実際に利⽤するか ど
うかは別にしても、簡便に消費量を記録することができる技術は⽇々進歩して い
る。 

本章第６節第３項の【盛岡地判平成 7 年 2 ⽉ 3 ⽇税資 208 号 215 ⾴】にいう
「⽇記帳や、帳簿等に消費した⽶等の量だけでも記帳していれば･･･」は、容易 く
克服できる問題となったのである。 
 

４ 前提条件③ 複式簿記を⽤いた記録を前提としない  
消費数量の記録を取るという点においては、複式簿記を⽤いた記帳という⽅ 法

も選択肢として考えられる。農業には、複式簿記による記帳から得られる情報 を
経営活動に 活⽤する農 業簿記の導 ⼊を推進し ようという 動きがある 178の で 、 こ れ
を⾃家消費の⾦額計上にも利⽤しようというのである。こうした動きを否定す る
わけではないが、⾃家消費の⾦額計上に限っては、複式簿記による記帳である 必
要はないと考える。 

第 1 に、複式簿記の特徴は検証機能にあるとすれば、推計の要素を排除できな
い⾃家消費について、複式簿記は必ずしも有効に機能しない。 

第 2 に、「外部取引の少なさ」、「因果関係の希薄な⾃然増加・⾃然現象の多さ」、
「家業としての農業」、「⾦銭評価の困難なものの多さ」という農業に表れる特 徴
が、簿記と 相性が悪い ことは常々 指摘される ところであ り 179、そ れは 、こ れ ま で
に農業に複式簿記を導⼊しようという試みが幾度となくありながら、未だ農業 の
発展に貢献できていない（衰退を⽌めることができていない）ことからも明ら か
である。この農業と簿記の相性の悪さから、農業簿記は第⼀選択とはならない。 

第 3 に、⾃家消費は所得税法、消費税法の課税根拠に基づいて計上が求められ
るものであり、簿記が基礎とする会計学では計上が求められていない。それは 会
計学では、個⼈事業であっても、資本と経営の分離が⾏われていることが前提 と

 
178 全 国 農 業 経 営 コ ン サ ル タ ン ト 協 会 ＝ ⼤ 原 学 園 ⼤ 原 簿 記 学 校 ・ 前 掲 注 161・ は じ め に 。  
179 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 166・ 19 ⾴ 。  
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なるためでもある。それゆえ税務仕訳で使⽤する「事業主貸」、「⾃家消費」と い
う勘 定 科 ⽬ は農 業 簿 記 の使 ⽤ 科 ⽬ には 存 在 し ない 180。 農業 簿記 の 教 科 書 181には 、
「事業主貸/⾃家消費」という所得税の仕訳（例えば⽶を⾃家消費した場合）を農
業簿記の仕訳で表現する場合、正味財産の減少を資本⾦の減少として処理し、「資
本⾦/⽔稲売上⾼」になると説明されている。⾃家消費を農業簿記によって記録す
ることは、本来、簿記の考えにないものを、表現しようとすることになるので 、
どうしても無理が⽣じるのである。 

以上の 3 点の理由から、筆者の提起する計上⽅法は、簿記の知識は必ずしも必
要としないものとする。複式簿記を前提としない計上⽅法を採⽤することは、 正
規の簿記の原則による記帳が求められる⻘⾊申告者でなくても（いわゆる 10 万
控除の⻘⾊申告者や⽩⾊申告者でも）適⽤できることを意味し、簡素の原則 182に
も資するものである。 
 

５ 前提条件④ 収穫価額を⽤いない  
 

（１）収穫基準の概要 
個別通達では、所得税法 39 条が要求する消費の時における価額について、 収

穫価額によることも認める、とされている。この収穫価額が所得税法 41 条に 規
定する収穫基準に由来することは本章第 4 節で述べた通りである。この収穫価額
が認められる理由を明らかにする前に、収穫基準の概要を説明することとする。 

繰り返しになるが、収穫基準は所得税法 41 条に規定された、農産物の収⼊ 時
期の基準である。下記にその原⽂を⽰す。 
 

第 41 条 
農業を営む居住者が農産物･･･を収穫した場合には、その収穫した時における 
当該農産物の価額（･･･「収穫価額」という。）に相当する⾦額は、 
その者のその収穫の⽇の属する年分の事業所得の⾦額の計算上、総収⼊⾦ 額 に
算⼊する。 
２ 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得した も の
とみなす。 

 
180 会 計 学 に も ⾃ 家 消 費 と い う 考 え が 皆 無 で は な い 。 企 業 会 計 審 議 会 「 原 価 計 算 基 準 28

（ 四 ）」（ 1962 年 11 ⽉ ）。 た だ し 、 こ の 場 合 の ⾃ 家 消 費 は 、 副 産 物 の 製 造 ⼯ 程 へ の 再 投 ⼊
を 意 味 し て い る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 こ の 基 準 は 法 ⼈ を 対 象 と し た も の で あ る か ら 、 個 ⼈
を 対 象 と し た 本 稿 の ⾃ 家 消 費 と は 前 提 が 異 な る 。  

181 全 国 農 業 経 営 コ ン サ ル タ ン ト 協 会 ＝ ⼤ 原 学 園 ⼤ 原 簿 記 学 校 ・ 前 掲 注 161・ 43 ⾴ 。  
182 税 制 調 査 会 ・ 前 掲 注 39・ 18-19 ⾴ 。  
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この規定は農産物を収穫した場合には、収穫時の価額を総収⼊⾦額に算⼊し 、
同時に、同額を農産物の取得価額とすることを定めている。収穫時の価額を総 収
⼊⾦額と取得価額とにそれぞれ計上するため、結果的に相殺されて消えてしまい、
この基準には意味がないのではないかと思えてしまうが、41 条 2 項の処理を敢 え
て⾏う意味については後述する。 

次に、収穫基準が適⽤される農産物の範囲を確認する。所得税法施⾏令 88 条
には次のように定められている。 
 

令第 88 条（農産物の範囲） 
法第 41 条第１項･･･に規定する･･･農産物は、⽶、⻨その他の穀物、⾺鈴しよ、
⽢しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の⽣産物 ⼜ は
温室その他特殊施設を⽤いて⽣産する園芸作物とする。 

 
これは⽥畑 で⽣産され る農産物を イメージす れば良い 183。なお、この農産物の

範囲に含まれない代表例は畜産物である（畜産物には収穫基準が適⽤されない）。
以下、「農産物」と⾔う場合、所得税法施⾏令 88 条の農産物を指すものとする。 

 
（２）収穫基準の採⽤理由 

さて、所得税法において収穫基準が、農家の収⼊⾦額の計上時期の基準とし て
採⽤されている理由については、幾つか説がある。そのうちの 1 つに脱漏が多い
農家の⾃家消費に対して課税するために採⽤されたとする考え⽅ 184がある。 

税制調査会 185は「農産物については、･･･⾃家消費の割合が多い特性をもって い
るとともに、その⾃家消費をそのつど把握することが⾄難なことによる徴税技 術
上の問題か ら⽣じた特 別の例外」 と位置づけ 、⾦⼦宏 186は「わが国では農産物の
多くの部分が農家の⾃家消費にあてられるから、農業所得を正確に把握するた め
には、農産物の⾃家消費によって得られる帰属収益（imputed profit）を捕捉する
必要があるが、わが国の農家が⼀般に記帳慣⾏を⽋いているため、その捕捉が 困
難である、という徴収技術上の考慮から、次善の策として」採⽤されたと、⾃ 家
消費に対する徴税技術上の考慮という点を挙げている。 

植松守雄 187も「税法が農産物の収穫による所得の実現について『収穫主義』に

 
183 国 税 庁 ・ 前 掲 注 104・ 29 ⾴ 。 収 穫 基 準 の 適 ⽤ を 受 け る 農 産 物 の 範 囲 に つ い て 、 単 に 農 産

物 及 び 果 物 と 規 定 し て い る の み で あ っ た た め 、 範 囲 を 明 確 に し た と あ る 。  
184 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 65 ⾴ 。  
185 税 制 調 査 会 ・ 前 掲 注 23・ 16-17 ⾴ 。  
186 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1099 ⾴ 。  
187 植 松 ・ 前 掲 注 103・ 146 ⾴ 。  
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よっている（41）ことは、当然農家の⾃家消費分も所得を構成するという前提 に
⽴っている」とし、収穫基準と⾃家消費の強い関連性を指摘している。 

また、かつての農林省 188も「農業についてのみ特別の⾒解を採られておる のは 、
『⽇本の農業』においては、他の商⼯業と異り［原⽂ママ］⽣産額の半分程度 は
⾃家消費され、必ずしも売却することのみが⽬的となっていないから、収穫し た
時に所得が発⽣したものとみるのが、⽇本の農業の実態に即応すると考えられ て
いる」とし、⼤島隆夫 189も、「農産物の場合は相当部分が⾃家消費に回ること は 始
めから分かっている」と、⾃家消費と収穫基準を結びつける。 

これらの考え⽅は、⼀定の説得⼒を持ち、収穫基準と⾃家消費との関係が、 き
わめて密接 なもの 190と⾔える論拠となる。収穫の時点で販売分、⾃家消費分の全
てに対して計上をするので、その後、⾃家消費分について農家が計上しなくとも、
収穫基準で計上した分が⾃家消費分を補完するためである。 

単純な例を図（図- 10）とともに⾒てみよう。例えば収穫量が 100ｋｇの農産物
があり、これを全て⾃家消費に回したとする。 

⾃家消費を適正に計上した場合、消費した 100kg 分に対して課税される（①）。  
しかし、⾃家消費の計上を怠った場合、100kg 分に対して課税漏れが⽣じる（②）。 
そこで、収穫基準を適⽤して、収穫量 100kg に対して課税を⾏う。その結果 、

⾃家消費が適正に計上されなかったとしても、100kg 分に対する課税は漏れな く
⾏われることとなる（③）。 

さらに、収穫基準を適⽤した上で、⾃家消費の計上も適正になされた場合は 、
所得税法 41 条 2 項が効⼒を発揮する。収穫価額で取得したとみなされた農産 物
は 、 ⾃ 家 消 費 量 に 対 応 す る 分 だ け 必 要 経 費 に 算 ⼊ さ れ る の で 、 100kg△ 100kg＋
100kg＝100kg となり、やはり 100kg に対して課税されることとなる（④）。 

仮に、収穫量が 100kg で、⾃家消費量が 80kg だったとしても、100kg△80kg＋
80kg＝100kg となるから、100kg に対する課税は変わらない（⑤）。 

このように、収穫基準は収穫の段階で前もって計上を⾏うことによって、記 帳
慣⾏の乏しい農家の⾃家消費に対する課税の脱漏を防ぐ役割を担っているので あ
り、未実現利益に対する課税と⾔われる所以でもある 191。 

そして、この⾃家消費と収穫基準の関連性を考えれば、同じく農業を営みな が
ら、法⼈には収穫基準が適⽤されないことの意味も⾒えてくる。そもそも法⼈ に
は⾃家消費を観念できないから、⾃家消費に対する課税漏れはなく、収穫基準 を
採⽤する必要性もないのである。  

 
188 農 林 省 農 林 経 済 局 統 計 調 査 部 「 昭 和 33 年 度 農 林 関 係 税 制 の 概 要 」 20 ⾴ 。  
189 ⼤ 島 ＝ ⻄ 野 ・ 前 掲 注 139・ 310 ⾴ 。  
190 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 65 ⾴ 。  
191 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1099 ⾴ 。  
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図- 10 収穫基準の⾃家消費補完機能 
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（３）収穫基準を否定する理由① 次善の策 
このような⾃家消費と収穫基準の密接な関係性を⾒る限り、⾃家消費の⾦額 を

収穫価額によって計上することを認めるのは、理に適っているように思える。 し
かし、筆者は収穫基準を⽤いることには否定的である。 

その理由は第 1 に、収穫基準は⾃家消費の捕捉漏れを防ぐために採⽤された も
のであり、逆説的には、⾃家消費の捕捉さえできれば、収穫基準は不要になる た
めである。収穫基準は⾃家消費との関係で⾔えば、まさに⾦⼦宏の⾔う通り、「 次
善の策」なのである。 

 
（４）収穫基準を否定する理由② 収穫価額の妥当性の⽋如 

第 2 に収穫価額の⾦額の妥当性の⽋如である。収穫基準に規定する収穫価額は 、
所得税基本通達 41-1 に次のように⽰されている。 

 
（農産物の収穫価額） 
41−1 法第 41 条に規定する農産物の収穫価額は、当該農産物の収穫時におけ
る⽣産者販売価額により計算する。 

 
この「⽣産者販売価額」とは、「庭先販売価額」であり、「農産物の裸値（市場

等への出荷価格から包装費等の出荷経費を控除した価額）」と説明される 192。し か
しこの出荷価格とは、実際に農産物を市場に出荷した場合の取引価格なのか、 実
際には農産物を出荷していなくても、出荷したと仮定した場合の想定価格なのか、
規定からは読み取れない。仮に前者の場合、市場等へ出荷していない農家は何 を
参考にすれば良いのか、その詳細は⽰されていない。 

このような判然としない規定では、何をベンチマークとして計上すれば良い か
分からず、 杜撰な経理 をしてしま う納税者の ⼼情も分か らなくもな い 193。 こ の よ
うな納税者を不要に惑わす規定がなぜ存在しているのか。その謎を解き明かす に
は、収穫基準の沿⾰を辿る必要がある。 

農産物の収穫に経済的利益の発⽣を認める観念は、戦前からあったが、収穫 基
準が明⽂として所得税法に規定されたのは昭和 22 年である。当時の農業の主 役
は⽶であり、公定価格や政府買取価格というものが存在していた。こうした収 ⼊
保障にも似た制度のおかげで、昭和 22 年当時は、収穫さえすれば収穫⾼を公 定
価格に換算することにより、販売引渡に先⽴って収⼊が確定するという、収穫 基

 
192 国 税 庁 ・ 前 掲 注 64・ 1 ⾴ 。  
193 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 65 ⾴ 。「 便 宜 的 に 、 前 年 同 時 期 の 価 格 と か 、 過 去 数 年 の 平 均 価 格 に よ

る と い う よ う な ⽅ 法 も 許 さ れ な け れ ば な ら な い 」 と 指 摘 す る 。  
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準を収⼊の 計上時期の 基準たらし める下地が あった 194。このような前提のもとで
の、収穫価額とは、公定価格や政府買取価格を意味すると考えられ、価格決定 権
を有しない農家も、これらの価格を⾃家消費⾦額の算定基礎とすることができた。
その意味で、⾃家消費を収穫価額で計上することを認める取扱いに意味はあっ た
と⾔える。 

しかし、⾷糧管理法が平成 7 年で廃⽌され、公定価格や政府買取価格という収
穫基準、収穫価額の⼤前提が崩れた。それにもかかわらず、規定はそのまま残 っ
てしまったため、今では収穫価額とは具体的に何を指すのかが不明となってし ま
ったのである。 

こうした状況を鑑みて、実態にそぐわない収穫基準は廃⽌・⾒直すべき、と い
う意⾒も少 なからずあ る。特に、 全国農業協 同組合中央 会 195は、 かつ て⽶ の 価 格
が公定価格であったことにより収穫時の価格予想が完全であったことが収穫基 準
の根拠であって、現在ではその根拠が喪失しているために、⾒直しが必要であ る
と要望している。農協からの要望という点で注⽬に値する。 

本稿は⾃家消費に焦点を絞った研究論⽂であるので、収穫基準の今後の存否 に
ついて論じるつもりはないが、今となっては不備の多い収穫基準と同基準によ る
収穫価額が、⾃家消費⾦額の算定根拠としての妥当性に⽋けることは確かである。 

 
（５）収穫基準を否定する理由③ 時点のズレ 

第 3 に、収穫価額を⾃家消費⾦額とする場合、価格の測定時点にズレが⽣じる
ことである。この時点のズレが⽣じる原因は、収穫時点と消費時点が異なるた め
であるが、さらに所得税法内部でのズレと、所得税法と消費税法との税法間の ズ
レに分けられる。 

 
イ 所得税法内部の時点のズレ 

農産物の収穫時と消費時は必ずしも⼀致しない。収穫したら直ぐに消費する（⾷
べる）訳ではないし、売れ残ったものを消費する（⾷べる）かもしれない。し た
がって、収穫と消費の間には必然的に時点のズレが⽣じる。そしてこの時点の ズ
レは、測定⾦額のズレとなって表れることになる。 

例えば、収穫基準が適⽤される農産物である⾺鈴薯は、収穫した後も⻑期保 存
が可能であるが、その年の貯蔵量によって価格が形成され、貯蔵量が潤沢な間 は
安定した価格となる。しかし、貯蔵量が枯渇し始めると需要と供給の関係によ り
価格が上昇を始める。すると貯蔵量が潤沢な収穫時は安値で、貯蔵量が枯渇す る

 
194 経 済 安 定 本 部 企 業 会 計 基 準 審 議 会 「 税 法 と 企 業 会 計 原 則 と の 調 整 に 関 す る 意 ⾒ 書 」 財 政

経 済 弘 報 第 323 号 5 ⾯ （ 1952 年 6 ⽉ ）。  
195 全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 「 平 成 22 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 」 2 ⾴ （ 2009 年 10 ⽉ ）。  
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時は⾼値と いう値動き を⾒せる 196。特に⾺鈴薯は北海道が⼀⼤産地であり、北海
道での収穫 量と貯蔵量 が価格を決 めると⾔っ てもよい 197。北海道における⾺鈴薯
の収穫時期は毎年 8 ⽉頃なので、8 ⽉から暫くは価格が安値で安定し、貯蔵量が
減る 5 ⽉頃から価格が上昇し始める。 

図- 11 は東京都に 10 ある中央卸売市場の令和元年 8 ⽉から令和 2 年 7 ⽉まで
の⾺鈴薯（男爵）の⼊荷量と平均価格の推移を⽰したグラフである。破線で⽰ し
た⼊荷量が令和 2 年 1 ⽉から減少すると同時に、実線で⽰した平均価格が上昇し、
令和 2 年 7 ⽉には令和元年 8 ⽉の 3 倍近くまで値上がりをしていることが顕著 に
⾒て取れる 198。 
 
図- 11 ⾺鈴薯（男爵）の⼊荷数量・平均価格推移 

 
東 京 都 中 央 卸 売 市 場 の 市 場 統 計 情 報 （ ⽉ 報 ・ 年 報 ） を 基 に 筆 者 作 成 。  

 

 
196 似 た よ う な 値 動 き は リ ン ゴ に も ⾒ ら れ る 。  
197 平 成 28 年 8 ⽉ に 北 海 道 を 襲 っ た 台 ⾵ 10 号 の 影 響 で 、 ⾺ 鈴 薯 の 収 穫 量 が 激 減 。 ⾺ 鈴 薯 を

原 料 と す る 菓 ⼦ の メ ー カ ー で 、 調 達 の 多 く を 北 海 道 産 に 頼 る カ ル ビ ー (株 )【 証 券 コ ー ド ：
2229】 や (株 )湖 池 屋 【 証 券 コ ー ド ： 2226】 が 、 ⼀ 部 商 品 の 販 売 休 ⽌ に 追 い 込 ま れ 、 株 価 に
ま で 影 響 を 与 え た 「 ポ テ チ シ ョ ッ ク 」 は 記 憶 に 新 し い 。  

198 通 常 は こ の よ う な こ と が 起 こ ら な い よ う 供 給 量 を コ ン ト ロ ー ル す る の だ が 、 不 作 の 年 な
ど は 、 図 - 11 の よ う な 極 端 な 値 動 き を ⾒ せ る 。 特 に 近 年 は 異 常 気 象 の 影 響 に よ り 、 そ の
頻 度 は ⾼ ま っ て い る 。  
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このように市場価格が⾼価な時期に⾃家消費をした場合、その計上⾦額とし て
収穫時の安価な価額を当てることは妥当であろうか。⾃家消費の⾦額計上の原 則
は時価である点からも、この場合の収穫価額を時価と呼ぶには問題があろう 199。 

筆者がかように測定時点に執着する理由は、農業においては収穫時から消費 時
までには常に価格変動が存在するからであり、農家が価格決定権を有しないと い
う農業の特性を考えると、なおさら価格変動は無視できない。これが、⾃分で 価
格を決められるラーメン屋の賄いであれば、半年後も同じ価格で販売されるから、
測定時点が異なっても、測定⾦額が変わることはなく、価格変動の議論は不要 で
ある。税制 調査会 200でも収穫基準について、価格変動が予想されるものを適⽤対
象から除外することを別途検討するとして、⼀定の配慮をする必要性に含みを 持
たせている。 

昭和 22 年当時の収穫基準が「農産物」として念頭に置いている⽶や⻨は、公定
価格や政府による買取価格があったため、価格が固定されていた。また⽣産、 取
引される農産物の⼤部分は⽶や⻨などの穀物であったから、他の農産物に対し て
もそのまま収穫基準を適⽤しても、実務上の問題は顕在化しなかったと⾔える 。
しかし、現在の農業の産出割合を考えると、農産物の時価とは、価格が硬直的 な
⽶ 201や⻨ではなく、価格変動がある⻘果物（野 菜と果物の総称）を軸に考えるべ
き時期に来ていると感じられる。 

以 下 に ⽰ す の は 、 農 林 ⽔ 産 省 の ⽣ 産 農 業 所 得 統 計 を 加 ⼯ し た も の で あ る （ 表 - 
15）。全国の農産物が産出した経済価値を、農産物の種類別、年別に集計したもの
で、畜産、加⼯農産物は除外し、割合を再計算した。 

⽶と⽐較する対象としての⻘果物に、⾖類やいも類を含めるかどうか思案し た
が、⾖類やいも類は市場での価格もあるが、調味料や菓⼦の原料など、加⼯業 務
⽤に回されるものも多いので、⻘果物には含めず計算を⾏った。 

この統計では昭和 30 年からしか記録がないが、年を遡るほど⽶の産出割合 は
増加する傾向にあることから、収穫基準の制定された昭和 22 年当時は、より ⽶
の割合が⾼かった、あるいは昭和 30 年と同程度と推測される。 
  

 
199 収 穫 価 額 と 相 場 変 動 に よ る 値 上 が り の 問 題 に つ い て 、 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 65 ⾴ 。  
200 税 制 調 査 会 ・ 前 掲 注 23・ 16-17 ⾴ 。  
201 ⽶ に つ い て も 、 農 林 ⽔ 産 省 が 現 物 市 場 を ⽴ ち 上 げ 、 現 物 市 場 が 農 家 や 集 荷 ・ 卸 売 業 者 ら

の 経 営 判 断 に 役 ⽴ つ 価 格 指 標 と な る よ う 議 論 を 本 格 化 。 2021 年 度 内 の 制 度 設 計 を ⽬ 指 し
て い る 。  
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表- 15 年次別農業総産出額及び⽣産農業所得（全国版） 
 

 
農 林 ⽔ 産 省 「 ⽣ 産 農 業 所 得 統 計 」 を 基 に 筆 者 作 成 。  

 
この統計が⽰す通り、昭和 30 年当時の全農産物のうち、⽶の占める割合は 6 割

前後で、当時⽶の値段は固定されていたから、⽶を含めた全ての農産物について、
⽶に準拠した計上基準、つまり収穫基準を適⽤することにも、⼀応の妥当性が あ
ったと⾔える。 

しかし近年では⽶と⻘果物の産出割合は逆転し、⻘果物が 6 割、⽶が 3 割の現
状となっている。このような状況を鑑みるに、消費時に収穫価額を当てるのは 時
点間の価格変動を適切に反映できないため、妥当ではないと考える。 

 
ロ 所得税法・消費税法間の時点のズレ 

次に、所得税法と消費税法の税法間の時点のズレについて考察を⾏う。先に 収
穫基準は⾃家消費の補完機能を持つと説明した。しかし、この機能は消費税法 で
は有効に機能しない。なぜなら収穫基準は所得税法の基準であるので、別の法 律
である消費税法を拘束しない。つまり、消費税法に収穫基準の適⽤はない。 

国税庁による「令和 2 年分確定申告農業所得に係る留意点」2 ⾴では、「家事消
費［⾃家消費：筆者］の取扱い」として、所得税法と消費税法の⾃家消費の取 扱
いが、同⾴中に併記されている。この中で所得税法については「家事消費等の ⾦
額は、･･･（収穫価額）･･･によって計算（計上）しても差し⽀えない」とされて
いるのに対し、消費税法について、そのような記述はない。これは課税庁も収 穫
基準が消費税法では適⽤されないと認識していると考えて良かろう。 
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消費税法における納税義務の成⽴時期の原則 は、棚卸資産の場合、 引渡基準 202

である。特例として、延払基準 203、⼯事進⾏基準 204と現⾦主義 205を認め て い る が、
農業に特別の基準は設けていない。したがって、明⽂化されている、引渡基準 と
特例で認められる 3 つ以外の基準は、租税法律主義の⾒地から認められず、現状、
消費税法に収穫基準が⼊り込む余地はないと⾔えるだろう。 

消費税法基本通達 9-6-2 には、「資産の譲渡等」の時期の別段の定めとして、所
得税の総収⼊⾦額に算⼊すべき時期に関し、別段の定めがある場合には、それ に
よることができる旨の取扱いがあるが、収穫は資産の譲渡・資産の貸付け・役 務
の提供のいずれにも該当しないため、この通達の適⽤もなく、やはり所得税法 の
収穫基準は、消費税法では適⽤できないと考えるべきである。 

消費に担税⼒を認める消費税の⽴法趣旨から考えても、収穫は消費ではない の
で課税の根拠たり得ない。さらに消費税が資産の譲渡・資産の貸付け・役務の 提
供を課税の対象となる要件とする限り、収穫という⾏為のみでは要件に該当せず、
課税関係が⽣じない。 

以上のことから、消費税において収穫基準並びに収穫価額を⽤いる必然性は 皆
無である。 

結果、⾃家消費の⾦額を所得税法では収穫価額によって計上したとしても、 消
費税法では原則通り消費時の販売価額で計上をしなければならないので、⾃家 消
費という 1 つの⾏為について、2 つの時点の測定⾦額を⽤いることとなり、⼀物
⼆価の状態を⽣じせしめる。例えば、農家が農産物を夏に収穫して、冬に消費 し
た場合、所得税法では収穫価額である夏の価額、消費税法では消費時の冬の価 額
で計上しなければならない。このように所得税法で収穫価額によって計上すると、
どうしても消費税法との時点の統⼀が図れなくなるのである。 

 
（６）本稿の⽴場 

収穫価額は、収穫時と消費時の間の価格変動を反映できないため、⾃家消費 の
⾦額計上に⽤いるのは妥当ではない。 

また、収穫基準と消費税法は相容れない関係にあるから、⾃家消費の計上を す
るに当たっては、収穫価額を⽤いず、所得税法と消費税法の測定時点を収斂す る
ことが望ましい。かつて農業所得標準によって⾏われていた農業所得への課税が、
消費税の導 ⼊によって 実額収⽀へ と転換した 206ように、収穫価額による⾃家消費

 
202 消 費 税 法 基 本 通 達 9-1-1。  
203 消 費 税 法 16 条 、 消 費 税 法 基 本 通 達 9-3-1。  
204 消 費 税 法 17 条 、 消 費 税 法 基 本 通 達 9-4-1。  
205 消 費 税 法 18 条 、 消 費 税 法 基 本 通 達 9-5-1。  
206 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 197 ⾴ ［ ⻄ ⽥ 発 ⾔ ］。 消 費 税 は 農 産 物 を 売 っ た と き に 消 費 税 率 を 掛 け



 

107 
 

の計上も、消費税の導⼊でその歴史的な役割を終えたのである。 
以上、本項で挙げた 4 つの前提条件を充たす⾃家消費の計上⽅法を提⽰し、所

得税法、消費税法ともに、農産物の価格決定権の有無に応じて選択させること を
筆者は提起する。 
 

第２項  簡便法（みなし⾃家消費率法）の提起 
筆者の提起する簡便法（みなし⾃家消費率法）は、価格決定権を有する農家が、

⾃家消費の⾦額を原則の⽅法により 5 年間（この 5 年間を基準年度とする）計上
した場合には、その 5 年間以後の各年において、次の算式により算出した⾦額を、
その年の農産物の⾃家消費⾦額として計上することを認めるものである。 

 
その年の農産物の販売収⼊⾦額 

× 前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額 
前 5 年の農産物の販売収⼊⾦額※ 

※消費税法の課税売上となるべきものとする。 
※前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額を加算しない。 

 
前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額を、前 5 年の農産物の販売

収⼊⾦額で除した割合を、基準年度のみなし⾃家消費率とする。その年の農産 物
の販売収⼊⾦額に、この基準年度のみなし⾃家消費率を乗じて、その年の⾃家 消
費⾦額とすることができるものとする。 

仮に、前 5 年の農産物の販売収⼊⾦額が 500 円で、原則により計算した農産物
の⾃家消費⾦額が 25 円とすると、基準年度のみなし⾃家消費率は 5％（0．05）
となる。その年の農産物の販売収⼊⾦額が 100 円の場合、これに基準年度のみ な
し⾃家消費率を乗じて、5 円がその年の農産物の⾃家消費⾦額となる。なお、 こ
の算式により求めるのは、その年の農産物の⾃家消費⾦額であるため、みなし ⾃
家消費率の分⺟には、前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額を加算
しない（25÷500＝5÷100 とならなければならない）。この点、本章第６節第３項
では、総売上に占める⾃家消費⾦額の割合を「⾃家消費率」としたのに対し、「み
なし⾃家消費率」は、売上に対する⾃家消費⾦額の割合を指すので、注意が必 要
である。 

原則により計算した⾃家消費⾦額を単純平均して、その 5 年間以後の各年の⾃
家消費⾦額とするのではなく、この算式によるのは、その年の農産物の価格変 動

 
る か ら 、 収 ⽀ に 基 づ く 損 益 計 算 書 を 出 さ な い と 課 税 漏 れ が 起 き る た め 、 標 準 を 廃 ⽌ し 実 額
収 ⽀ へ と 向 か っ た と す る 旨 の 発 ⾔ が あ る 。  
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を計算に織り込むためである 207。 
この算式の構成要素を分解すると、「販売収⼊⾦額」は「①販売した農産物の 数

量×②販売 した農産物 の単価」と なり、「⾃家消費⾦額 」は、「③⾃家消費し た農
産物の数量×②販売した農産物の単価」になる。 

まず、②の販売した農産物の販売単価は、価格決定権を持つ農家にとっては 、
測定・記録が容易であることは⾔うまでもない。 

次に、分⺟・分⼦の構成要素である③農産物の⾃家消費数量は、⼀年間に世 帯
で消費した農産物の数量を記録して把握する。⼈間が⼀⽇の摂取できる量には 限
界があるから、豊作だからその分多く消費する、ということにはならない。し た
がって、世帯の構成員数に出産や死亡、転出⼊などの変動がなければ、⼀年間 の
消費量は概ね⼀定となるはずである。なお、この消費量の記録は、納税者⾃ら の
⾃発的な記録によることとする。 

分⺟の構成要素である①販売した農産物の数量は、年によって変動が⼤きい と
考えられる。農産物の収穫量は天候や病害の発⽣に⼤きく左右されるためである。
そのため、実績率として利⽤するためには、その変動を織り込む必要があり、 必
然と実績を収集するための期間を⻑く取らざるを得ない。この場合の期間として、
5 年が適当であると考えるが、その理由は 2 つある。 

第 1 に、農林⽔産省は、ある年の農産物の収穫量と平年の農産物の収穫量を⽐
して指数で 公表してお り、これを 作況指数と いう。この うち、⽔稲 208の 作 況 指 数
の調査によれば、昭和元年から平成 30 年までの 93 年間で、指数が豊作を⽰ す
「良」以上となった年は 22 回、凶作を⽰す「不良」以下となった年は 13 回であ
った。93 年÷5 年が 18.6 年であるから、5 年の期間を取れば、概ね豊作の年と、
凶作の年が 1 回ずつ計算に含まれ、みなし⾃家消費率が偏らないこととなる。な
お、同様の理由によるかは定かではないが、⽇本農業新聞が公表する、⽇農市 況
に⽤いられる平年値も過去 5 年の平均をとったものである。 

第 2 に、所得税法 90 条は変動所得及び臨時所得に対する平均課税を規定する
が、その平均課税の計算で⽤いられる年数が 5 年である。つまり、漁獲や印税等
の所得のように、その収穫量や収⼊の変動が⼤きい場合において、平均値を取 る
には 5 年という期間を⽤いることが合理的であると考えられるのである 209。 

 
207 事 業 消 費 の 推 計 課 税 の 例 で は あ る が 、 消 費 数 量 は 前 年 と 同 数 を ⽤ い な が ら も 、 単 価 は 当

年 の 市 場 価 格 を ⽤ い た 事 例 と し て 、 ⽔ ⼾ 地 判 昭 和 59 年 4 ⽉ 24 ⽇ 税 資 136 号 139 ⾴ 。  
208 ⽔ 稲 を 使 う の は 、 ⽶ が ⽇ 本 ⼈ に と っ て の 主 ⾷ で あ る こ と か ら 、 ⻑ 期 に 渡 る デ ー タ の 蓄 積

が あ る こ と 、 デ ー タ の 量 が 多 い こ と 、 調 査 ⽅ 法 が 確 ⽴ さ れ て い る こ と 等 の 理 由 に よ る 。  
209 碓 井 ・ 前 掲 注 59・ 73-74 ⾴ 。 農 業 所 得 が 変 動 所 得 に 含 ま れ な い の は 、 ⽇ 本 の 農 業 の 主 要

な 位 置 を 占 め て い た ⽶ ・ ⻨ に 関 し て ⾷ 管 法 に よ る 政 府 買 上 げ と 、 そ れ に よ る 価 格 ⽀ 持 政 策
の 存 在 に 負 う と こ ろ が ⼤ き く 、 価 格 の 変 動 が 著 し い 野 菜 や 果 物 に 関 し て も 、 価 格 変 動 に よ
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このようにして求められた簡便法の算式は、⾃⼰の実績に基づく実績率であ る
、、、、、、、、、、、、、、、

点で
、、

、課税庁と農協が策定した標準とは⼀線を画するものである。推計課税に お
ける同業者率や、標準は参照される実績が他の事業者であるため、根拠に乏しい。
しかし、簡便法は、⾃らの実績によるものであり、かつ⻑期間の記録に基づく も
のであるので、信頼性が担保される（ここに、本章第６節第３項で試みた、本 ⼈
⽐率が同業者率による推計より優位であるとの検証結果が⽣かされる）。また、原
則による計上を⼀定期間続けた後に、簡便な取扱いを認めることで、原則によ る
記録の継続を促す狙いもある。 

ただし、インフレや需給の変化に対応するため、基準年度の⾒直しは適宜必 要
である。簡便法が推計課税の本⼈⽐率から着想を得ていることに鑑みれば【⼤ 阪
地判昭和 59 年 11 ⽉ 30 ⽇税資 140 号 349 ⾴】の「係争年度分より相当離れた 年
度の本⼈⽐率を⽤いることは」相当ではない、との⾔は留意しなければならない。  
 

第３項  市価法の提起 
筆者の提起する市価法は、価格決定権のない農家について、次の算式により 算

出した⾦額を、その年の⾃家消費⾦額として計上することを認めるものである。 
 

消費の時における農産物の市場価格×消費数量 
 

原則の計上 ⽅法が消費 時の販売単 価×消費数 量であるの に対し、市 価法は、販
売単価に代えて市場価格を⽤いるものである。そして、測定時点は所得税法、 消
費税法とも消費時（収穫時を⽤いない）とする。これにより、所得税法と消費 税
法との測定時点が⼀致し、税法間の不整合は解消される。 

租税法律主義との関連では、市場価格を⽤いた算式であることを、法に明⽰ す
ることが重要となる。価格決定権のない農家にとって、現⾏法にある「販売価額」
が具体的に何を指すのか分からないことが、法に定めのない⽅法により⾃家消 費
⾦額を計上してしまう遠因となっているためである。課税庁に標準を⽤いた恣 意
的課税を⾏う余地を与えず、合法性の原則を堅持するためにも、法への明⽰は ⽋
かせない。 

市価法の算式⾃体は特に⽬新しい⽅法ではないが、単純であるがゆえ、価格 決
定権を有しない農家の⾃家消費⾦額を算出するには、この⽅法によることが合 理
的であると考える。 

市場価格を⽤いる理由は、第 1 には農産物には活発な市場が存在し、かつその

 
る 損 失 部 分 に 対 し て 補 助 ⾦ が 補 填 さ れ る の で 、 結 果 と し て 収 ⼊ が 平 準 化 さ れ 、 平 均 課 税 を
⽤ い る 必 要 が な い た め で あ る と す る 。  



 

110 
 

市場価格は公表されていることから、市場価格は恣意性の介⼊しない公正な価 格
と⾔えるためである。例え、実際には卸売市場を利⽤していなかったとしても 、
公表されている市場価格を⽤いることで、販売価額が推定できることとなり、 納
税者の予測可能性に資するものとなる。 

第 2 には、市場価格には即時性があり 210、本章第６節第１項で⾒た、出 荷 して
から⼊⾦があるまで幾らで売れたか分からない、という不確定要素を排除する こ
とができる。したがって、算出される⾦額は、原則にある「消費時の販売価額 」
に極めて近いものとなる。 

第 3 に、市場価格を⽤いることは、⾃家消費を市場取引とのアナロジー（類推・
類⽐）と考えるべき、という売上説の論拠とも符合する。 

第 4 に、これは副次的効果に過ぎないが、市場価格で測定することで、収穫時
から消費時までの値上がり益に対しても課税することができる 211。 

以上 4 点の理由から、価格決定権がない農家については、市場価格を⽤いるこ
とが妥当と考える。ただし、この市価法を採⽤するにあたっては、幾つか注意 点
がある。 

まず、農産物は鮮度保持の技術や物流の発達により、産地直近の卸売市場の み
ならず、ほぼ全国の卸売市場で売買がされている。したがって、ある品⽬の市 場
価格は、卸売市場ごとに異なることになる。この場合、どこの卸売市場の市場 価
格を基礎とすべきかが問題となる。例えば相続税法においては、2 以上の⾦融 商
品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した⾦融商品取 引
所における 価格を評価 額とするこ とになって いる 212。しかし農産物においては、
産地という地理的条件が価格決定要素となるため、William．Vickrey の指摘どお
り、最寄りの卸売市場の市場価格を基礎とすべきであろう 213。 

次に市場価格は卸売業者が⼩売業者に販売する卸売価格であり、流通の各段 階
における利益が乗ってしまっているので、これを控除しなければならない。また、
卸売市場で販売される農産物には卸売市場に出荷されるまでの包装代や運送代 い
わゆる出荷経費がかかっているが、これも控除する必要がある。つまり、これ ら
⽣産者から卸売市場での販売までの各段階における、利益や経費を控除し、出 荷

 
210 情 報 通 信 技 術 が 発 達 し 、 野 菜 ・ 果 物 に 関 し て は 当 ⽇ 朝 の 市 場 価 格 が 、 当 ⽇ の 昼 に は 公 表

さ れ て い る 。 ⽇ 本 農 業 新 聞 に は 前 ⽇ の 主 要 卸 売 市 場 の 市 場 価 格 が 品 ⽬ ご と に 掲 載 さ れ て い
る 。 ⽶ は 農 林 ⽔ 産 省 か ら ⽉ 毎 に 、 銘 柄 別 の 取 引 価 格 が 公 表 さ れ て い る 。 ま た 、 ⽶ に つ い て
も 現 物 市 場 の ⽴ ち 上 げ が 計 画 さ れ て い る こ と は 、 前 掲 注 201 の 通 り で あ る 。  

211 な お 、 棚 卸 資 産 の 譲 渡 は 、 譲 渡 所 得 か ら 除 外 さ れ て い る の で 、 ⼆ 重 利 得 の 問 題 は 発 ⽣ し
な い 。  

212 財 産 評 価 基 本 通 達 169（ 上 場 株 式 の 評 価 ）。  
213 William． Vickrey（ 塩 崎 潤 訳 ）「 Agenda for progressive Taxation」（ 邦 題 「 累 進 課 税 の 指

針 」（ Ronald Press,1947） 財 政 20 巻 7 号 72 ⾴ （ 1955）。  
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段階での価格に引き直して初めて、市場価格が適正な⾃家消費の計上⾦額とな り
得る。 

この市場価格に含まれている利益や経費等の⾦額は、農林⽔産省の⾷品流通 段
階別価格形成調査（以下、「価格形成調査」という）で公表されている。価格形成
調査は⼩売価格が 1 とした場合の、各流通過程における経費等の割合を⽰したも
のになるので、出荷段階での販売価格へ引き直すには、多少修正が必要となる。 

平成 29 年度価格形成調査によれば、⼩売価格を 1 とすると、卸売価格は 0．
694、⽣産者受取価格は 0．475 となっている。次に卸売価格を 1 に置き換えると、
⽣産者受取価格は 1×0．475/0．694＝0．684 となる。公表されている市場価格
は消費税込み（軽減税率適⽤）の⾦額なので、ある農産物の市場価格が 108 円だ
とすれば、108÷1.08×0.684＝68．4 円が⽣産者の⾃家消費として計上すべき⾦
額ということになる。 

価格形成調査は農産物の品⽬毎に経費等の割合が記載されているので、突き 詰
めれば、限りなく適正値に近づくが、そもそも市価法は、記帳慣⾏の乏しい農 家
に負担なく⾃家消費の計上をさせることにその⽬的があるから、どこまで適正 値
に近似させるかという議論は常に付きまとう。例えば表計算ソフトを活⽤し、 市
場価格を⾃動で取得する、あるいは課税庁がそのような⽀援ツールを⽤意すれば、
納税者は消費量の原始⼊⼒のみで⾃家消費の⾦額計算が⾏えるようになり、負 担
は⼤いに軽減できることになるだろう。 
 

第４項  ⾃家消費の計上⽅法まとめ 
簡便法、市価法ともに⾔えることだが、筆者が⽰した算式のままでは、計算 の

結 果 計 上 さ れ る ⾦ 額 は 、 特 例 （ 50％ 基 準 、 70％ 基 準 ） よ り 不 利 に な っ て し ま う 。 
したがって課税の公平の⾒地から、簡便法、市価法により算出した⾦額に、 特

例と同様、50％か 70％かの割合を乗じる必要がある。 
この 70％や 50％という割合の根拠は、本章第１節第２項で述べたように様々

な説があるため、筆者としても 70％、50％のいずれが妥当な割合か、提⽰するこ
とができない。 

しかし、販売価額に⼀定割合を乗ずることの理由が、事業遂⾏上の必要性に 求
められるのであれば、所得税基本通達 45-2（業務の遂⾏上必要な部分）214に準 じ
て、最低でも 50％以上の割合を乗ずることを要求すべきである。いずれにしても、
納税者の恣意的な濫⽤を防ぐために、販売価額に乗ずべき割合は法定すること が

 
214 所 得 税 基 本 通 達 45− 2。「 令 第 96 条 第 1 号 に 規 定 す る 『 主 た る 部 分 が 不 動 産 所 得 、 事 業

所 得 、 ⼭ 林 所 得 ⼜ は 雑 所 得 を ⽣ ず べ き 業 務 の 遂 ⾏ 上 必 要 』 で あ る か ど う か は 、 そ の ⽀ 出 す
る ⾦ 額 の う ち 当 該 業 務 の 遂 ⾏ 上 必 要 な 部 分 が 50％ を 超 え る か ど う か に よ り 判 定 す る も の
と す る 。［ 以 下 略 ： 筆 者 ］」。  
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望ましい。 
最後に、価格決定権を有する農家と有しない農家とで、⾃家消費の計上⽅法 と

その算式（⼀部再掲）を下記に⽰して、本節のまとめとする。 
 

表- 16 提起する⾃家消費の計上⽅法（まとめ）  
 
提起する⾃家消費の計上⽅法と適⽤関係 

 
 
簡便法（みなし⾃家消費率法） 

その年の農産物の販売収⼊⾦額 
× 前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額 

前 5 年の農産物の販売収⼊⾦額※ 
 

×法定割合 
 

※消費税法の課税売上となるべきものとする。 
※前 5 年の原則により計算した農産物の⾃家消費⾦額を加算しない。 

 
市価法 

消費の時における農産物の市場価格×消費数量×法定割合 
 

第８節  適正な⾃家消費の計上による効果 

⾃家消費を適正⾦額で計上することの意義は、適正な課税を⾏うことだけに 留
まらない。それは、農家に価格に対する意識を持たせることでもあり、わが国 の
農業がこの先に迎えることになる法⼈化の波、国際会計基準との収斂に向けて 、
先鞭をつけることでもある。 
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第１項  農家に価格に対する意識を持たせることを通じた効果 
筆者の提起する計上⽅法は、簡便法においては消費時の販売価額を、市価法 に

おいては市場価格をもって計上⾦額の基礎とすることを求めるものである。 
それは⾃家消費を⾏う度に、「今売ったら幾らで売れるのか」という実勢価格を

意識させることに他ならない。これは特に価格決定権のない農家に、価格に対 す
る意識を持たせるという点において重要である。⾃家消費の計上⾦額は⾃分で 確
定させるものであるので、擬似的な価格決定権を得ることになるが、これは⾃ 家
消費が内部取引だからこそできると換⾔しても良い。 

⼾⽥⿓介 215は価格決定権がないと、「いくら以下では売れない、つまり原価割 れ
は基本的にできないという発想が⽣まれない。このことが、原価計算の必要性 を
減じ、ひいては原価計算の基礎資料としての『記録』へのインセンティブを削 い
でいる」と指摘する。売価の把握と、コスト計算、会計帳簿の作成とは連動し て
いるので、⾃家消費を適正な⾦額で計上し、実勢価格を意識させることで、コ ス
ト管理や会計帳簿の作成を促進することが期待できるのである。 

そして、⾃家消費の計上を通じた記録やコスト意識の芽⽣えは、農家と課税 庁
の間に緊張関係を⽣じさせ、永らく標準による申告に馴染むことにより喪失し て
いた農家の⾃主性 216を解放し、申告納税の実現へと繋がるのである。 

 
第２項  農業の法⼈化・国際会計基準との関連 

本稿は農業における⾃家消費を、特に所得税法及び消費税法の視点から論じ て
きた。法⼈には⾃家消費が観念できないことも指摘した。 

現在のわが 国において は農業従事 者の多くが 個⼈経営 217であり、農業法⼈は少
ないことから、農業法⼈の構成員による農産物の消費については、特段、問題 視
されてこなかった。問題になるとしても、法⼈役員の私的消費として、法⼈税 法
の役員給与の損⾦不算⼊、寄附⾦の損⾦不算⼊、交際費等の損⾦不算⼊、消費 税
法の法⼈の役員に対するみなし譲渡、低額譲渡の適⽤の可否が問われるのみで あ
る。 

わが国が農業⽴国として世界と伍していくためには、法⼈化による農地の集 積
化、共同経営による農作業の効率化が避けられないと⾔われる。TPP などの外圧
もあり、この法⼈化の流れは着実に進んでいくと考えられる。ただ、農業にお け
る⾃家消費は、特に事業遂⾏上の必要性を有するから、法⼈化によって、その 消
費⾃体が無くなるものではない。むしろ、役員以外の法⼈構成員による農産物 の

 
215 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 166・ 4 ⾴ 。  
216 碓 井 ・ 前 掲 注 169・ 52-53 ⾴ 。  
217 農 林 ⽔ 産 省 「 2020 年 農 林 業 セ ン サ ス 」 ⼤ ⾂ 官 房 統 計 部 経 営 ・ 構 造 統 計 課 セ ン サ ス 統 計

室 ,農 業 経 営 体 数 に よ れ ば 、 全 国 の 農 業 経 営 体 の う ち 、 96.4％ は 個 ⼈ 経 営 で あ る 。  
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消費をどう取り扱うか 218、といったような問題が顕在化すると考えられる。 
そうなると、「役員の私的消費」のみに焦点を当てた現⾏法では、法⼈による 農

産物の消費に対応できない可能性がある。わが国では法⼈税法、そして法⼈税 法
が計算の基礎とする会計の分野において、農業の法⼈化を想定した法令、基準 の
整備が進んでいないためである。 

世界に⽬を転じれば、IAS 第 41 号という農業に関する国際会計基準が存在 す
る。IAS 第 41 号は、⽣物学的変化 219という農業の特徴を考慮し、栽培・収穫か ら
得られる資産を「⽣物資産」や「農産物」として、「固定資産」や「棚卸資産」と
は異なる取扱いをすることとしている。とは⾔え、IAS 第 41 号は、今のところ⽣
物資産や農産物という資産を、どのように認識・測定するかを規定するのみで あ
り、それらの資産を法⼈の構成員が消費した場合に、どのように収益を認識・ 測
定するのか、他の国際会計基準で対応するのかどうかも含め、⾔及がない。 

ただ IAS 第 41 号は、⽣物資産や農産物には市場が存在するという前提のもと、
公正価値は市場が決めるという考えを徹底して貫いている。この点を鑑みると 、
将来、法⼈における農産物の消費についての国際会計基準が策定されるとして 、
そこにはやはり市場価格に基づく公正価値という考えが持ち込まれるのではな い
だろうか。 

筆者が提起する市価法は、価格決定権のない農家について、市場価格を⽤い て
⾃家消費⾦額を算出することを認めるものである。それは、将来における農業 の
法⼈化の加速、国際会計基準の農産物の消費に関する項⽬の策定、それに対す る
わが国の会計基準の収斂、法⼈税法の改正までを⾒据えた、先駆的試みとも⾔ え
るのである。 

 

第９節  想定される批判への反論 

本章第７節で筆者の⾄った結論については、批判もあろう。そこで想定され る
幾つかの批判と、それに対する反論を⾏う。 
 
①  市価法において、市場価格を⽤いる⽅が合理的であるとする理由は何か 

 
218 例 え ば 、 農 業 を 営 む 個 ⼈ 事 業 主 X と 個 ⼈ 事 業 主 Y が 農 業 法 ⼈ Z を 設 ⽴ し 、 X が Z の 役

員 、 Y が Z の 従 業 員 と な っ た 場 合 に お い て 、 X と Y が Z で 栽 培 し た 農 産 物 を 消 費 し た と
き 、 役 員 で あ る X の み を 対 象 と し て 課 税 さ れ る 結 果 は 、 公 平 と ⾔ え る か 。 個 ⼈ 事 業 主 で あ
っ た 際 に は 、 X と Y ど ち ら も 課 税 さ れ て い た は ず で あ る 。  

219 ⽣ 物 資 産 の 質 的 ⼜ は 量 的 な 変 化 を ⽣ じ さ せ る 、 成 ⻑ 、 変 性 、 ⽣ 産 及 び ⽣ 殖 の プ ロ セ ス か
ら な る 。 有 限 責 任 監 査 法 ⼈ ト ー マ ツ 『 国 際 財 務 報 告 基 準 （ IFRS） 詳 説  iGAAP2018 第 2
巻 』 1279 ⾴ （ 第 ⼀ 法 規 ,2019）。  
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第 1 に、出荷された農産物と⾃家消費される農産物が同質である保証はなく 、
卸売市場に流通する農産物と⾃家消費される農産物が同質である保証もない。 こ
の意味で、両者の間に明らかな優劣はないと⾔える。そして、市場価格は売り ⼿
と買い⼿の⾃由な競争の結果、決定されるものである。農業のように、買い⼿ が
強い価格交渉⼒を持つ不均衡な条件下で決定される価格より、⾃由競争により 決
定される市場価格の⽅が、より公正と⾔えるのではないか。 

第 2 に、農協へ委託販売をする場合に、農産物によっては、その代⾦は出荷時
に販売⾒込⾦額の⼀部について概算払を受け、販売が終了した後に精算が⾏わ れ
ることがあり、この概算払された⾦額を「概算⾦」と呼ぶ。実務上、この受け 取
った概算⾦を売上に相当するものとして取扱い、税務上もこの取扱いを認めて い
る 220が、 この 概算 ⾦ ⾃ 体 が市 場 価 格 をベ ン チ マ ーク に し て いる 221の で、 市場 価 格
そのものを⾃家消費の⾦額の計算の基礎として使うことには合理性がある。 

第 3 に、販売価額とはすなわち時価 222であると考えられる。所得税法、 消 費税
法は時価の定義を置いていないが、正常な取引事情のもとに成⽴すると認めら れ
る客観的な 適正価格を いうものと 解される 223。市場価格は恣意性が排除された客
観的価格であるから、時価と同視し得る。販売価額が時価であり、市場価格が 時
価であるならば、販売価額が市場価格という等式が成り⽴ち、販売価額として 市
場価格を⽤いることも合理性を有するのである。 
 
②  簡便法を認める必要はないのではないか 

簡便法は、価格決定権を有する農家が、⾃家消費の⾦額を原則の⽅法により 5
年間計上した場合には、その 5 年間以後の各年において、みなし⾃家消費率を⽤
いた算式により算出した⾦額を、⾃家消費⾦額として計上することを認めるも の
である。筆者が農業における⾃家消費の計上で最も問題視するのは、理論と実 務
で取扱いに乖離が⽣じていることであり、その原因は、⼤部分の農家に価格決 定

 
220 国 税 庁 「 農 協 を 通 じ て 出 荷 す る 農 産 物 の 譲 渡 の 時 期 」 質 疑 応 答 事 例

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/04.htm（ 最 終 閲 覧 ⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14
⽇ ）。  

221 札 幌 ⾼ 判 平 成 19 年 11 ⽉ 21 ⽇ 税 資 257 号 順 号 10829。  
222 所 得 税 法 に つ き 「 コ ン メ ン タ ー ル ×所 得 税 務 釈 義  逐 条 解 説 編 （ 令 和 １ 年 度 版 ）」 所 得 税

デ ジ タ ル 2-2 巻 3411⾴ 。「 た な 卸 資 産 及 び た な 卸 資 産 に 準 ず る 資 産 を 家 事 の た め に 消 費 し

た 場 合 ･･･に は 、 そ の 消 費 し た 時 に お い て 、 時 価 に よ り
、、、、、

収 ⼊ が あ つ た も の と み な す 。［ 傍 点
筆 者 ］」。 消 費 税 法 に つ き 、 国 税 庁 ・ 前 掲 注 52。「 個 ⼈ 事 業 者 が ⾃ 家 消 費 を ⾏ っ た 場 合 は 、

そ の 資 産 を 消 費 ⼜ は 使 ⽤ し た 時 の そ の 資 産 の 価 額 、 す な わ ち 時 価 に 相 当 す
、、、、、、

る ⾦ 額
、、、

を 課 税 標
準 と し て 消 費 税 が 課 税 さ れ ま す 。［ 傍 点 筆 者 ］」。  

223 神 ⼾ 地 判 昭 和 54 年 5 ⽉ 29 ⽇ 税 資 105 号 461 ⾴ 、 東 京 地 判 平 成 2 年 2 ⽉ 27 ⽇ 税 資 175
号 802 ⾴ 。  
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権がないことに由来する。したがって、既に価格決定権を持つ農家に簡便法に よ
る計上を認めることは、理論と実務の乖離を直接的に解消するものではないため、
不要であるとする批判は⼀理ある。 

しかし筆者の提起は、農業の特殊な事情に配慮し、農家に⾃家消費の簡便的 な
計上⽅法を認めようとする、個別通達の趣旨も踏まえつつ、これに代わる、新 た
な計上⽅法を認めようとするものである。個別通達に代えて市価法を認めるの み
では、価格決定権を有する農家について、この⽬的が果たせないことになる。 

つまり簡便法は、個別通達を廃すると、価格決定権のない農家に、⾃家消費 の
簡便的な取扱いが無くなってしまうことに対する、代案としての位置づけである。
本 章 第 ４ 節 第 １ 項 で 述 べ た 通 り 、 農 業 で は 特 例 （ 50％ 基 準 、 70％ 基 準 ） を 実 質 、
適⽤できず、原則のみになってしまう。価格決定権を有する農家と、有さない 農
家の間だけでなく、他の事業者との間の公平を保つためにも、価格決定権を有 す
る農家に簡便な取扱いを認める必要があるのである。 
 
③  同業者率、標準による⾃家消費⾦額の計上を批判し、実額の近似値を⽤いるべ

きと論を展開しながら、簡便法を認めるのは⽭盾しているのではないか 
簡便法は⾃⾝の実績による本⼈⽐率を基礎とする点で、同業者率や、標準に よ

る計上とは性質が異なる。簡便法は原則による計上を⼀定期間継続した場合に の
み認められる計上⽅法であるので、その実績には⾼い信頼性が認められる。こ れ
は申告納税そのものであり、その策定に課税庁が深く関与し、「申告納税の⾐を着
た賦課課税」224である標準とは全く異なる。例えば平成 24 年熊本版の⾃家消 費 ⾦
額の標準では、6 歳未満の乳幼児を除く 1 ⼈当たりの⾦額が 12,500 円となってい
るので、6 歳以上の家族が 4 ⼈いれば、⼀家の家族の⾃家消費⾦額は 50,000 円
（12,500 円×4）ということになる 225。だが、これは個々の事情を廃した、家族の
構成員の頭割りによる賦課課税で、実質、⼈頭税のごときものである。 

まだ農業所得標準による申告が認められていた時期に、⼀度農業所得標準に よ
り申告した納税者が、のちの実額による申告を排斥された例として【仙台⾼判 平
成 15 年５⽉８⽇税資 253 号順号 9339】がある。そこでは、「納税者らは、実額 申
告に代えて本件農業所得標準による申告の途を選んだのであるから、本件農業 所
得標準の定める適⽤⽅法に従ってこれを形式的機械的に適⽤し所得を算出すべ き
である」と判⽰している。逆も然りである。 

元々課税庁は納税者に対して、⾃家消費⾦額を標準により計算させることを 認
め、標準による課税を維持した⽅が徴税コストは安く済むにもかかわらず、実 額

 
224 碓 井 ・ 前 掲 注 169・ 52 ⾴ 。  
225 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 149・ 43 ⾴ 。  
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申告をさせる途を⾃ら選んだのであるから、今さら法的根拠もないまま標準に よ
る計算に戻ることは許されないと⾔うべきである。 
 
④  多忙な農家が、消費するごとに記録を取ることができるのか 

まず改めなければならないのは、農家に記録を取らせることが不可能という 誤
った認識である。なぜなら、農家には既に規則的・継続的な記録慣⾏があるか ら
である。例えば⼟壌の診断記録である⼟壌診断書や、農薬・肥料の使⽤履歴で あ
る肥培管理、⽣産・流通過程の履歴であるトレーサビリティが好例である。こ こ
まで具体的ではなくとも、天候のデータも規則的・継続的な記録の⼀種と⾔える。
農家が天候のデータを規則的・継続的に記録するのは、⽇照、気温、⾬量が農 産
物の⽣⻑に深く関係するからである。これらの記録に共通するのは、⾔うまで も
無く農業経営にとって有⽤かつ重要という点である 226。 

要するに、⾃家消費について、その記録が取れないとすれば、それは農家が 多
忙であるからではなく、その記録に有⽤性も重要性もないと農家が考えている か
らである。逆に、記録を取ることに農業経営上の意義が⾒出せれば、記録は⾃ 然
と取られることになる。したがって、農家が多忙で記録は取れない、と諦める の
ではなく、記録が農家にとって有益であることを認識させ、彼らに能動的な⾏ 動
変容を起こすように促すことこそが肝要なのである。 

また、筆者が⾏ったアンケート調査で、⾃家消費の継続的記録が可能かどう か
を質問した所、可能であると回答した対象者は全体の 7 割になった（表- 17）。こ
の事実は⾃家消費の記録が技術的に可能であることの何よりの証拠となる。情 報
記録技術が発達し、広く普及した現代において、農家だけが記録能⼒に乏しい と
いう先⼊観は、もはや過去のものであると⾔えるだろう。 
 
表- 17 アンケート調査回答結果 ⑥継続的記録の可否 

 

 
226 ⼾ ⽥ ・ 前 掲 注 166・ 105 ⾴ は 、 そ れ ぞ れ の 農 業 分 野 に と っ て 、 そ れ ぞ れ の 重 要 な 規 則

的 ・ 継 続 的 記 録 が あ る こ と を 明 ら か に し た 。   
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⑤  ⾃家消費⾦額は僅少であり、厳密に計算する必要はないのではないか。 
僅少であるがゆえに、その重要性及び事務負担を考えれば⾃家消費の計上⾃ 体

を省略するという考え⽅もあろう。この批判については、まず本当に農家の⾃ 家
消費⾦額は僅少と⾔えるのかどうかを疑い、その上で省略の是⾮について問わ ね
ばなるまい。 

⾃家消費と 収穫基準の 関連を著し た農業関係 税制の概要 227には「『⽇ 本の 農 業 』
においては ･･･⽣産額の半分程度 は⾃家消費 され･･･」とあり、⼤ 島隆夫 228は 「 額
的に相当の ウェートを しめる」と する。森剛 ⼀ 229も「他業種に⽐べて農業者にお
いては家事消費⾦額も相当の額になる」という（ただし、いずれも具体的⾦額 及
び根拠となる資料の提⽰はない） 230。 

⼀⽅で、⾦ ⼦宏の論稿 231脚注には「農家の農業⽣産物からの帰属収益は、⼀⼾
あたり、昭和 44 年には 13 万円余、昭和 47 年には 11 万円余で意外に少ない」と
ある。なお、昭和 44 年の 13 万円余、昭和 47 年の 11 万円余は、当時の物価⽔準
での⾦額であり、令和 2 年の物価⽔準に換算 232すると、昭和 44 年は 44 万余 、昭
和 47 年は 31 万円余となるが、これを多いと⾒るか少ないと⾒るかは、判断する
側の主観による。 

さて、この⾦額を少ないと⾒て、厳密な計算は必要ないとする批判は突き詰 め
ていくと、 最終的には ⾃家消費の 計上⾃体が 不要 233という結論に達する。しかし
法の建前上それはできない。むしろ本稿は必要性と適⽤範囲の検証を通じて、 ⾃
家消費を計上することの重要性を明らかにしてきた。とすれば、⾃家消費の⾦ 額
を如何に簡素に、如何に実額に近づけて計上できるか探求することこそが必要で、
徴税コストや納税者の事務負担を理由に、計上の省略を求めるのは短絡的であ ろ
う。第１章第５節第３項で指摘したが、⾃家消費への課税は、消費時に適正に ⾏
わなければ後⽇取り戻せない、という性質からも安易に省略を認めるべきでは な

 
227 農 林 省 農 林 経 済 局 統 計 調 査 部 ・ 前 掲 注 188・ 20 ⾴ 。  
228 ⼤ 島 ＝ ⻄ 野 ・ 前 掲 注 139・ 311 ⾴ 。  
229 森 剛 ⼀ 「 農 業 を め ぐ る 経 営 ・ 税 務 環 境 の 変 化 と 税 理 ⼠ の 対 応 (特 集  環 境 変 化 に 伴 う  農 家

の 税 務 と 経 営 の 対 応 )」 税 理 47 巻 1 号 36 ⾴ （ 2004）。  
230 ⽶ に 限 れ ば 、 農 林 ⽔ 産 省 よ る 統 計 「 ⽶ 流 通 を め ぐ る 状 況 」 で 平 成 20 年 度 に 収 穫 さ れ た

855 万 ト ン の う ち 、 67 万 ト ン が 農 家 消 費 、 55 万 ト ン が 無 償 譲 渡 、 43 万 ト ン が 10a 未 満 農
家 の 消 費 に 回 っ て い る 、 と 確 認 で き る 。  

231 ⾦ ⼦ ・ 前 掲 注 4・ 1118 ⾴ 。  
232 換 算 ⽅ 法 は 、 ⽇ 本 銀 ⾏ 「 昭 和 40 年 の 1 万 円 を 、 今 の お ⾦ に 換 算 す る と ど の 位 に な り ま す

か ？ 」 公 表 資 料 ・ 広 報 活 動
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/（ 最 終 閲 覧
⽇ ： 令 和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇ ） よ り 、 計 算 式 （ 2） 消 費 者 物 価 指 数 の 計 算 式 に 従 っ た 。  

233 碓 井 ・ 前 掲 注 169・ 54 ⾴ 。  
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い。 
仮に少額不追及とするにしても、幾らの⾦額以下を少額とするのか、法の定 め

によることは当然で、現場サイドの都合で恣意的に計上の省略をすることは許 さ
れない。 
 
⑥  消費税法に収穫基準を設けたら良いのではないか 

筆者は収穫基準が適⽤される所得税法と、適⽤されない消費税法では、⾃家 消
費⾦額の測定時点に不⼀致が⽣じるため、⾃家消費の計上に当たっては収穫価 額
を⽤いないことを前提条件に付した。これは同時に、消費税法に収穫基準を設 け
たら解決するのではないかという批判も⽣む。なるほど、消費の前段階である 収
穫を、資産の譲渡とみなして、収穫基準と時点の⼀致を図ることも 1 つの⽅法で
ある。 

しかし、このような取扱いは現⾏消費税法の解釈では不可能で、新たな⽴法 に
よる必要がある。さらに、収穫基準はその計算の構造上、収穫時と販売時の⼆ 度
に渡って売上を計上するから、収穫を資産の譲渡とみなしてしまうと、免税点や、
簡易課税の判定に混乱をもたらし、これをどう調整するかという問題が⽣じる 。
このような複雑な調整を⾏うよりは、⾃家消費の計上においては所得税法、消 費
税法ともに収穫基準を適⽤せず、原則通り消費時に測定する⽅が簡素で理に適 っ
ていると⾔えよう。 

 
⑦  消費税の免税事業者には関係のない話ではないか 

筆者の提起する⾃家消費の計上⽅法は、いずれも測定時点を消費の時とする 。
それは所得税法と消費税法の⾃家消費の測定時点を⼀致させるためである。し た
がって、消費税の免税事業者には無関係という批判は⼀理ある。 

しかし今後、消費税の課税事業者は増えることが予想されるため、測定時点 の
不⼀致の問題は、早めに解決すべきであると考える。 

令和元年 10 ⽉より消費税法は酒類を除く⾷料品（及び定期購読される新聞 ）
には軽減税率、それ以外は標準税率という複数税率を採⽤した。農家が農協や 卸
売市場に委託販売をする場合、令和元年 9 ⽉以前では、農産物の売上から農協や
卸売市場に⽀払う委託料を控除した後の⾦額を課税売上とする取扱い（純額経理）
が認められ ていた 234。しかし、複数税率の導⼊により、農産物の売上は軽減税率
で、委託料は標準税率となるため、令和元年 10 ⽉からは委託料を課税売上か ら
控除できな くなった（ 総額経理） 235。この取扱いにより、それまで純額経理を⾏

 
234 消 費 税 法 基 本 通 達 10-1-12。  
235 消 費 税 の 軽 減 税 率 制 度 に 関 す る 取 扱 通 達 16。  
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っていた農家は、委託料相当分が課税売上に上乗せされることになる。農家は 、
売上の 1〜2 割程度を委託料として⽀払っていることが価格形成調査 236におい て
確認できるから、今まで課税売上⾼ 1,000 万円のボーダーライン付近にいた農 家
が課税事業者となる可能性が⾼まるのである。 

複数税率が導⼊された令和元年の課税売上⾼が 1,000 万円を超えたとしても 、
課税事業者となるのは、2 年後の令和 3 年であるため、経理⽅法の変更の影響が
実績として表れるのは令和 3 年度分の確定申告からである。したがって、どれだ
け課税事業者が増えるのか、本稿の執筆時点では未知数であるが、増加に傾く こ
とは間違いない。 

また、令和 5 年 10 ⽉に導⼊が予定されている適格請求書等保存⽅式により 、
BtoB の商流を持つ農家は、課税事業者を選択することも考えられる。 

今まで免税事業者であった農家が、課税事業者へと転ずることが予想される 今
こそ、所得税法と消費税法の不⼀致を整備する好機なのである。 
 

第１０節  ⼩括 

第 1 章、第 2 章では⾃家消費とは何か、どういう場合に⾃家消費となるのかと
いう、「認識」の問題を主に議論したが、本章では、⾃家消費として認識された場
合の、具体的に計上すべき⾦額をどうするかという、⾔わば「測定」の問題を 主
に議論した。そして、この「認識」、「測定」の議論を通じ、所得税法、消費税 法
の解釈から導かれる「理論上の⾃家消費」が明確となった。 

⽂献調査、アンケート調査を⽤いて、理論通りの処理が実務でも実践されて い
るか照会を⾏ったが、調査の結果からは、理論と実務では計上⽅法に乖離があ る
ことが判明した。これは筆者が仮説として⽴てていた通りの結果である。 

この理論と実務の乖離は、農家には「価格決定権」がないという、⾃家消費 の
計上を⾏う上での重⼤な要素の⽋落があるにもかかわらず、⼀律に規定を当て は
めていたことに原因があった。この乖離を埋めるための解決案として、簡便法 と
市価法という新たな⾃家消費の計上⽅法を 2 つ提起した。この 2 つの計上⽅法を
結論とすることで、⾃家消費の問題点を、農業を中⼼として明らかにし、解決 す
るという本稿の⽬的は達成されたと⾔って良い。  

 
236 農 林 ⽔ 産 省 「 平 成 29 年 度 確 報  ⾷ 品 流 通 段 階 別 価 格 形 成 調 査 」 ⼤ ⾂ 官 房 統 計 部 ⽣ 産 流 通

消 費 統 計 課 消 費 統 計 室 ,概 要 26-27 ⾴ 。  
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おわりに  

 
（本稿の振り返り） 

本稿の出発点は農家が農産物を⾃家消費した場合、「税務上、どのように処理さ
れるのだろうか」、「農家は⾃家消費をきちんと計上している（できる）のであ ろ
うか」という疑問であった。そしてこの疑問に対する筆者の⾃答は否であった 。
農業と税務のいずれにも関与した筆者の実務経験上、農家の⾃家消費の⾦額は 正
しく把握され、適切に申告されているようには思えなかったからである。そこで、
理論上の⾃家消費と実務上の⾃家消費との間には乖離があり、法が規定する⽅ 法
によって計上がなされていないのではないかという仮説を⽴てた。仮説が正し い
とすると、課税要件明確主義、合法性の原則、これらを基礎に置く租税法律主義、
及び租税公平主義といった租税法の諸原則に抵触する可能性があった。 

仮説を検証するため、第 1 章において、⾃家消費の定義について確認を⾏った。
定義が曖昧なままでは、検証にブレが⽣ずると考えたためである。続いて⾃家 消
費の本質について、売上説と控除否認説という 2 つの説を⽰し、本稿では売上説
に依拠するとの基本的⽴場を明らかにした上で、所得税法及び消費税法において、
⾃家消費の計上が求められる根拠について考察を⾏った。そこでは所得税法に お
いては、包括的所得概念、消費税法においては、消費⾏為そのものである⾃家 消
費に担税⼒を認め、租税回避を防⽌する観点により課税がなされることを確認 し
た。また、⾃家消費が 100％私的な消費ではなく、事業性を包含していることは、
新たな発⾒であった。 

第 2 章では⾃家消費の所得区分と、適⽤範囲について検討を⾏った。具体的に
は対象となる⼈的範囲、対価の範囲、時間的範囲、⾏為の範囲である。検討の 結
果、所得税法と消費税法とで、贈与と事業⽤資産について若⼲の取扱いの違い は
あるものの、他の殆どの点で統⼀的な⾒解を得ることができた。特に⼈的範囲 に
ついては、売上説の⽴場から、多段階説と単段階説という 2 つの説を提唱し、⾃
家消費が擬制する販売は誰に対するものか、という点について検証を⾏った。 こ
の検証を通じて⾃家消費と贈与との界⾯が明確となり、今後の研究に繋がる指 針
を⽰せたことは有意義であった。 

第 3 章では、法の求める⾃家消費の計上に⽤いる⾦額、数量及び記帳や帳簿の
保存、農業にのみ認められる特殊な取扱いについて、現⾏法上の規定の確認を ⾏
った。その上で、実務上での取扱いの実態を⽂献調査とアンケート調査により 明
らかにし、理論上と実務上での取扱いにおける乖離の存在、その結果として杜 撰
な計上が⾏われている実態が判明し、筆者が⽴てた仮説の正当性を⽴証した。 こ
のような理論と実務の乖離は、租税法律主義や租税公平主義の⾒地から存置で き
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る問題では無く、かつ現在の法の解釈ではこれを解決できないと考え、個別通 達
に代わる新たな⾃家消費の計上⽅法を提起することとした。その主な特徴は、 農
家を価格決定権を有する農家と、価格決定権を有しない農家とに区分し、それ ぞ
れに、簡便法と市価法という異なる計上⽅法の採⽤を認めるとした点にある。 こ
の計上⽅法は簡便で公正な⾃家消費の計上が⾏われることを⽬指すものである 。
また、経営意識の希薄な農家に⾃家消費を通じて、コスト管理意識を醸成し、 会
計帳簿の作成を促すという新たな試みでもあった。 

以上、第 1 章で⾃家消費及び関連⽤語の定義を、第 2 章で⾃家消費の適⽤範 囲
を明らかにしたことで、課税要件明確主義の要請に応え、第 3 章で提起した簡便
法、市価法という 2 つの計上⽅法は、合法性の原則、租税法律主義、及び租税 公
平主義に適合するものである。農業では理論上の⾃家消費と実務上の⾃家消費 の
計上に乖離が⽣まれ、租税法の諸原則に抵触しているという本稿が挙げた問題は、
ここに解決をみた。 

 
（本稿の結論） 

農業における⾃家消費は、理論上と実務上で取扱いに乖離が⽣じている。乖 離
を存置することは、租税法の諸原則に抵触する恐れがあるが、その解消は現⾏ 税
法の解釈では限界がある。 

したがって、乖離を解消するためには新たな⽴法によることもやむを得ない 。
本稿は、その⽴法の⼀案として、個別通達に変わる新たな⾃家消費の計上⽅法（簡
便法・市価法）を提起する。 

 
（雑感） 

⾃家消費は概念⾃体が抽象的であることも相まって、⾃家消費の現実的問題 点
を取り上げて体系的、網羅的に考察を⾏った先⾏研究は数少なく、かつ⽤語の 定
義や適⽤範囲については、研究者ごとに意⾒が異なることも多かった。そのため、
これらを精査分析し、⽤語の定義、範囲を確定させることに本稿では多くの紙 幅
を要した。 

⾃家消費は争訟においても単体で争点となることが少なく、国際課税や租税 回
避、といった花形のテーマと⽐較すれば地味で、先⾏研究も多くないというのが、
研究を通じて得られた筆者の実感である。その先⾏研究の少なさもあってか、 所
得税法と消費税法のそれぞれの税法の研究者が、独⽴したテーマとして⾃家消 費
を語ることはあっても、両法の⾃家消費を同時に説明する、統⼀的な理論を打 ち
出す試みがされてこなかったように感じる。そして本稿は敢えてその試みを⾏ っ
た挑戦的・意欲的なものであると⾃負する。 

⾃家消費に関する規定は、所得税法が昭和 25 年、消費税法が平成元年に創 設
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されている。両法には時間的な隔たりがあり、社会環境も異なることから、法 の
意図する所を整合させることには困難も多かったが、両法における⾃家消費を 論
点ごとに⽐較説明することに腐⼼した結果、その異同が浮き彫りとなり、筆者 の
結論を打ち出す⾜がかりとなったことは、⼤きな成果であった。 

⾃家消費の概念は古来よりあり、その研究も税法の歴史から⾒れば古くから な
されているが、それでも⼗分に研究された分野とは⾔えず、本稿が⽰しただけ で
も、その問題は多岐に亘る。本稿による指摘を契機として、⾃家消費について の
議論が活発になり、さらに本稿がその議論の⼀助となれば何にも勝る喜びである。 
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■沼⽥博幸「消費課税における事業⽬的についての⼀考察−事業者の消費に対 す
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成 30 年度決算検査報告の概要 
■会計検査院「平成 30 年度決算報告」（2020 年 3 ⽉） 
■企業会計基準委員会「棚卸資産の評価に関する会計基準」企業会計基準第 9 号

（2006 年 7 ⽉） 
■経済安定本部企業会計基準審議会「税法と企業会計原則との調整に関する意 ⾒

書」財政経済弘報第 323 号 5 ⾯（1952 年 6 ⽉） 
■国税庁「1-13 個⼈事業者の廃業に伴う事業⽤資産の取扱い」平成 12 年消費

税審理事例集,TAINS コード消費事例 003013 
■国税庁「第 115 回 国税庁統計年報書 平成元年度版」 
■国税庁「第 145 回 国税庁統計年報書 令和元年度版」 
■国税庁「第 76 回 国税庁統計年報書 昭和 25 年度版」 
■国税庁「令和 2 年分確定申告 農業所得に係る留意点」 
■国税庁『改正税法のすべて』（⼤蔵財務協会,昭和 63 年度版,1988） 
■国税庁『改正税法のすべて』（⼤蔵財務協会,昭和 40 年度版,1965） 
■国税庁「令和 2 年分 収⽀内訳書（農業所得⽤）の書き⽅」（2021） 
■国税庁消費税課「1-18 個⼈経営の建築業者が⾃⼰の家屋を建築した場合」平

成 12 年消費税審理事例集,TAINS コード消費事例 003018 
■国税庁「帳簿の記帳のしかた（農業所得者⽤）」（2021） 
■全国農業協同組合中央会「平成 22 年度税制改正要望事項」（2009 年 10 ⽉） 
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⽉） 
■農林⽔産省「2020 年農林業センサス確報第２巻 農林業経営体調査報告書 −
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■農林⽔産省「令和元年度 ⾷料・農業・農村⽩書」 
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（2000 年 7 ⽉） 
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意⾒書四」（1962 年 8 ⽉） 
 
【デジタル刊⾏物】 
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47201980 
■TKC 税務研究所「⼤⼯等が⾃宅を建築した場合」税務 Q&A ⽂献番号 46100329 
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【国語辞典】 
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【判例・裁決例】 
（判例） 
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■札幌⾼判平成 19 年 11 ⽉ 21 ⽇税資 257 号順号 10829 
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■⼤阪⾼判昭和 50 年３⽉ 26 ⽇⾏集 26 巻 3 号 439 ⾴ 
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■国税不服審判所裁決平成 29 年 2 ⽉ 6 ⽇裁決事例集 106 集 1 ⾴ 
■国税不服審判所裁決平成 23 年 12 ⽉ 2 ⽇裁決事例集 85 集 28 ⾴ 
■国税不服審判所裁決平成 14 年 10 ⽉ 8 ⽇（⾮公開裁決）TAINS コード F0-5-

074 
■国税不服審判所裁決昭和 45 年 10 ⽉ 29 ⽇裁決事例集１集 12 ⾴ 
 
【WEB サイト】 
■健康保険組合連合会ウェブサイト「健康保険の基礎知識」 

https://www.kenporen.com/health-insurance/basic/08.shtml 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「No.2200 収⼊⾦額とその計算」タックスアンサー 
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「No.6317 個⼈事業者の⾃家消費の取扱い」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「No.6603 個⼈事業者が事業を廃⽌した場合」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「No.6621 帳簿の記載事項と保存」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「棚卸資産の⾃家消費」質疑応答事例 
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/03.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国税庁「農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期」質疑応答事例 
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/04.htm 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■国⼟交通省「三⼤都市圏の若者は地⽅移住に強い関⼼〜平成 29 年度国⼟交 通
⽩書を公表〜」国⼟交通省総合政策局政策課 
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo08_hh_000135.html 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■ 酒 井 克 彦 「【 第 48 回 】 宝 く じ に 係 る 課 税 と 所 得 の 実 現 （ そ の 3）」 Profession 
Journal 酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 
https://profession-net.com/professionjournal/income-article-220/ 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■杉本不⼆男「帰属所得の課税上の問題点」東京・城南のよろず相談所 税理⼠・
⾏政書⼠ 杉本不⼆男総合事務所 
http://www.sugimotofujiosougoujimusyo.jp/article/16064136.html 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■総務省「『⽥園回帰』に関する調査研究報告書」⾃治⾏政局過疎対策室 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei10_02000053.html 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

■⽇本銀⾏「昭和 40 年の 1 万円を、今のお⾦に換算するとどの位になりますか？」
公表資料・広報活動 
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/history/j12.htm/ 
（最終閲覧⽇：令和 4 年 2 ⽉ 14 ⽇）  
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